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福島第一の廃炉に向けて 巻
頭
言

当社原子力発電所の事故から，まもなく 4 年が経とうとしておりますが，今もなお発電所周辺地域の皆さ
ま，社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを，あらためて深くお詫び申し上げま
す。

平成 26 年 4 月に福島第一廃炉推進カンパニーを設立してから半年が経過しました。私ども廃炉推進カン
パニーは，福島第一の安定化と廃炉に向けて専心し，福島を安全な環境に戻すことが最重要のミッションで
す。廃炉推進カンパニーの立ち上げにあたり，廃炉・汚染水処理という難題に，オールジャパンで知恵や力
を結集して一緒に立ち向かうため，原子力に関する豊富な経験と高度な技術，国際的な知見を有している，
原子力メーカーの 3 名の方にバイスプレジデントとして加わっていただき，現在，大いに活躍いただいてい
るところです。

また，この喫緊の課題である汚染水対策には国の協力もいただきながら，重点的に取り組んでおり，多核
種除去設備等による汚染水の浄化，地下水バイパスや凍土方式の陸側遮水壁の設置，タンクの増設等の各種
対策を重層的に進めています。今後は，使用済燃料プールからの燃料取り出し，燃料デブリの取り出し等，
廃炉作業のステップを進めていくことになりますが，未知への挑戦が多々ありますので，原子力関係者のみ
ならず，多くの皆さまにお力添えをいただきながら，進めて行きたいと思っています。

平成 26 年 8 月には，国が前面に立ち，より着実に廃炉を進めることができるよう支援体制を強化すると
の観点から，「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」が発足しました。国内外の英知を集め，燃料デブリ取り出
しや廃棄物対策などの重要課題の立案や研究開発の企画・進捗管理など，中長期的な廃炉に関する技術的な
課題解決について，国との連携が深まったことを，大変心強く感じています。

私は，廃炉への取り組みは，実に多くの人たちに支えられていることを一時も忘れたことはありません。
例えば，長きにわたる廃炉作業を着実に進めていくためには，一緒に働く協力企業の方々の力が不可欠とな
ります。福島第一で働く方々が安心して働けるよう，たゆまず作業環境の改善にも取り組んでいかなければ
なりません。

また，私どもと協力企業の方々が廃炉を担う人材の確保や育成を確実に行えるように，随意契約をはじ
め，将来まで工事量を見通せるような契約も活用しています。こうした工夫で受注した企業が基本設計の段
階から参加し，その企業のノウハウをしっかりと活かしていただくことも可能となり，プラントや設備の信
頼性を向上させるとともに，安定した雇用にも繋がるものと考えています。

廃炉という仕事は，30 ～ 40 年の長きにわたる大規模なプロジェクトになります。私ども廃炉推進カンパ
ニーは，福島第一の廃炉という世界中が注目している作業を，国内外の英知を結集し，安全・着実に責任を
持って実施していく所存です。今の福島第一の現場を長期にわたる廃炉作業に相応しい安定した普通の作業
現場とすること，安心して働ける作業環境を整備すること，そして，一日でも早く福島を安全な環境に戻
し，地元の皆さまに安心していただくことに，今後も全力を尽くしてまいります。�（2014 年 10 月 15 日　記）

福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデント

増田 尚宏（ますだ・なおひろ）

横浜国立大学大学院修了後，東京電力入社。福島第二
原子力発電所ユニット所長，原子力・立地本部福島第二
原子力発電所長を経て，2014 年 4 月から現職。
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2010 年 9 月，原子力委員会は日本学術会議（以下，学
術会議）に対して，立地が難航している高レベル放射性
廃棄物（以下 HLW）処分について，国民に対する説明や
情報提供のあり方に関する審議を依頼した。この依頼へ
の回答作成に当たって，学術会議は人文社会科学から理
工学にわたる総合的検討が必要と考え，第 1 部，2 部，
3 部の各部会からメンバーを選んで委員会を構成して対
応した。

委員会での審議中に東日本大震災による福島原子力事
故が発生し，2012年 9 月に取りまとめた回答 1）の作成
にあたって，国民に対する説明や情報提供のあり方をど
うすればよいかという問いに対して，狭い意味での説得
技術を超えた検討が必要であり，これまでの政策方針や
制度的枠組みを自明の前提にするのではなく，原点に立
ち返って考え直すこととした。

学術会議の回答では，HLW 処分に関する政策は抜本
的に見直す必要があるとして，HLW の「総量管理」と「暫
定保管」という概念を提示し，この 2 つを柱として，多
様なステークホルダーが討論と交渉を行い，政策を再構
築する基本的な手続きを提案した。

学術会議の回答は社会的に注目され，政府も HLW 処
分に関する審議会を再開して対応を検討し始めた。学術
会議においても 2013年夏に，前回とほぼ同様のメン
バーでフォローアップ委員会を立ち上げ，特に暫定保管
の具体的検討のため，委員会の下に社会的検討と技術的
検討を行う 2 つの分科会を設置し，両分科会はそれぞれ
の報告を 2014 年 9 月に取りまとめた。

「回答」における総量管理と暫定保管の位置づけ
総量管理には，「総量の上限の確定」と「総量の増分の

抑制」が含意されている。前者は社会が脱原子力を選択
する場合に対応し，後者は原子力を一定程度維持する場
合に対応している。前者のみに着目して学術会議の回答
は脱原子力を前提としているように引用される場合があ
るが，誤解である。

（公財）地球環境産業技術研究機構
理事・研究所長
東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。
1977 年に電力中央研究所入所，米国電力研究
所（EPRI）客員研究員，東京大学教授を経て，
2010 年より現職。

日本学術会議における HLW 処分問題の検討時論

山地 憲治（やまじ・けんじ）

暫定保管については，期間を限定して HLW を保管
し，その期間を使って最終的な処分方法について合意を
得ることを目的として提案した。

なお，回答においては HLW として再処理後のガラス
固化体と共に再処理前の使用済燃料も想定しており，
HLW の暫定保管には，ガラス固化体の保管と使用済燃
料の保管の両者があり得る。使用済燃料については現在
乾式キャスクによる中間貯蔵施設の建設が進んでいる
が，これは貯蔵後は再処理を行うことを前提とした中間
貯蔵である。一方，回答で提案した暫定保管は，貯蔵期
間を活用して保管後の扱いを検討するモラトリアムの提
案である。

暫定保管の技術的検討
2014年 9 月に取りまとめた学術会議の暫定保管に関

する技術的検討の報告 2）においては，HLW の地層処分
施設において一定期間回収可能性を確保する技術を含め
て検討を行った。

使用済燃料とガラス固化体の数十年にわたる貯蔵・保
管は国内外で多数行われており，主な貯蔵技術として，
使用済燃料の場合は湿式のプール貯蔵，乾式のキャスク
貯蔵とボールト貯蔵が，ガラス固化体の場合は乾式の金
属キャスク貯蔵とピット貯蔵（技術的にはボールト貯蔵
と同等）が実用化している。地層処分施設において回収
可能性を確保する技術は研究開発段階である。

暫定保管の経済性は保管容量と保管期間によって変化
する。使用済燃料保管の場合は，保管期間が長くなれば
湿式よりも乾式貯蔵の方が有利になる。地層処分施設に
おいて回収可能性を確保する場合は，処分のステップの
進行に応じて回収が困難になるのでコストが増大すると
想定されるが，具体的な経済性評価は今後の課題である。

安全性確保は，実用化されている数十年程度の保管に
関しては閉じ込め機能等について各種のモニタリング等
の安全確保技術が開発されている。50年を大幅に超え
るような長期間の保管を行う場合で，保管の継続が技術
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的に不適切と判断される場合には施設・設備の更新で対
応することになる。

保管施設立地に求められる地盤・地質等の条件につい
ては，地上保管の場合は，基本的には他の原子力施設の
場合と同様になる。地下保管の場合は，地上保管の場合
に比べて自然現象による影響が緩和されるが，一方で，
地下坑道の健全性確保や冷却機能の維持等安全性確保に
かかわる追加的な条件を考慮する必要がある。また，深
度が深くなるほど施設の建設コストが増大する。

暫定保管のシナリオは，保管対象，保管期間，保管施
設の容量，保管施設の立地場所等の項目の組合せで構成
される。保管対象は使用済燃料とガラス固化体の双方を
想定し，保管期間は 50 年から最大 300 年まで，保管容
量は使用済燃料換算で数百トンから数万トンまで，施設
の立地場所としては原子力発電所，再処理工場，独立立
地点及び処分場で回収可能性を確保する場合とした。報
告においては，これらの項目の組合せの中から，技術的
実現可能性を考慮していくつかの暫定保管シナリオに絞
り込み，それぞれのシナリオのイメージを明確にした上
で課題を整理した。

暫定保管の技術的な調査検討の主要な結果は次の項目
にまとめられる。

⑴　学術会議が提案した暫定保管施設には使用済燃料
の場合でもガラス固化体の場合でも基本的に乾式貯蔵技
術が適している。

⑵　安全性確保のための各種モニタリング技術等は実
用化しているが，保管期間が 50 年を大幅に超える場合
には，施設・設備の更新による対応を準備しておく必要
がある。

⑶　暫定保管施設の立地に求められる地盤・地質条件
は，地上保管の場合は，在来の原子力施設の場合とほぼ
同様と考えられる。地下保管の場合には，地層処分に準
ずる必要がある。

⑷　使用済燃料の場合とガラス固化体の場合に分け
て，技術的実現可能性を考慮した幾つかの暫定保管シナ
リオを設定して課題を整理した

⑸　設定した暫定保管シナリオは，HLW 処分場で回
収可能性を確保する場合には今後の研究開発が必要であ
り，また他のシナリオにおいても 50 年を大幅に超える
保管期間を想定する場合には安全性確保について更なる
検討が必要である。なお，社会的制約を考慮すれば，搬
出先を特定せずに保管施設の立地が可能かどうかなど検
討を要する多くの課題が想定される。

科学的自律性確保が意味するもの
学術会議の回答で提言した「科学・技術的能力の限界

の認識と科学的自律性の確保」をめぐって，学術の役割
について興味深い議論が行われた。

回答公表後に行われた学術フォーラムでは，原子力発

電環境整備機構（NUMO）の地層処分の信頼性に関する
報告に対して，地震学の専門家からは我が国のような地
震列島では HLW 処分はできないという発言があり，地
質学の専門家からは，相当限定されるが，我が国にも地
層処分が可能な場所が存在するとの見解が示された。

この議論を聞いていて，筆者は理学と工学の間での科
学に対する認識の違いを強く感じた。

科学哲学者のポパーが言うように，文系の学術も含め
て，科学的命題（主張）には反証可能性が必要である。し
たがって，科学には証拠が必要であり，相手の主張を否
定するにはその証拠に対する反証が必要である。

理学が対象とする自然界では，再現実験による確認な
ど証拠の客観性は高い。ただし，自然科学の範囲でも，
科学的不確実性はある。これは，証拠の観測の限界や限
られた証拠からの論理的帰結が複数あり得ることによ
る。科学者の醍醐味は一定の証拠を合理的に説明する仮
説を提案するところにあるが，理学においては自然観測
や実験による実証が最も重要な関心事になる。つまり，
純粋の理学では科学の実証の場は自然あるいは実験のよ
うに条件が一定に整備された人工環境であり，人間が関
与する現実社会の不確実性や社会の価値判断に基づく制
約条件は排除されている。

一方，工学は科学的知見を人間社会に適用して課題を
解決するという目的を持っている。工学者にとっては，
科学的不確実性の下でも，安全性や経済性などの条件を
満たして，人間社会が有効に使える技術や仕組みを提案
することが主要な使命である。ここで，技術が満たすべ
き安全性や経済性などの条件は社会から与えられるもの
である。したがって，工学者の成果は，最終的には社会
的実践の中で実証が行われる。

学術の役割とは
学術フォーラムの締めくくりのあいさつの最後に，筆

者は直前に出席した国際会議で聞いた Science without 
policy is science, but policy without science is gamble.
という警句を引用した。確かに，科学者の役割の基礎に
は，真理の探究という社会から独立した自律性がある。
しかし，学術も科学者も社会の中に存在することは事実
である。科学の自律性は社会からの信頼と負託の上で成
立しており，社会的期待に応える科学の役割を自覚する
必要がある。

HLW 処分問題は社会が解決を要請している重要な問
題であり，学術はその総合力を発揮して解決に寄与する
責任がある。

（2014 年 11 月 12 日 記）

−　参 考 文 献　−
1） 日本学術会議：回答「高レベル放射性廃棄物の処分につい

て」，2012 年 9 月 11 日．
2） 日本学術会議：報告「高レベル放射性廃棄物の暫定保管に関

する技術的検討」，2014 年 9 月 19 日．
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12 月某日，京都大学百周年時計台記念館，そこに足
を踏み入れると，大きな広間に研究を紹介したポスター
と研究に関する実物を展示したブースがずらっと並んで
いた。一つ一つのブースには研究者が立っており，まる
で出店のようなそれらの数は約 50。大勢の研究者と市
民とが立ち話をする光景が見られた。そして，広間の中
央には 4 畳ほどの畳のブースが 4 つ。各ブースにはコタ
ツが設置されていた。そこでも研究者と市民がコタツを
囲んで熱心に語り合っている光景が見られる。延べ 150
名以上もの研究者が約 500 名もの市民と対話をするこの
会場は熱気に包まれていた（下図）。

なぜこのような取り組みを京都大学が始めたのか。そ
のきっかけとなったのは，2010年 6 月，内閣府・総合
科学技術会議から出された「『国民との科学・対話』の推
進について（基本的取組方針）」である。この基本的取組
方針では研究者が自身の研究活動を社会に対してわかり
やすく説明し，倫理的・法的・社会的課題と向き合う双
方向コミュニケーション活動を行うことが求められてい
る。

このような活動が始まっているのは，日本だけではな
い。そもそも世界大戦以前，科学・技術は今よりも市民
に開かれた存在であった。それが先進国を中心に科学・
技術に国家予算が大きくさかれるようになり，科学者と
いう職業に従事できる人口が増加した。それに伴い専門
分野も細分化，内容も発展・進化し，市民と科学者コ

京都大学 学術研究支援室
岡山大学大学院自然科学研究科修了，博士（理
学）。京都大学大学院生命科学研究科特任助
教，同大人文科学研究所 特定助教などを経て，
2014 年より現職。

「国民との科学・技術対話」とは？時論

白井 哲哉（しらい・てつや）

ミュニティの間に乖離が生まれるようになった。この状
況 を 受 け，1985 年， 英 国 王 立 協 会 で は“The Public 
Understanding of Science”として科学者は市民の科学
理解を進める必要性を説いている。1990 年代に入ると，
環境問題やクローン・遺伝子組み換え作物などに代表さ
れるバイオテクノロジーの問題が顕在化し，科学者への
不信感を社会が抱く機会が増加した。1999年の世界科
学会議（ユネスコと国際科学会議が主催）では「『知識のた
めの科学』から『社会のための科学』へ」が提唱され，科学
と社会との対話が重視されるようになった。

この流れは日本も大きく変わらない。日本の場合，
1993年頃より理科離れが問題とされ，研究者が科学を
伝えることが求められ始めた。そして 2001 年，第二期
科学技術基本計画においては「科学技術と社会の新しい
関係の構築」が言及され，2006 年，第三期科学技術基本
計画では「社会・国民に支持される科学技術」として双方
向コミュニケーションの必要性が唱えられるようになっ
た。この頃より，科学者には，社会に科学を伝えるだけ
でなく社会の声を学ぶことが求められるようになった。

そして，日本では 2011 年，東日本大震災が起きた。
まだ記憶に新しいが，この未曾有の災害でも科学・技術
と社会との乖離についての課題が浮き彫りとなった。当
時，マスメディアにも「専門家」として多くの科学者が出
演し，普段聞き慣れない専門用語もよく聞かれた。市民
は新聞やテレビだけでなく WEB や SNS などのソーシャ
ルメディアを通じて情報を得ることもできた。その中で
語られる「専門家」といった言葉の解釈や，多様な情報媒
体に対する信頼度の違い，これらのギャップが科学者と
市民とのコミュニケーションに影響をもたらしているこ
とが見受けられた 1）。この大災害の経験を受け，2011
年第四期科学技術基本計画では「社会とともに創り進め
る政策の展開」が重視されている。研究者には科学を伝
え，社会の声を学び，そして社会と協働することが現在
求められている。

このように，双方向コミュニケーションを重視した京都大学アカデミックデイ
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「国民との科学・技術対話」を研究者に求める機会が増え
ている。実際，文部科学省による科学研究費補助金の研
究計画調書（申請書）には，「本研究の研究成果を社会・
国民に発信する方法等」を記載する欄が設けられた。ま
た，2011 年以降，大型の研究プロジェクトでは「国民と
の科学・技術対話」の活動を義務化しているものも珍し
くはない。このような状況の中，現場の研究者は，「何
をすべき？」「どうやって活動をすればよい？」といった
悩みを抱えている。さらには，このような活動に時間が
割かれることを負担と感じる研究者も少なくない。特に
任期付きのポジションである多くの若手研究者が感じる
負担は大きい 2）。「国民との科学・技術対話」活動を行う
には研究者が携わる以上，研究現場を鑑みた体制作りが
必要である 3）。

冒頭で紹介した「京都大学アカデミックデイ」は，京都
大 学 に 2 0 1 2年 に 誕 生 し た 学 術 研 究 支 援 室 の UR A

（University Research Administrator）が中心となって企
画・運営を行っている。URA は学術研究のマネジメン
トや支援を行う専門職として近年，日本の大学・研究機
関での配置が増えている人材である。京都大学の URA
はこの「京都大学アカデミックデイ」を「国民との科学・
技術対話」支援と位置づけて活動を行っている。

京都大学の URA による「国民との科学・技術対話」支
援のポイントは 3 つである。1 つは，対話の場のデザイ
ンと提供である。研究者からの一方通行の情報発信では
ない「対話」が行える場をデザインし，その企画の運営を
URA が担っている。例えば，コタツの場は，研究者が
レクチャーを行うのではなく，市民と同じ目線で対話を
することを目的にデザインされた場である。

2 つ目は活動に参加する負担軽減と対話の促進を目的
としたレクチャーを研究者に行うことである。学会での
発表と異なり，非専門家への研究紹介や市民との対話に
慣れていない研究者も多い。その準備には労力的な負担
だけでなく，初めての活動へ参加する精神的な負担も存
在する。この負担を解消するために，URA は研究者を
対象に事前の説明会を開催している。説明会では，非専
門家との対話における準備やコツのアドバイスを行うこ
とで，市民との円滑な対話の促進も図っている。

3 つ目は活動そのものの報告と効果測定である。URA
による「国民との科学・技術対話」活動は参加研究者と一
般来場者の双方にアンケート調査を行っている。企画の
効果や運営の振り返りをすることで，このような活動の
ノウハウの蓄積と共有を行っている。またアンケート結
果を含めた開催報告書を作成することで，個々の研究者
が各プロジェクトへの「国民との科学・技術対話」活動の
報告を行うサポートにもなっている。

URA と研究者とで取り組んでいる「国民との科学・技
術対話」は，海外の大学でも見受けられる。欧州ではこ
れらの活動は Public Engagement と呼ばれており，そ

の活動の機会は日本より多く，規模や種類も多様であ
る 。ま た ，研 究 機 関 ・研 究 者 コ ミ ュ ニ テ ィ に は ，
Research Manager や Public Engagement Manager と
呼ばれる専門の人材が存在し，Public Engagement の
活動は彼らがコーディネートし，研究者と共に取り組ん
でいる。さらには，これらの活動が評価されるシステム
も備わっている。英国では行政機関の主導により
Research Excellent Framework と呼ばれる研究の質を
評価する新たな研究評価システムが 2011年より（パイ
ロットは 2008年より）始まっている。そこでは Public 
Engagement の活動も研究活動の一環として評価されう
る仕組みが導入されている。このような体制は，科学・
技術と社会との接点に大きな影響を与えると思われる。

内閣府による「国民との科学・技術対話」の基本的取組
方針の中には，大学・研究機関に対して「研究者等に対
して，積極的に『国民との科学・技術対話』を行うよう促
すとともに，個人の評価につながるよう配慮する」と記
載されている。しかしながら，日本では研究者の個人評
価に繋がる明確な体制がないのが現状である。一方で，
欧州と同じく「国民との科学・技術対話」を専門的に担う
人材は日本でも生まれつつある。2005 年より科学コミュ
ニケーションの活動は行政機関主導で活発となり，科学
コミュニケーターの要請事業も展開された。そして現
在，URA といった研究マネジメント人材を配置する大
学や研究機関が急速に増えており，その中には，科学コ
ミュニケーションに携わってきた人材も見られる。

社会の中で科学・技術を育むには Public Engagement
の活動は欠かすことができない。日本において「国民と
の科学・技術対話」に代表されるこれらの活動やそれを
行う体制整備は，欧州に遅れをとっている。が，その活
動を担う人材の土壌は日本にも備わりつつある。普及・
定着に向けた課題はまだまだあるものの，一番のポイン
トは人材の配置と活動の評価についての大学・研究機関
のガバナンスである。科学技術立国を目指す日本におい
て，今後 Public Engagement の活動の需要はなくなる
ことはないだろう。これらの活動を研究者だけに託すの
ではなく，科学・技術に携わる多くの Stakeholder が自
分自身の課題として考え，議論を深め，体制整備がさら
に進むことを期待したい。 （2014 年 10 月 26 日 記）

－　参 考 文 献　－
1） 白井哲哉，他，2011：「原発をめぐる情報伝達に関する意見交

換会から得られたコミュニケーションギャップ」科学コミュ
ニケーション，9：107-119.

2） 白井哲哉，他，2008：「研究現場に活かされるコミュニケー
ション活動をめざして」『蛋白質 核酸 酵素』共立出版 53

（3）.274-280.
3） 白井哲哉，他，2011「科学者コミュニティによる双方向コミュ

ニケーション活動：『ゲノムひろば』の実戦から」科学コミュ
ニケーション，10：53-64.
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電源開発，大間原発の安全審査を申請
電源開発は 2014 年 12 月 16 日，原子力規制委員会
に対し，青森県大間町で建設中の大間原子力発電所につ
いての原子炉設置変更許可申請書と工事計画認可申請書
を提出した。新しい規制基準のもとで建設中の原発の審
査申請は，これが初めて。また，同原発は商業炉として

は世界で初めて，MOX燃料を全炉心で使う。
設計で想定されている基準地震動は 650 ガル。津波
は最大 6.3m を想定しているが敷地が海抜 12メートル
にあるため , 津波が流入するおそれはないとしている。
� （原子力学会編集委員会）

中国やインドの影響大，エネ研が 2040 年までのアジアを展望
日本エネルギー経済研究所はこのほど，2040 年まで
の中国とインドのエネルギー需要と気候変動問題につい
て分析した「アジア / 世界エネルギーアウトルック
2014」を発表した。それによると現状のエネルギー需
給や政策・技術導入が続くとする「レファレンスケース」
での世界の 1次エネルギー消費は，12 年の石油換算
133 億 7,100 万トンから 40年には 192 億 7,600 万ト
ンへと 44％増加し，化石燃料に大きく依存する世界の
構図は変わらないとしている。エネルギー消費増の中心
はアジアで，なかでも中国とインドの増分で世界全体の
46％を占めるとしている。
天然ガスは 40年までに消費が急速に拡大し，石炭を
抜いて石油に次ぐ第 2のエネルギー源となり，風力，
太陽光の発電設備容量はそれぞれ現状の 3.5 倍，6.4 倍

に拡大。原子力発電設備容量も 13 年の 389GWから
618GWに拡大し，発電電力量は 4,451TWh（総発電量
の 11％）に達すると分析した。
アジアの原子力発電設備容量については中国が 13年
の 13GWから，「レファレンスケース」では 132GW，
「技術進展ケース」では 195GWに，インドが同じく
5GWから同 46GW，89GWに急増する一方，日本で
は 20GW，33GWと現在よりも縮小するとの見通しだ。
また，中国とインドの「低成長ケース」を想定した場
合，中東・旧ソ連の石油・ガス純輸出を押し下げ，天然
ガスは 40年までの純輸出増加分で最大 3割が失われる
ものとみている。

（資料提供：日本原子力産業協会，以下同じ）

エネ調WGが廃炉会計制度を検討，1基当たり 210 億円と試算
総合資源エネルギー調査会のワーキンググループは
2014 年 11 月 25 日，廃炉を円滑に進めるための会計
関連制度の検討を開始した。エネルギー基本計画に記載
される原子力依存度低減方針や，今後の高経年炉の増加
を踏まえたもの。同日行われた会合では資源エネルギー
庁が同調査会原子力小委員会における関連の議論につい
て説明するとともに，検討すべき具体的課題を整理。運
転開始後 40 年が経過した 7基（敦賀 1号，美浜 1，2
号，高浜 1，2号，島根 1号，玄海 1号）を廃炉する場

合に一括計上が必要と見込まれる額は，1基当たり 210
億円程度との試算を示した。
現行の制度では廃炉をする判断した場合，設備の除却
費などを回収するため料金改定が必要となる。会計面で
は費用の一括計上により財務状況が悪化することから，
一度に当該費用を発生させるのではなく一定期間をかけ
て償却・費用化を認める会計措置の検討を行うこととし
ている。

原産協会が原子力産業動向調査結果発表
原産協会は 11 月 20 日，13 年度を対象に実施した

「原子力発電に係る産業動向調査」の結果概要を発表し
た。原子力発電産業に係る支出・売上げ，従事者を有す

る営利企業 446 社へ調査票を配布し，うち 263 社（電
気事業者 11社，鉱工業他 240 社，商社 12 社）から有
効回答があった。調査結果によると 13年度は，福島第

NewsNews
このコーナーは各機関および会員からの情報をもとに編集してい
ます。お近くの編集委員（目次欄掲載）または編集委員会 hensyu@
aesj.or.jp まで情報をお寄せ下さい。
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一原子力発電所事故以降，減少を続けていた電気事業者
の支出高が 3年ぶりに増加。前年度から 97億円増の 1
兆 5,083 億円，鉱工業他の売上高も 4年ぶりに増加に
転じ，同 428 億円増の 1兆 5,904 億円となった。一方
で鉱工業他の受注残高は同 3,049 億円減の 1兆 6,892
億円で，依然として減少傾向が続いている。
原子力関係従事者数は前年度からの増加傾向が継続
し，電気事業者で 62 人増の 1万 2,424 人，鉱工業他
では 1,606 人増の 3万 6,153 人，全体で 1,668 人増の

4万 8,577 人となった。原子力発電立地の地元雇用者
数は 2万 2,860 人となり，従事者数に占める割合は，
前年の 43％を若干上回り 47％となった。
また，電気事業者の 13年度の原子力関係支出高は前
年度比 1％増の 1 兆 5,083 億円となり，総支出高 19
兆 3,091 億円の 8％を占めた。前年度から支出が増加
した費目では「土地・建屋・構築物」の 123％増が目立
ち，「運転維持・保守・修繕費」（35％減）は大きく減少
した。

RITE，2050 年の温室効果ガスは原子力活用で 30％減と予測
地球環境産業技術研究機構（RITE）の研究グループは
このほど，日本と世界の温室効果ガス排出量見通しを発
表した。それによると日本の温室効果ガス排出量は，全
基停止している原子力発電所が順次再稼働し，2030 年
に運転開始 40年までのすべてのプラントが稼働し，そ
の後も 50年まで同じ発電電力量が継続すると想定した
場合，15年をピークにその後は減少。20年に 05年比
2％減，30年に同 10％減，50年に同 30％減となると
見通している。

一方，世界の温室効果ガス排出量は化石燃料供給の増
加に伴い，20年に 539 億トン，50年には 764 億トン
に達するとしている。排出量の各国比率では中国が 10
年の 25.7％から 20 年には 27.0％に拡大するが 40 年
頃にピークを迎え，50年には 22.2％と縮小に転じ，イ
ンドでは 10 年の 6.3％から 20 年に 7.9％，30 年に
10.0％，50 年には米国を抜いて 14.2％にまで拡大す
ると予測している。

海外ニュース（情報提供：日本原子力産業協会）

【国際】

IEA，原子力設備は 2040 年に 6割
増と予測

国際エネルギー機関（IEA）は 11 月 12 日，長期的な
世界のエネルギー動向を見通した「世界エネルギー見通
し（WEO）2014 年版」を公表した。今回は初めて予測期
間を 2040 年まで延長するとともに，原子力発電の現
状と展望を詳細に検証しているのが特徴。中国など 4
か国を中心に世界の原子力設備は 40年までに 6割増加
するものの，発電シェアは歴史的なピークを迎えた約
20年前より，かなり低いレベルに留まるとした。また，
競争市場等でのリスクや使用済み燃料の増加，国民受容
という大きな課題への取り組みに加え，40年までに約
200 基が閉鎖時期を迎えることから，1千億ドルを超
える廃炉基金確保の必要性を呼びかけている。
「WEO2014」の主要シナリオによると世界の 1次エ
ネルギー需要量は 40 年までに 37％増加する一方，供
給側は原子力と急速に拡大する再生可能エネルギーなど
の低炭素エネルギー，停滞期に入る石油と石炭，および

天然ガス――の 4要素がほぼ同量になると予測した。
世界のエネルギー部門では多くの長期的不確定要素が浮
上しており，各国の政策決定者はこうした長期的なスト
レス兆候をきちんと認識し，それと取り組むことから目
をそらしてはならないと警告している。
＜原子力の現状と展望＞
2013年末に原子力発電は世界で434基・3億 9,200
万kWの商業炉が運転中だった。総発電量におけるシェ
アは 11％で，ピークだった 1996 年実績の約 18％か
らは低下している。設備容量の 80％以上はOECD諸国
のもので，非OECD諸国のシェアは低い。しかし，現
在建設中の 7,600 万 kW分のうち 4 分の 3 以上が非
OECD諸国の計画であり，将来的な容量拡大の大部分
はこれら諸国における設備が占める。
新たなエネルギー政策が実行に移された場合のシナリ
オでは，世界の原子力設備は 40 年までに 60％増の 6
億 2,400 万 kWになると予測されるのに対し，発電
シェアは 12％と 1ポイント増加する程度。ここでは追
加容量として 3億 8千万 kWを加える一方，1億 4,800
万 kW分が閉鎖されると計算している。中国，インド，
韓国およびロシアで設備容量の拡大が最も目覚ましく，
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中国で予想される増加分 1億 3,200 万 kWは米国とロ
シアの既存設備を合計した容量よりも大きい。インドと
ロシアでもそれぞれ，3,300 万 kWと 1,900 万 kW分
増加する見通しだ。
＜原子力の有用性＞
国際的な燃料市場の混乱に原子力が関わる程度が限ら
れているのに加え，信頼性のあるベースロード電源とい
う役割からも，原子力はエネルギー・セキュリティを促
進することができる。原子炉を新設する際の先行投資コ
ストは高額で時に不明瞭だが，原子力は電力価格が安定
しているほか，国際収支の改善に役立つなど経済的な恩
恵の提供が可能。世界全体の原子力設備容量が現在より
7％低下するとした「低原子力シナリオ」では，原子力利
用国のエネルギー・セキュリティ指標が悪化する傾向が
見られる。国内のエネルギー源で需要を賄える率を主要
シナリオと比較した場合，日本で 13ポイント，韓国で
6ポイント，欧州連合では 4ポイント低下すると考えら
れる。
原子力はまた，CO2 の排出量削減に利用可能な限ら

れたオプションの一つ。1971 年以降，原子力によって
現在の排出率で約 2年分相当の 560億トンのCO2 排出
が抑えられた。エネルギーの新政策シナリオでは 40年
までに 4年分相当の排出量が抑制可能になると考えら
れる。
＜原子力の抱える課題＞
一方で原子力は大きな課題に直面しており，新たなエ
ネルギー政策シナリオでは使用済み燃料の累積発生量が
40年には現在の 2倍以上の 70万 5千トンに到達する。
最初の原子炉が運転を開始して 60年が経過した現時点
で，商業炉から出る高レベル廃棄物の永久処分施設を設
置した国は未だ一つもなく，暫定的な貯蔵を続けている
状態。これまでに原子力発電施設を保有していたすべて
の国に，これらの長期的な貯蔵で解決策を講じる義務が
ある。
また，経年化した多くの原子炉が閉鎖時期に近づいて
おり，13年以降 40年までの間に約 200 基が閉鎖され
る計算。多くは欧州連合や米国，ロシア，日本の原子炉
で，かなりの数の原子炉が新規設備でリプレースされる
ものの，産業界ではこのようなかつてない規模の廃止措
置を管理していく必要がある。IEAの見積りではこれら
の廃止措置コストは 1千億ドルを超えるが，現時点で
原子炉の解体・除染やサイトの復旧経験が比較的乏しい
ため，この額については非常に不明瞭な部分が多い。各
国の規制当局や電力会社は，将来発生するこれらの経費
をカバーするために適切な基金の確保を継続していく必
要があろう。

【中国】

2020 年までに 5,800 万 kWの原子
力を開発

中国の内閣に相当する国務院は 11 月 19 日，2014
年から 20年までのエネルギー開発目標を設定した開発
戦略行動計画を発表した。大気汚染問題の深刻化という
背景から石炭の消費量削減を含め，クリーンで革新的か
つ効率的で自給可能なエネルギー生産・消費システムの
構築を目指す内容。原子力については 20年までに大型
PWRを中心とした 5,800 万 kWの設備容量開発を目
標に掲げている。
国務院はエネルギーの供給保障は中国の近代化全般に
関わる問題と認識しており，行動計画の中でエネルギー
開発における 5つの戦略的タスクを特定した。すなわ
ち，⑴「エネルギー自給能力の向上」＝石炭のクリーンで
効率的な開発利用や石油の国内生産量拡大，天然ガス開
発を促進する，⑵「エネルギー消費改革の推進」＝エネル
ギー消費量の過度な増加を厳しく統制するなど，エネル
ギー効率の改善プログラムを実施する，⑶「エネルギー
供給構造の合理化」＝石炭の消費割合を削減する一方，
天然ガスの消費を拡大し，原子力発電の安全な開発と再
生可能エネルギー開発を進める，⑷「エネルギー関連の
国際協力を拡大」＝二国間，多国間のエネルギー協力を
進め，世界地域別のエネルギー取引市場を構築する，⑸
「エネルギーの技術革新を推進」――だ。
「原子力発電の安全な開発」に関する項目では，国際的
に最も厳しい安全基準を遵守するなど，安全性の確保を
前提に，東海岸地域の原子炉新設をタイムリーに開始す
る。また，内陸部における建設の実行可能性調査を実施
すると明記。特にウェスチングハウス社から導入した
AP 1000 や ，同 設 計 を 国 産 化 ・容 量 拡 大 し た
CAP1400 などの大型 PWR，高温ガス炉と高速炉の開
発利用に集中する。
さらに核燃料の再処理技術研究を実施するほか，原子
力発電の基礎研究と安全技術の研究開発を積極的に推進
するよう提唱。核燃料サイクル・システムの改良も実施
すべきだとした。こうした活動を通じて，20年までに
原子力設備を現在の 1,900 万 kWレベルから 5,800 万
kWまで拡大。建設中原発の容量もこの時点で 3,000
万 kW以上とする方針である。
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【米国】

規制委，新委員 2名が就任宣誓

米原子力規制委員会（NRC）は 11月 5日，B・オバマ
大統領が委員候補として 7月に指名していた S・バー
ンズ氏が上院での承認を経て，NRCオフィスで就任宣
誓を行ったと発表した。同様に指名されていた J・バラ
ン氏がすでに 10月 14 日に宣誓を済ませていることか
ら，2015 年 1月 1日付けで退任予定のA・マクファー
レン委員長を含め，5名の委員枠すべてが差し当たり埋
まったことになる。
NRCの元法務顧問だったバーンズ氏は経済協力開発
機構・原子力機関（OECD/NEA）事務局の法務部門長
で，2014 年 6月に NRC委員としての任期が満了した
G・アポストラキス氏の後任。バラン氏は議会下院・エ
ネルギー商業対策委員会の民主党エネルギー環境局ス
タッフであり，8月末でNRCを去りOECD/NEA事務
局長に就任したW・マグウッド氏の残余任期を務める。

B＆W社が分社化へ，原子力部門は
「BWXT」社に

米国のバブコック＆ウィルコックス（B&W）社は 11
月 5日，発電機器事業部門を同名の新会社として独立
させ，その株式をB&W社の株主に分配する一方，残
りの原子力・政府関係事業部門はBWXテクノロジーズ
（BWXT）社と改名する方針を発表した。同日の取締役
会は，この分社化計画を全会一致で承認。米原子力規制
委員会（NRC）による規制審査，その他の条件をクリア
した上で，2015 年の夏までに新生B&W社の株式分配
を完了する計画だ。
リスクの高い発電機器部門は大きな利益を生む潜在性
がある一方，堅実で予測可能な政府関係事業では将来的
な利益が少ない。投資家達の中にはリスクとセキュリ
ティの面で異なる指向があることから，財政・運営面の
性格が異なる両部門を切り離して一層明確な投資環境を
提供し，それぞれに投資家を引き付ける狙いがある。ま
た，両部門の戦略的優先度に沿った資本構成を展開でき
る柔軟性，個別の企業として外部成長戦略を遂行する機
会の拡大を理由に挙げている。
新たなB&W社は新型化石燃料発電や再生可能エネ
ルギー発電用の技術機器を提供予定。これには様々な環
境制御製品，発電・産業用サービスが含まれており，プ
ロジェクト主導の事業が中心となる。会長兼CEOには
現B&W社のE・ファーランド社長兼CEOが就任する。

BWXT社の方は政府向けの原子力機器・燃料供給が専
門で，政府による複雑な施設の運営や環境復旧活動に技
術・管理，サイト関連のサービスも提供。政府とのコス
ト折半プログラムで進めている小型モジュール炉
（SMR）「mPower」の商業化や，商業用原子力産業向け
精密機器やサービスの供給も同社が行うことになる。会
長には現B&W社の J・フィー会長，社長兼CEOには
同事業部門のP・ベイカー社長が就任するとしている。

【英国】

AMEC社がルーマニアの低中レベ
ル処分場に助言提供

英国を本拠地とするエンジニアリング・プロジェクト
管理企業のAMEC社は 11 月 3日，ルーマニアの原子
力発電所から出る放射性廃棄物の処分場建設について，
同国の放射性廃棄物管理庁（ANDR）に技術的な助言を
提供する了解覚書に調印した。
経済省の下で使用済み燃料を含めた廃棄物の安全な貯
蔵と処分を担当するANDRは現在，同国唯一の原発で
あるチェルナボーダ発電所（70 万 kW級 CANDU炉 2
基）近郊のサリニーで低中レベル廃棄物の処分場
（DFDSMA）建設を計画中。同原発からの廃棄物を長期
的に管理し，国としての廃止措置戦略を策定する際に必
要な支援をAMEC社から得たい考えだ。
ルーマニアでは原発以外の，放射線の工業・医療・研
究利用から出る廃棄物をバイタ・ビホル低中レベル処分
場で 1980 年代半ばから貯蔵管理する一方，チェルナ
ボーダ原発からの使用済み燃料は 6年間貯蔵プール内
で冷却した後，敷地内の乾式中間貯蔵施設（DICA）で平
均 50年間の予定で貯蔵している。このような高レベル
廃棄物は最終的に深地層で回収不能処分する計画だが，
所内で使用した防護装備や樹脂，溶剤といった低中レベ
ル廃棄物はセメントと混合してキャニスターに封入。浅
地層のコンクリート製処分室に埋設する方針である。
チェルナボーダ原発を所有する国営原子力発電事業社

（SNN）は 1990 年代初頭，同国初の原子炉となった 1
号機が 97年に運開する前からDFDSMAのサイト選定
作業に参画。96 年までに 37 地点の候補地を特定した
後，97年にサリニーを最も好ましいサイトに選定した。
2004 年になると政府当局はこの分野の責任を引き継ぐ
国家機関として ANDRADを創設。後に原子力機関と
合併して ANDRとなる同機関は，08 年に規制当局で
ある原子力活動国家管理委員会（CNCAN）からサリニー
での部分的立地許可を取得し，サイト特性評価作業を実
施済みである。

75



News

（ 10 ） 日本原子力学会誌，Vol.57，No.2（2015）

【フランス】

EDF，フラマンビル 3号機の完成
を 2017 年に先送り

フランス国内で稼働中の原子炉 58基をすべて所有・
運転するフランス電力（EDF）は 11月 18 日，同国初の
欧州加圧水型炉（EPR）として建設中のフラマンビル原
子力発電所 3号機（163 万 kW）の完成を 1年遅延し，
2017 年になるとの建設スケジュールを発表した。スケ
ジュール改定の理由として EDFは，主契約者のアレバ
社が次のような問題点に直面していると説明。すなわ
ち，⑴圧力容器の上蓋や内部構造物といった特定機器の
納入の遅れ，⑵前例のない設計となる同機の機器に課さ
れた規制の実行が難しく，これがアレバ社と下請け企業
による一連の組み立て作業に適用されたこと――であ
る。
アレバ社はまた，蒸気発生器（SG）の溶接不良分析や
加圧器バルブの品質検査，圧力容器上蓋材料の冶金学的
詳細分析などについて進行状況を EDFに報告。EDFで
はこのような最新情報を下請け業者グループ全員で共有
した上で，建設スケジュールに統合している。

【ドイツ】

E・ON社，原子力など発電部門を
分社化へ

ドイツで 4基の原子炉を操業する E・ON社は 11 月
30 日，原子力を含めた発電部門を分社化し，風力・太
陽光といった再生可能エネルギーや，トルコと欧州市場
における配電網の性能向上事業に特化していくとの新戦
略を発表した。福島第一原発事故を契機にドイツ政府が
エネルギー政策を再生エネにシフトさせて以来，同社の
収益は悪化の一途を辿っていることから，異なる事業内
容と目的により 2つの企業に分離・独立させることが
従業員の雇用を保障する最良の方法だと説明している。
この新戦略は取締役会が提案したもので，同日に開催
された監査役会は満場一致でこれを承認。このほか，第
4四半期の減損費用が市場環境の変化に伴い 45億ユー
ロにのぼる見通しであることや，スペイン資産の売却に
より新会社の財政的な柔軟性が向上すること，イタリア
での負の投資活動を評価中であることなどを確認した。
新会社としてスピンオフするのは原子力や火力などの
発電事業に加えて，世界市場でのエネルギー取引，およ
び北海における石油・ガス探査と生産などだ。天然ガス
は特に，探査や生産，輸送，長期の販売契約，相当量の
貯蔵容量といった盤石な体制により，新会社は将来的に

も中心的な立場を維持していくとした。また，原子力を
含む発電資産の解体・処分も新会社のバランス・シート
で全面的にカバー。ライン＝ルール地域に本社を置い
て，約 2万人の従業員を雇用するとしている。
株式の大部分は公開する予定で，E・ON社は 2015
年にも法的手続きなどの準備作業を開始し，16年に新
会社としての設立を完了する計画である。

【ハンガリー】

パクシュ 2号機の運転認可が 20年
間延長

ハンガリーの国家原子力庁（HAEA）は 11 月 25 日，
同国唯一の原子力発電所であるパクシュ原発 2号機（50
万 kW）の運転期間を 2034 年末まで 20 年間延長する
ことを承認した。運転開始当初の認可が 30年間だった
ことから，同炉の運転期間は合計 50年になる計算だ。
出力 50万 kWのロシア型 PWR（VVER）4基が稼働
する同原発は国内の総発電量の 4割を供給するなど，
同国にとって重要な発電設備。1号機については事業者
である国営MVM社の申請を受けて，すでに 2012 年
12月にHAEAが20年間の運転期間延長を認めている。
今後は 16 年と 17 年にそれぞれ運転認可が切れる 3，
4号機についても，順次延長されていくと見られてい
る。
MVM社はまた，同原発のⅡ期工事として 2基増設
することも計画中。総工費の 8割にあたる 100 億ユー
ロをロシアからの低金利融資により建設することで，
2014 年 1 月にロシアとの政府間合意に達しており，
120 万 kW級のVVERが 2基，建設されることになっ
た。
ハンガリー議会は 2014 年 6 月末にこの融資協定を
承認済みで，HAEAもⅡ期工事のプロジェクト会社が
実施するサイト調査の範囲と方法を 11月 14日に許可。
最終的にこの調査の結果に基づいてサイト認可の申請が
行われることになる。

【チェコ】

国営電力がスロバキア電力の買収
意志を表明

チェコの国営電力会社（CEZ）は 11月 19 日，イタリ
ア電力公社（ENEL）が保有するスロバキア電力会社の株
式 66％を購入する意志があることを正式に表明した。
この計画は 10 年前からCEZ が検討を続けていたも
ので，同社はチェコとスロバキア両国の原子力と水力の
発電設備を統合することで，その運転と開発に相乗効果
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が生まれると期待。その一方で，スロバキア電力による
モホフチェ原子力発電所 3，4号機（47.1 万 kWのロシ
ア型 PWR2基）増設計画が遅延している点については，
「さらなる分析を実施し，遅れによる負債問題を解決す
る必要がある」と指摘している。
ENEL はイタリア政府が原子力の復活を検討していた
2005 年，原子力事業の自社ノウハウ強化を目的にスロ
バキア電力の株式を購入した。しかし，その後グループ
内の債務を削減する必要性が生じ，60億ユーロ相当の
資産売却計画を 2013 年から開始。2014 年 7月にはそ
の一環として，スロバキアとルーマニアで所有する資産
の売却プログラムを公表していた。
スロバキア電力の発電設備は原子力と水力，および石
炭火力合わせて 570 万 kWほどで，ENEL による保有
株式を除いた残りの 34％は同国政府が保有している。
モホフチェ 3，4号機計画の遅れは ENEL による株式売
却プログラムのネックとなっており，完成日程は当初予
定から 4年遅れの 2016 年と 17年になる模様。工期の
延長により生じた追加経費は少なくとも 8億ユーロに
達すると伝えられている。

【トルコ】

中国とWH社がトルコとの交渉開
始，　AP1000 など 4基建設へ

中国の国家核電技術公司（SNPTC）と東芝傘下のウェ
スチングハウス（WH）社は 11 月 24 日，両者がトルコ
の 3番目の原子力発電所建設サイトなどにWH社製
AP1000 技術に基づく原子炉 4基を建設する方向で，
同国の国営発電会社（EUAS）と独占交渉を開始すること
になったと発表した。これら三者間の協力覚書に調印し
たもの。中国はAP1000 技術をベースに開発した出力
140万 kW級の「CAP1400」で知的財産権を保有してお
り，将来的な輸出用の主力と位置付ける同設計を
AP1000 とともにトルコのイーネアダ原発用に提案す
る考えと見られている。
トルコは 2023 年までに 3地点で原子力発電所を建
設するという目標を掲げている。アックユ，シノップに
次ぐ 3番目の原発建設計画に関する交渉の開始で 2012
年 2月に中国政府と合意した際，A・ババジャン副首相
が北西部のボスポラス海峡を挟んだヨーロッパ側，クル
クラーリ県のイーネアダにおける計画に言及していた。
今回，三者が合意した協力は，原子炉の運転から燃料
供給，保守点検，エンジニアリング，発電所サービスお
よび廃止措置まで，原発のライフ・サイクルにおけるす
べての活動をカバーしている。中国では世界初の
AP1000 となる原子炉が浙江省・三門と山東省・海陽

で 2基ずつ建設中であることから，SNPTCの王炳華会
長は「WH社との協力で世界市場に進出し，中国の最新
技術や産業システム，サービスなどを世界の顧客に積極
的に提供していく重要な一歩だ」と指摘。受動的安全系
を備えた第 3世代の先進的原子炉技術の建設で両社が
培ってきた経験をトルコにもたらしたいとの抱負を述べ
た。
EUAS 幹部も今回の予備的合意を通じて，最も厳し
い安全基準に適合した最も競争力のある最新技術を国内
に導入したいとコメント。第 3地点での計画はトルコ
における電力供給要素の分散化とともに，地域へのエネ
ルギー供給強化という方針に合致している点を強調し
た。

【イラン】

ロシアと議定書調印し最大 8基新
設へ

ロシアの原子力総合企業ロスアトム社は 11月 11日，
イランのブシェール原子力発電所（100万 kWのロシア
型 PWR1基）に，Ⅱ期工事として新たに 2基を増設す
る契約を同国の事業者と結んだと発表した。同時に，既
存の政府間協力協定を補完するためにイラン原子力庁
（AEOI）と締結した議定書には，ブシェール原発サイト
にロシア型 PWRをさらに 2基，およびその他のサイ
トで 4基をターン・キー契約で建設する協力の可能性
を明記。これら 8基で使用する核燃料はロシアが供給
するとともに，使用済み燃料は再処理・貯蔵のために引
き取るとするなど，両国の協力が平和利用分野である点
を強調。国際社会が危惧する核兵器開発への転用疑惑を
払拭する形となっている。
ブシェール原発は 1974 年に独シーメンス社が 1号
機の建設を開始したが，5年後のイラン革命により同社
は撤退。92年 8月にロシアとイラン両国政府が結んだ
「イラン領土内における原子力発電所建設協力に関する
政府間協定」に基づいて，アトムストロイエクスポルト
（ASE）社が 95 年に完成工事計画を受注した。その後，
1号機は 2011 年 9月に送電を開始。2年間の試運転を
経て，2013 年 9月に正式にイラン側に引き渡されると
ともに営業運転の開始が宣言されていた。
同原発サイトでの後続原子炉増設は，1号機の完成以
前からイラン側が切望していたもので，これまでに実施
した交渉の結果，ロスアトム社傘下のNIAEP―ASE社
が 2基分の増設でイランの原子力発電開発会社（NPPD）
と契約を締結するに至った。
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原子力・航空機・鉄道の保守に
おけるヒューマンファクター

特集

原子力発電所の安全確保においては，設計・建設から運転，保守にまたがる多方面の努力
が必要であることは言うまでもない。保守作業では，機器の劣化の程度の判定や部品交換な
どにおいて多人数の保守要員が関与し良好な作業環境が確保できない場合もあるために，
ヒューマンエラーが発生し得る場面である。このため，現場の保守作業におけるヒューマン
ファクターについて，原子力発電所のみならず，航空機，鉄道などの異なった分野における
問題意識や取り組みを共有して考察し，継続的に作業改善を進めることは，今後とも原子力
発電所の保守作業のさらなる信頼性確保にとって極めて有益であると考えられる。
本特集では，専門家の方々にそれぞれの分野での取り組みを紹介していただく。まず，中
部電力㈱の釘本氏には，浜岡原子力発電所で実施されている安全文化醸成活動とヒューマン
エラー防止への取り組みを紹介いただく。次に，全日本空輸㈱の尾曲氏には，整備部門がリ
スクに強いプロ集団となるための，ヒューマンエラー防止の取り組みとコミュニケーション
豊かな組織風土醸成活動を紹介いただく。また，西日本旅客鉄道㈱の田仲氏には，約 40年
使用する鉄道車両の保守体系と車両保守の技術の現状と継承・向上をヒューマンファクター
の視点から紹介いただく。� （岡山大学・五福明夫）　

右上は JR西日本、中左は中部電力、右下はANA提供
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Ⅰ．安全文化醸成活動

安全文化には，原子力安全を守るためのシステム（品
質マネジメントシステム）が適切に構築され，組織の構
成員全員がその要求事項を守るというシステムの側面
と，組織のトップからボトムまで常に原子力安全を最優
先とし，たゆみない改善を求めているという組織風土の
側面がある。第Ⅰ章では，浜岡原子力発電所における安
全文化を醸成する主な活動について述べる。

1．CAP（Corrective Action Program）会合
CAP 会合は，業務の透明性向上のために，不適合情

報・運転情報・異常徴候になる前の段階の情報等につい
て発電所内で共有するとともに，不適合等クラスの分
類・ヒューマンエラー事象該当の有無・異常徴候検討会
開催要否等を決定する目的で，毎営業日の朝に開催して
いる。

CAP 会合の様子を第 1 図に示す。会合は，発電所幹
部で構成されているが，当社社員や協力会社社員も自由

浜岡原子力発電所における安全文化醸成活動と
ヒューマンエラー防止への取り組み

浜岡原子力発電所では，安全文化醸成活動を計画，実施，評価するための視点として，「コ
ンプライアンス」「コミュニケーション」「技術力」「士気・やる気」の 4 要素を設定しており，こ
の 4 つの要素について具体的な取り組みに展開しやすいように，目標とすべき安全文化の状態
を明確にした「安全文化が醸成されている状態」を設定し，これに近づけるよう活動を行ってい
る。また，ヒューマンエラー発生防止のための取り組みを行っており，これらの主な活動内容
について紹介する。

に傍聴・発言が可能である。
また，CAP 情報は第 2 図に示す発電所事務本館ロ

ビーに設置しているモニターや協力会社の食堂・作業員
休憩所に設置している同様のモニターで確認することが
でき，浜岡原子力発電所で働くすべての方々が同じ情報
をタイムリーに共有できる仕組みを構築している。

2．失敗に学ぶ回廊
浜岡原子力発電所で過去に経験した事故やトラブルか

ら学んだ教訓および蓄積してきたノウハウを風化させる
ことなく，技術伝承していくために，原子力研修セン
ター内に「失敗に学ぶ回廊」を設け，教育に活用してい
る。

失敗に学ぶ回廊は，第 3 図に示すとおり事故・トラ

HAMAOKA　Nuclear　Power　Station　“Safety　Culture”
and　“Prevention of Human Error”：Mitsuo　KUGIMOTO．
　（2014 年 10 月 22 日 受理）

中部電力（株）　　釘本　三男

第 1 図　CAP 会合の様子

第 2 図 　発電所事務本館ロビーへのモニター設置

第 3 図 　失敗に学ぶ回廊の全体配置図
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ブル概要を示すパネルや実物または模型を展示した「失
敗事例を学ぶ」ゾーンやその失敗事例の原因を学ぶ「失敗
事例の解説」ゾーンなど 6 ゾーンで構成されている。ま
た，事故・トラブルに対応した OB のメッセージコー
ナーを設けている。

第 4 図に，失敗に学ぶ回廊の A，B ゾーンを示す。
A ゾーンでは，発電所での失敗事例の実物模型を発生
状況・原因・対策，当時の新聞記事などと共に展示して
いる。B ゾーンでは，繰り返し発生している失敗事例の
原因・対策の変遷の解説を展示している。

また，失敗に学ぶ回廊の部屋の中央には，車座の間を
設けており，研修生が膝を突き合わせて語り合えるス
ペースを確保している。

第 5 図に，失敗に学ぶ回廊の C ～ F ゾーンを示す。
C ゾーンでは，施設の改良の変遷，発展経過など設計に
関する情報の展示 ，D ゾーンには，安全文化・情報公
開等，発電所の運用に関する情報の展示 ，E ゾーンに
は，品質管理，品質保証の成り立ちや規格・規則の歴史
などを展示 している。また，F ゾーンでは，地域の皆

様と発電所とのかかわり，歴史などを展示している。
3．技術史
浜岡原子力発電所 1 号機が，運転開始から 30 年を迎

えるにあたって，これまで培ってきた技術・知識・経験
を技術史として取りまとめた。

具体的には，発電所全体の主要な変遷を示す「共通年
表」，「個別年表」・技術シートにより構成され，技術力
の維持・継承に努めている。

技術史の内容については，第 6 図に示すイントラネッ
トで閲覧できるとともに，毎朝開催される情報連絡会の
場で「今日は何の日」として過去のトラブルの内容・原因
と対策および教訓を担当部署から紹介し，風化防止に努
めている。

Ⅱ．ヒューマンエラー防止への取り組み

1．ABC 活動
ABC 活動とは，「A：あたりまえのことを」「B：ぼん

やりせず（馬鹿にせず）」「C：ちゃんとやる」ことで，日
常業務や定期点検工事における“うっかりミス”，“確
認・検討不足”が原因の不適合発生を防止するための活
動のことである。

具体的には，第 7 図に示す「ヒューマンエラー速報の
発行」や「ヒューマンエラー対策シートの発行」「ヒヤリ

第 4 図 　失敗に学ぶ回廊 A，B ゾーン
第 6 図 　技術史のイントラネットへの掲載

第 5 図 　失敗に学ぶ回廊 C ～ F ゾーン

第 7 図 　ヒューマンエラー速報（例）

a） TBM とは､ 職長を中心にして，その日の作業の内容や方
法・段取り・問題点について短時間で話し合ったり，指示
伝達を行うもの。
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ハットレポートの発行」「TBM（Tool Box Meeting）a）へ
の一斉参加」の他，ヒューマンエラー防止に向けた「のぼ
り」の設置等の活動を行っている。

ヒューマンエラー速報には，件名・発生日・発生内
容・注意喚起のメッセージなどの情報を発生の都度作成
し，イントラネットへ掲載して注意喚起を図っている。

また，原因と対策が明確になった時点で，ヒューマン
エラー対策シートを作成し，イントラネットへ掲載し再
発防止に向けた注意喚起を行っている。また，四半期に
一度の頻度で開催している ABC 活動推進連絡会の場に
おいても紹介し，ヒューマンエラー防止に努めている。

ヒヤリハット事例については，協力会社を含め年 2 回
定期募集を行った上で，ヒヤリハットレポートを作成し
ており，TBM・KY（危険予知）へ活用している。

第 8 図に示すのぼりは，ヒューマンエラーの原因分
析に基づき，管理職による指導徹底や職場内での声掛け
を目的として作成しており，事務本館各フロアーや中央
制御室入口等に設置している。

2．JIT 情報の活用
JIT とは「Just in time」の略であり，作業に適した情

報を作業前に提供し，ヒューマンエラー防止や手順に対
する意識を高めることで高品質を達成するためのツール
の一つである。

作業前のブリーフィングや，各部署で実施している朝
のミーティング等で，過去の運転経験を元にした留意点
やヒューマンエラーに関する情報，ヒヤリハット情報を
共有する。これにより，注意すべき事項をより明確に把
握することで不適合発生の防止を図ったり，運転経験を
確実に伝承させていくことで，組織の技術力向上に努め
ている。

JIT 情報は，第 9 図に示すイントラネットにより協力
会社を含め，閲覧することができる。

また，第 10 図に示すとおり，作業計画・作業準備・
機器点検といった作業プロセス毎，および機械・計測制
御・電気等の職種毎のマトリクスをつくり，作業前等に
必要な情報を取り出しやすいように格納し，検索性の向
上を図っている。

これらの情報を有効に活用することにより，ヒューマ
ンパフォーマンスの向上に寄与するものと期待してい
る。

Ⅲ．おわりに

安全文化は，自己満足した瞬間から綻びはじめると言
われている。今後も，安全文化醸成活動およびヒューマ
ンエラー防止活動の有効性評価を行い，継続的な改善を
図ることにより，ヒューマンエラー防止に取り組んでい
く。

釘本　三男（くぎもと・みつお）
中部電力㈱

（専門分野/関心分野）品質保証，安全文化
醸成活動，不適合管理

著 者 紹 介  

第 8 図 　ヒューマンエラー防止「のぼり」

第 10 図　JIT 情報の格納区分

第 9 図 　JIT 情報画面
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Ⅰ．はじめに

近年，航空機の進歩により航空機事故の主要因は，機
械的要因が減少し，人的要因が増え約 80％がヒューマ
ンエラーだと言われている。本稿では，e .TEAM　
ANA で取り組んでいるヒューマンエラー防止の取り組
みと，ヒューマンエラー防止策の一つであるコミュニ
ケーション活性化に向けた取り組みについて紹介する。

1．e.TEAM ANA について
（１）　航空機の整備
航空機の整備には，第 1 図のように，機体そのもの

を整備する機体整備と，機体から取り卸したエンジンを
工場に入れて分解・詳細点検を行う原動機整備と，機体
から取り卸した装備品をショップに入れて修理や改修を
行う装備品整備がある。また機体整備は，日常的な運航
の合間に目視点検や不具合修復を行うライン整備と，格
納庫に入れて本格的な整備を行うドック整備に分類され

ANA グループ整備部門（e.TEAM ANA）における
ヒューマンエラー防止と

コミュニケーション活性化への取り組み

航空機事故の主要因並びに間接要因を調べていくと，最近では約 8 割がヒューマンエラーだ
と言われている。e.TEAM ANA では，従来のヒューマンエラー防止策に加え，コミュニケー
ションツールであるアサーションを活用した e.ASSERTION を展開し，「仕事の質を高める」
と共に「コミュニケーション豊かな組織風土・文化」を育て，結果として「リスクに強いプロ集
団」に成ることを目指し，更なるヒューマンエラーの防止に取り組んでいる。

る。
（２）　e.TEAM ANA
ANA 整備センターには整備をサポートする管理部門

とそれぞれの整備を実施している現業部門がある。ま
た，整備センターの現業部門と一緒にライン整備，ドッ
ク整備，原動機整備，装備品整備，及び整備サポートを
実施している 6 つのグループ会社がある。この整備セン
ターとグループ会社の集合体を，我々はエンジニアリン
グ部門の TEAM だという意味で e.TEAM ANA と呼ん
でいる。また整備の仲間として皆でいいチームを作って
いこうという意味合いも込めてそう呼んでいる。第 2 図
に ANA 整備センターと e.TEAM ANA の関係を示す。

2．e.TEAM ANA と認定事業場
航空機の整備を行う場合，「国に代わり航空機の耐空

性を確認」できる「認定事業場」という資格が必要となる
が，e.TEAM ANA では個々のグループ会社で個別に取
得するのではなく，共同事業体として一つの認定事業場
を取得している。これにより，第 3 図に示すように，

Prevention of Human Error in ANA Group Maintenance 
Departments and e. ASSERTION：Yasuyuki OMAGARI.
　（2014 年 10 月 22 日 受理）

全日本空輸㈱・総合安全推進会議　尾曲 靖之

第 1 図　航空機の整備

第 2 図　ANA 整備センターと e.TEAM ANA
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業務ルールの統一化による「品質管理体制の統一」，
ANA が代表企業になることで品質保証上の「社会的責
任の明確化」，及び受委託で発生する関連業務の削除に
より「効率的な業務体制」を実現している。

Ⅱ．ヒューマンエラー防止の取り組み

1．全体的取り組み
e.TEAM ANA のヒューマンファクターズへの全体取

り組を第 4 図示す。
e.TEAM ANA の整備士は，キャリアに応じてエラー

コントロールの手法を学び，実践することでヒューマン
エラーの発生を出来るだけ抑制している。

不具合事象が発生した場合は，事象ごとに分析して類
似事象の再発防止に役立てる「イベント分析」を行い，

「個別対策」を実施している。
また，一定期間ごとにトレンド分析を行い，不具合傾

向への対策として，整備の仕組み（教育・訓練含む）及び
航空機・エンジンの設計の問題点を抽出し，改善の
フィードバックを行っている。

2．ヒューマンファクターズ教育
（１）　教育体系
整備士のキャリアに応じて受講する教育・訓練を第 5

図に示す。

第 3 図　e.TEAM ANA と認定事業場

第 4 図　 e.TEAM ANA のヒューマンファクターズへの全体的
取り組み

第 5 図　ヒューマンファクターズ教育

第 6 図　エラーコントロールの実践法

入社時に e.TEAM ANA の整備士は全員，「ヒューマ
ンファクターズ入門コース」と「ベーシックマナー訓練」
を受講する。ベーシックマナーは，整備士が技能を学ん
でいく過程において身に付けていかなければならないも
ので，過去の失敗の教訓がベースとなっている。

次に整備士として自立するためのG2資格取得前に「基
礎コース」を受講する。その後は 2 年毎に「定期コース」
を受講し知識のリフレッシュを図る。

管理職になると，イベント分析の手法を学ぶための
「ステップアップコース」を受講する。また管理部門に異
動になったスタッフは，「スタッフコース」を受講し，ス
タッフ業務におけるヒューマンファクターズを受講す
る。
（２）　エラーコントロールの実践法
ANA のヒュ－マンファクターズ教育では，「人間が

起こすエラーはゼロにすることはできない」という前提
に立っている。そして，第 6 図に具体的な項目を示す
ように，エラーを抑制・削減する「エラーレジスタンス」
と，エラーが発生しても影響を最小限にする「エラート
レランス」という２つの実践法を教えている。

3．取り組みの具体例
下記に「エラートレランス」の具体例を 2 つ示す。
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（１）　セルフインスペクション―具体例①
整備作業を行う際，e.TEAM ANA では，整備担当者

が確かめながら品質を作り込み，完了時には第三者では
なく，自ら作業を見直し確認作業も行う「セルフインス
ペクション」という原則をとっている。第 7 図にその概
要を示す。セルフインスペクションの理由は，本人だけ
で行うほうが，「自分の仕事」という自覚が高まり，結果
としてチェックの精度も高まるからである。

また，過去に自社及び他社で発生した作業品質不具合
の中から，特に整備作業上注意しなければならない確か
めと見直しのポイントを，作業基準上に明示し注意喚起
を行っている。
（２）　コールアウトチェックリスト―具体例②
コールアウトチェックリストは，第 8 図に例を示す

ように，ライン整備を担当する整備士が常に携帯してお
り，自分が実施した整備作業が確実に実施されたこと
を，このリストを用いその場で自ら確認し，ヒューマン
エラーの影響を最小限にとどめることに役立てている。

Ⅲ．コミュニケーション活性化への取り組み

1．最近の不具合の傾向と分析
最近の作業品質不具合の発生要因を分析すると，作業

者自身に起因しているものが近年増加しており，2012
年度は約 80％となっている。またその内訳をみると，
一番多いのが「思い込み」で，次に「手順の省略」，「失念」

と続いている。

2．e.ASSERTION
作業品質不具合の分析において，一緒に作業する者が

「気づき」等一言声を掛けていれば防げたエラーも多かっ
たことや，相互理解を深める観点から，第 9 図に示す

「声に出す。感謝する。プロだから」を実行していく
e.ASSERTION という取り組みを e.TEAM ANA 全体
でこの 4 月からスタートさせた。

アサーションは，辞書には「断言，断定，主張」と強め
の表現で定義されているが，e.ASSERTION ではアサー
ションを「発展的/協調的に意見，指摘すること」と定義
した。
（１）　アサーションとは
アサーションは，適切に自己主張するためのコミュニ

ケーションスキルとして，米国で自己主張を苦手とする
人のカウンセリング手法として生まれた。

ANA では，1987 年から運航乗務員の訓練に取り入ら
れており，
・ 「運航乗務員は，手順の逸脱やその恐れを感じた場合，

および他の運航乗務員の行動に疑問を感じた場合は，
躊躇なくアサーションする」

・ 「機長はアサーションを容易にする適切な権威勾配の
形成と環境を設定し，アサーションには謙虚，かつ真
摯に対応する」
として，運航時の乗員相互の良好なコミュニケーショ

ンの確保と，それによるヒューマンエラー発生要因の排
除に役立てている。
（２）　整備部門における権威勾配
アサーションを導入するにあたって，第 10 図に示す

それぞれの権威勾配で，適切な権威勾配の形成と環境設
定を行う必要があることから，権威勾配の上位者が意識
してアサーションし易い環境設定を率先して行う取り組
みを始めることにした。
（３）　e.ASSERTION の実践サイクル
具体的には，次の 3 項目を徹底することにした。
① 権威勾配の上位者が作業開始前のブリーフィング時

や作業終了時等に，必ずアサーションをお願いす
る。

第 7 図　セルフインスペクションの概要

第 8 図　コールアウトチェックリスト

第 9 図　コミュニケーション活性化に向けた取り組み
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② 権威勾配の下位者は，作業を実施するにあたって疑
問や不安に感じていること，及び確認したいことな
ど躊躇なくアサーションする。

③ 上位者は，アサーションしてくれたことに感謝し，
アサーションには謙虚にかつ真摯に対応する。

この実践サイクルを，e.TEAM ANA の一人ひとりが
実務を通じ，プロフェッショナルの実務として愚直にま
わしていくことにした。
（４）　e.ASSERTION の目的
e.ASSERTION の目的は，第 11 図に示すようにア

サーションにより「思い込み」，「手順の省略」，「失念」
等，ヒューマンエラーの発生要因を排除できることから

①「仕事の質を高める」と共に
また適切な権威勾配が形成されることから
② 「コミュニケーション豊かな組織風土・文化」を育て
その結果として
③「リスクに強いプロ集団」を創り上げる。
ことを目的にしている。e.ASSERTION の実践によ

り，個々人の仕事の質を高め，リスクに強いプロ集団と
なることを狙っている。
（５）　e.ASSERTION の推進にあたり
取り組むにあたっては，e.TEAM ANA 全職員の理解

を深めるために助走期間を約半年間設け，
① 各社のトップが率先して e.ASSERTION に関する

ダイレクトトークを各職員に対し実施した。

② 各会社，各職場の置かれた環境は異なるため，それ
ぞれの状況に応じた取り組みを検討し，また導入に
あたってのパンフレットを作成した。

その結果，第 12 図のように，各会社，各職場で面白
いアイデアがいろいろ出され，この 4 月から全職員の正
しい理解のもと，e.ASSERTION が順調にスタートし
た。また，e.ASSERTION ホームページ開設や，表彰等
も行い，形骸化させない取り組みも併せて実施してい
る。
（６）　 ANA グループオペレーション部門への展開 

―G.ASSERTION
e.ASSERTION の取り組みが，面白いということで，

今年度の 8 月から，職種や職場も異なる ANA グループ
の全オペレーション部門においても同様な活動をスター
トさせた。第 13 図のように，グループ全体で取り組む
ことから G.ASSERTION と命名し現在取り組んでいる。

Ⅳ．おわりに

e.ASSERTION は，単なる「気づきを声に出す声掛け
運動」ではなく，「コミュニケーションしやすい，風通し
の良い職場を作っていくこと」であることを理解しても
らうのにかなりの時間を掛けたが，この導入に時間を掛
けたことが，導入スタートの成功につながったと考えて

第 10 図　整備部門の権威勾配

第 11 図　e.ASSERTION の目的

第 12 図　e.ASSERTION の推進諸施策

第 13 図　オペレーション部門全体での取り組み
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いる。しかし，導入して約半年，各会社や職場での浸透
度合いにはバラツキが生じており，解決に向けた取り組
みが必要である。

また G.ASSERTION においてもようやくオペレー
ション部門の各会社，職場で取り組みが緒についた状況
であるが，整備部門で先行して取り組んでいたこともあ
り「アサーション」と言う言葉はしっかり浸透して来てい
る。しかし，全職員が G.ASSERTION の目的を正しく
理解するまでには未だ至っていないため，こちらも更な
る浸透に向けた取り組みが必要である。

これらの取り組みをしっかり定着させるためにも，引
き続き各職場の知恵と工夫で「面白楽しく」が感じられる
諸施策が展開されることが重要であると考える。

－　参 考 文 献　－
1） 全日空整備センター　品質保証室編：ヒューマン・ファク

ターズ訓練　基礎コース ,（全日本空輸㈱整備センター品質保
証室，2014）.

2） 全日空整備センター　品質保証室編：ヒューマン・ファク
ターズ訓練　ステップアップコース ,（全日本空輸㈱整備セン
ター品質保証室，2014）.
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（専門分野/関心分野）航空安全と
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Ⅰ．はじめに

西日本旅客鉄道㈱（JR 西日本）では約 6,500両の車両
（第 1 表）を用い日々安全・快適な輸送サービスの提供
に努めている。車両の品質はお客様の安全に直結するだ
けでなくサービスレベルや企業イメージを大きく左右す
るため，その維持・向上は鉄道事業者にとって常に大変
重要な課題となっている。

40 年以上もの長い期間使用する場合もある車両の品
質は，計画，設計段階から廃車までのライフサイクルを
通じた品質管理の取り組みによってはじめて確保される
ものであるが，その中でも日常の検査，修繕，清掃など
保守作業の占める比重は非常に高く，また，保守を通じ
て得られる情報がライフサイクル全体の考え方を大きく
左右している。

本稿では，これまで故障防止対策という視点で語られ
ることが多かった鉄道車両の保守について，ヒューマン
ファクターの側面から振り返りを行うとともに，安全管
理や品質管理に対するマネジメントのあり方について考
察することとしたい。

鉄道車両の保守とヒューマンファクター

鉄道車両の保守には大勢の係員が関わっており，ヒューマンエラーによるトラブルの防止は
現場管理上の重要な課題として様々な対策の工夫がなされてきている。本稿ではヒューマン
ファクターの観点からこれまでの取り組みを振り返り，ヒューマンエラー対策だけでなく
ヒューマンファクターを前向きに活用することや，全社的な安全管理，品質管理マネジメント
の一環として現場の問題を考えることの必要性について述べる。

Ⅱ．鉄道車両のライフサイクル

1．維持管理の基本的考え方
（１）　定期検査
鉄道車両の基本的な安全は国土交通省令に定められた

技術基準に基づく構造と定期検査によって確保されてい
る。定期検査は第 2 表に示す通りこまめな外観検査か
ら解体して行うオーバーホールまで段階的に定められて
おり，各々第 3 表に示す通りの周期を超えないように
実施される。
（２）　更新修繕
定期検査やそれに伴う修繕だけでは対処できない老朽

化，陳腐化への対処と，機能やサービスの向上のため，

Maintenance of Rolling Stock based on Human Factors：
Fumio TANAKA.
　（2014 年 10 月 22 日　受理）

西日本旅客鉄道㈱　田仲 文郎

第 1 表 　JR西日本の車両保有数

第 2 表 　定期検査の種類

第 3 表 　定期検査の周期
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車両寿命の中間において，大規模な更新修繕や改造が計
画される場合が多い。これらは多くの場合，全般検査と
呼ばれるオーバーホールの際に併せて実施される。第 1
図に電車の場合の計画例を示す。

2．ライフサイクルを通じた品質管理
（１）　車両投入計画
車両の新造は，多大な投資につながるだけでなく輸送

や営業面での施策展開と密接に関連し，また，地上側設
備との整合や保守体制のあり方にも関連するので重要な
経営判断となる。単なる老朽取替ではなく，安全性向
上，サービスアップやランニングコストの削減を可能と
する様々なアイデアを実現すべく，その仕様や要求品質
が議論される。
（２）　設 計
鉄道車両は，既製品としてではなく鉄道事業者それぞ

れ独自の仕様に基づいて生産されるため，設計にも細部
までユーザー側技術者の思想が色濃く反映されることが
特徴である。性能や機能だけでなく保守性に関しても，
過去の経験や事故防止対策，現場のニーズなどを踏まえ
たきめこまかな配慮がなされ，保守係員や乗務員の
ヒューマンエラー対策も盛り込まれる。

また，鉄道の世界においても昨今の技術の進歩は著し
く，新素材やマイクロエレクトロニクス，パワーエレク
トロニクスなどの恩恵によるメンテナンスフリー化や軽
量化，省エネ化，高機能化が進んでいるが，一方でブ
ラックボックス化・ソフトウエア化された機器への対応
や電子機器などの製品寿命の短さなど新たな課題も顕在
化しつつある。
（３）　導入・運用
新車の導入に当たっては自社線路での試運転，受け取

り検査は当然であるが，新たな車種に対する技術的知見
を十分獲得するため，様々な条件での性能試験を入念に
行うこととしている。また，保守サイドでも納得いくま
での確認走行試験を行い，自職場独自の故障や事故の防
止対策工事を施したのち本使用となる。併せて説明書の
作成，図面の整備，乗務員への訓練や教育，車両への備

品類の搭載，検査設備やシステムの対応，検査基準の制
定，部品や予備品の準備など，多くの準備業務を経ての
新車導入となる。
（４）　保 守
車両の検査や修繕，調整，清掃などは規定に定められ

た内容に基づき正確に実施するのが基本であるが，現実
の車両状態は必ずしも事前に想定した範囲内に収まるも
のではなく，想定外の故障や劣化，破損，不具合などが
生じるのが普通である。また，社会の変化に伴うお客様
の要求水準のレベルアップも当然生じてくる。正しい検
査，作業が実施されることと加え，想定外の事象を早期
に発見したりその予兆を見抜き，適切な対処を迅速に行
うことは，保守係員としての大きな使命である。また，
そのようにして日々得られる現場最前線の情報を適切に
フィードバックすることも同様に重要な任務である。保
守のコストはイニシャルコストを上回る車両のライフサ
イクルコスト中最大の要因であり，その効率的な実施は
重要な経営課題であるが，安全確保や故障防止のための
機動的な対策費の手当ても疎かにしてはならない。
（５）　改 造
前述のとおり車両の長いライフサイクルの中で更新修

繕や改造は避けられない重要な節目となっている。しか
しその実施にはメーカーだけでなくユーザーも合わせた
総合的な技術力，特に保守に伴う知見が不可欠であり，
工事内容も新製とはまた違った難しさを孕んでいる。狭
隘な場所での通常触らない部位への複雑な工事などは
ヒューマンエラーの可能性も通常作業とは比べ物になら
ないくらい高く，ハイレベルな計画，管理が要求され
る。
（６）　廃 車
高価な車両はできる限り長期間使用すべきものである

が，陳腐化，老朽化，保守コストの増加などとの兼ね合
い，また会社としての投資の平準化を十分考慮し取替計
画を策定する必要がある。また単なる老朽取替に終わら
せず充実した施策に結びつけるべきであるのは前述の通
りである。廃車に際しては，頑丈なステンレス車体の解
体方法や産業廃棄物の適切な処理，リサイクルの促進な
ど，それ自体にも様々な課題が存在している。

Ⅲ．保守におけるヒューマンファクター

1．いわゆるヒューマンエラー対策
当社の保守現場は第 2 図に示す通り総合車両所と呼

ばれるオーバーホールまで実施できる工場を核に構成さ
れており，日常の点検は多くの車両基地で昼夜行われて
いる。

保守関係者は当社とパートナー会社合わせて 4,000 人
を超え，更に関連メーカーや部外委託先等を含めると大
変な数の人達が関わっており，当然，ヒューマンエラー
的な事象の発生とは無縁ではいられないのが実態であ

第 1 図 　車両更新計画の一例
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る。車両自体が長年の歴史の中でメンテナンスフリー化
やヒューマンエラー対策を施されていることや，検査設
備の改良，作業環境やチェック体制の工夫など過去の失
敗への対策の積み重ねにより極端に減少しているが，特
に臨時作業などに関連した伝達ミス，確認モレ，手順間
違いなどに起因する事象はなかなか根絶には至っていな
い。また，ネジの締め付け不良などのように，ヒューマ
ンエラー的要素と技量不足などの複合的な事象も見られ
る。以下にこれまで現場を中心に実施してきた主な対策
について列挙する。
（１）　ハード対策
保守現場において社員のヒューマンエラーが労働災害

に繋がりかねないようなリスクが発見された場合はハー
ド対策をとることを基本としている。万一それが不可能
な場合は残留リスクとして管理し，ソフト対策を講じる
とともに注意喚起を行う。お客様の危険に繋がりかねな
いリスクも同様にハード対策を第一とし，「ボルトの数
自体を減らす」「配線をコネクタ化する」「取り違えやすい
部品を同一形状に統一する」「コックを復位しないと蓋が
閉まらなくする」など車両構造や検査環境の改善に努め
てきた。
（２）　教 育
精神論でヒューマンエラーが防げるものではないが，

列車の運行は（場合によっては一列車千人以上もの）多く
のお客様の尊い命をお預かりしているのであり，車両保
守においても一つ一つの作業の正確さが人命に直結する
のだという自覚を徹底することは絶対必要である。ま
た，正しい身のこなし，安全を確保しているしくみ，技
術的知識などの基本を確実に身につけさせることもプロ
にふさわしいレベルのパフォーマンスを発揮させるため
には不可欠である。教育効果をあげるためには単調な座
学だけでなく，血の通ったコミュニケーションの中で過
去の実例などを交え，反復して指導を行っていく必要が
ある。チェックリストや指差確認喚呼，ダブルチェッ
ク，復唱，確認会話などの有効な方策も，習慣として確
実に身につけなければ実効は発揮できない。また，教育

の前提として適切な教材やマニュアル，教育プログラム
の整備が欠かせない。
（３）　見える化
要注意作業，要注意箇所への注意喚起表示を徹底する

ことや，工具置き忘れ防止のための姿見管理，セット材
料化による取付忘れ防止，作業未完表示，移動禁止表示
など，視覚に訴える様々な失念防止対策が有効である。
その前提として整理整頓された作業環境が必要となる。
（４）　全員参加による品質管理
不具合事象を発生させたり発見した場合は安全報告を

行うこととし，その内容については非懲戒としている。
ほんの些細な失敗でも報告して真剣に対策を検討するこ
とが大きなトラブルを防ぐことにつながると確信してい
るが，隠さずに報告させるためには職場内の信頼関係が
不可欠であり，管理サイドの責任が重大である。また，
対策についても現場作業者を参画させることにより実態
に即した対策の立案が可能であり，参画したこと自体も
作業者の意識を高める大きな効果をもたらしている。更
に事象の真の原因が明確になりにくい場合は M-SHELL
モデルによる多面的分析を行い，背後要因を管理の課題
まで掘り下げ，対策を行うこととしている。（第 3,4 図）

2．ヒューマンファクターの前向きな活用
現場におけるヒューマンエラーの防止という視点に立

てば，前述のような対策を根気よく徹底しながらヒュー

第 2 図 　車両保守拠点の配置

第 3 図 　多面的分析１

第 4 図 　多面的分析２
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田仲文郎（たなか・ふみお）
西日本旅客鉄道㈱　鉄道本部技術開発部
長

（専門分野/関心分野）鉄道車両の保守/鉄
道の安全性向上

著 者 紹 介  

第 6 図 　リスク見積もりの事例

第 5 図 　リスクアセスメントの基本的手順

第 7 図 　検修リスクマネジメント

マンエラーをなるべく抑え込み，また重大な事故につな
がらないように管理し続けるしかないというのが現実で
あろうかと思われるが，現実に鉄道車両の品質管理に強
く求められているのは高機能化，複雑化した車両におい
て突発的に発生し，お客様にご迷惑をおかけする不具合
の根絶である。そのために最も求められるのがマニュア
ルにも載っていない未経験の不具合の予兆の発見であ
り，また，それへの対処策の迅速な検討である。それを
可能とするのは保守係員の経験に基づく感性や洞察力，
創造力であり，これらもまさにヒューマンファクターの
重要な側面ではないかと考えている。

現在当社ではそのような感性を磨くための取り組みと
して全員参加のリスクアセスメントを展開するとともに

作業前に KRM（検修リスクマネジメント）と称する小
ミーティングを実施している。その概要を第 5 ～ 7 図
に示す。

ヒューマンファクターの良い側面を発揮させるために
は社員のやりがいや充実感，チームワークなども不可欠
であり，自ら研究や工夫を行った成果を発表できる業務
研究発表会や安全活動発表会，改善・提案制度などへの
参加を慫慂している。また，現場の意見を本社の技術基
準や車両設計に反映することも大きな満足感につなが
る。さらに乗務員など他職場の社員との交流や意見交
換，共同での問題解決なども意識を高め，視野を広げる
非常に良い機会となる。

Ⅳ．更なる品質向上を目指して

現場作業者のヒューマンエラーは確かに品質阻害要素
とはなるが，その対処は現場だけの課題としてではなく
全社的なマネジメントの一環として位置付けることが必
要ではないだろうか。そもそも車両品質の確保はそのラ
イフサイクルにわたる管理によって成し遂げられるもの
であり，それに係わる個別の部署の有機的な連携なくし
て成立し得ないものである。現場の社員の地道な取り組
みを支え，その力を最大限発揮させるためには，彼らの
活力を引き出し，能力をフルに発揮させる動機づけを，
経営レベルの課題として実行していかなければならな
い。

もとより鉄道はハードウエアとしての鉄道システムだ
けでなく，その運営に係わる経営層，技術層，実行層，
つまり会社全体が人・技術システムとして適正に機能し
て始めて安全や品質が担保されるものである。もちろん
経営者や技術者も人であるからヒューマンファクターに
よって誤った判断をすることもあるが，組織全体が正し
く機能していれば必要な修正が行われリスクの顕在化は
防げるはずである。そういう意味では現場実行層も経営
者も等しくヒューマンファクターの支配を受けているこ
とに謙虚になり，それを念頭に置いたマネジメント，経
営を心掛けることが重要であると考える。
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Ⅰ．はじめに（国の廃炉プロジェクトの
中の一つとして出発）

東京電力福島第一原子力発電所（1F）の廃炉に向けて
国と東京電力は技術的検討を進めてきた。この中で溶融
した炉心燃料中の核物質量の測定技術が開発課題として
指摘され，これを踏まえて 2012 年 4 月「燃料デブリの計
量管理方策の構築」プロジェクトが設けられた。

筆者はこのプロジェクトに 2012 年 8 月から参加して
きたところであり，その実施にかかる方針と現在の状況
について報告する。

Ⅱ．炉心燃料の計量管理（法に基づく計
量管理と国際協定に基づく核物質
在庫量の申告）

事故前の炉心燃料の計量管理は，燃料集合体が製造さ
れた時点の核燃料物質量を基に照射履歴から核物質量を
計算し，燃料集合体一体を一単位としてウラン量および
プルトニウム量を核物質の形状，保管場所等の情報と共
に記録することにより実施していた。この記録を原子力
施設者は法に基づき国に報告し，国は日 IAEA 保障措
置協定に基づき IAEA に申告していた。しかし事故に
より 1F の炉心燃料は溶融し，集合体の形を維持してい
ないことが想定されることから，一集合体を一単位とし
た計量管理の実施が困難と考えられ，これに替わる手法
を構築することが必要とされている。

Ⅲ．計量管理の役割（時代と共に変化し
てきた役割）

原子力施設者は，元々保有する核物質の財産管理や安

福島第一原子力発電所の燃料デブリの
計量管理手法の検討状況

福島第一原子力発電所の溶融した炉心燃料は 2020 年頃から取り出す計画である。この取り
出した燃料デブリの計量管理手法については，廃炉に関する研究開発プロジェクトの一つとし
て日本原子力研究開発機構と東京電力が中心となり検討を進めている。この現状について報告
する。

全管理などを目的として計量管理を実施していたが，お
およそ 1990 年代を境に日本では，財産管理や安全管理
に必要な情報と計量管理に求められる情報に乖離が生
じ，施設者にとっては財産管理や安全管理などの目的の
ために計量管理から得られる情報の必要性が低下してき
た。更に同時期に日本においては，保障措置上重要な物
質であるプルトニウムの利用が本格化し，財産管理や安
全管理では要求されないような極めて高い精度の計量管
理が求められるようになったこと，また，それまでいろ
いろ議論されていた IAEA 保障措置査察の技術的基準
が確立し，施設者に求める情報が明確になってきたこと
が乖離を大きくした主な原因である。

一方 1970 年代に出来た包括的保障措置協定に基づく
IAEA の保障措置制度は，国が IAEA に要請して，核
物質が平和利用目的以外に転用されていないことを証明
してもらう制度であるが，出来るだけ平和目的の原子力
活動を阻害しないように実施することを基本的な考えと
しており，このため原子力施設者が通常行う核物質の計
量管理を利用して実施するように設計された。

こうした歴史的経緯から現在では，計量管理の主な目
的は保障措置と考えられるようになってきている。しか
し現在でも計量管理は基本的に施設者が自らの必要性に
応じて実施するものであり，IAEA 保障措置はこれを最
大限利用するとの位置付けに変わりはなく，また在庫管
理は計量管理が基本であることにも変わりはない。

Ⅳ．IAEA保障措置との関係（査察手法
と計量管理手法の関係）

IAEA 保障措置は，国が IAEA に対して申告した核
物質在庫量の妥当性を IAEA が評価すると共に査察な
どにより実際に施設において核物質を確認する制度であ
る。

査察は，転用を検知できる能力を持った技術により不

The Status of R&D on Material Accountancy of Fuel Debris at 
Fukushima Daiichi Nuclear Power Station：Keiichiro HORI.
　（2014 年 10 月 6 日　受理）

解説

日本原子力研究開発機構　堀　啓一郎
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転用を確認することであるが，原子力施設の大型化に伴
い核物質取扱量が増加し，核物質をバルク状で取り扱う
施設の査察は，施設における核物質取り扱い工程の複雑
さと核物質量の測定限界から，高度な技術と多様な情報
が必要となるようになってきた。これは言い換えると，
査察の実施のために，施設者に高い精度の情報や多様な
情報を求めるようになり，結果として査察実施のための
コストの上昇と施設者に高度な計量管理の実施等を要求
することとなった。

このため平和利用の原子力活動を阻害しない合理的な
計量管理と査察で信頼性の高い保障措置結論（核物質の
平和利用目的以外への転用の兆候の有無に関する各年毎
の結論）を得る方法が従来から検討されてきている。こ
うしたことから査察や計量管理に要求される技術的要件
も少しずつ変化してきている。

この変化を理解した上で，査察手法に対してバランス
の取れた計量管理手法を構築することが，結果として施
設運転を円滑にするために重要であり，燃料デブリの計
量管理手法の構築も同様である。

ただしプルトニウムと高濃縮ウランは，保障措置上で
直接利用物質に分類され，技術的に高い能力を持つ保障
措置手法，査察手法が適用されるので，この点を踏まえ
て計量管理を検討することが重要となる。

Ⅴ．過去の炉心燃料事故における核物
質の管理（類似事例から明らかに
なったこと）

炉心燃料事故で核物質の計量管理が困難となったケー
スとして，米国スリーマイル島原子力発電所の事故

（TMI-2），旧ソ連チェルノブイリ原子力発電所の事故
（ChNPP），それにハンガリーのパクシュ原子力発電所
（Paks）の事故がある。ただしそれぞれ福島のケースと
は異なる点がある。TMI-2 事故については，米国には
IAEA 保障措置が適用されておらず，そのため IAEA
に対して核物質量の申告の必要がなかった。ChNPP 事
故については，事故時は旧ソ連であり TMI-2 と同様に
IAEA の保障措置が適用されていなかったが，事故後ソ
連が解体しウクライナとなり，IAEA の保障措置が適用
されることとなった。このため IAEA 保障措置の適用
開始に際して必要となる開始時点の核物質量申告（冒頭
報告）が ChNPP については確定していないと考えられ
る。またパクシュ原子力発電所の事故は炉心燃料を構成
する被覆管等が損傷し燃料集合体がバラバラになった事
故である。この事故では燃料ペレットは溶融しなかった
ため全核物質の回収が可能であった。これら 3 件の事例
における核物質の管理について調査したところ，これま
でに以下のようなことがわかっている。
― 取り出した核物質は容器単位で計量管理する必要があ

る。（TMI-2, Paks）

― 事故のあった原子炉からの転用がなかったことは，保
障措置手法の一つである「封じ込め監視」によって確認
することができる。（ChNPP, Paks）

― 取り出した核物質を収納した容器には何らかの保障措
置手法の適用が必要である。（ChNPP, Paks）

― 収納容器外側から核物質量を直接高精度で測定した例
はこれまでにないが，収納容器外側からの放射線量を
測定した結果を用いて核物質量を推定した例はある。

（Paks）。
― 炉から全量が取り出せない場合は，残った量を測定ま

たは評価する必要がある。（TMI-2）

Ⅵ．計量管理技術開発に関する方針
（現実的な管理技術の開発）

前述の通り，計量管理は本来は原子力事業者が自らの
ために行う核物質管理の手法である。したがって施設者
自身が必要とする能力を備えた現実的な手法で実施する
ことが基本となる。この考えの下で燃料デブリの計量管
理のための核物質量の測定技術の開発が必要な場合は，
廃炉という主工程をできるだけ阻害しない方法でかつ廃
炉のロードマップに合致して技術開発を完了できること
を基本的方針とした。

ただし保障措置査察の実施に際して更に高度な計量管
理が要求され，後日，重複した技術開発や重複した測定
を行うこととならないように，また，不要な技術開発を
避ける観点からも，規制当局および IAEA と連携をと
りつつ開発目標を定めることとした。

また核物質を測定する技術は，同時に核物質の検認に
も使うことが出来ることから，開発した技術が IAEA
の保障措置査察に利用される可能性も考慮して（例えば
査察官が取り扱える技術とするなど）行うこととした。
開発した技術が査察検認に利用される場合は，測定と検
認が同時に出来ることになり，廃炉工程を阻害するプロ
セスを一層低減できる可能性がある。

Ⅶ．国際協力による技術開発

具体的な技術開発は，2012 年 11 月に日本原子力研究
開発機構（JAEA）と米国エネルギー省（DOE）国家核安全
保障局（NNSA）とが 1F の保障措置技術に関する協力取
り決めを締結して共同研究として開始した。この共同研
究を軸として，国内的には原子力機構と東京電力が一体
になり，電力中央研究所にも参加頂き，規制当局と
IAEA の助言を頂きつつ進めている。

こうした方法により開発を進めている理由は次の通り
である。
保障措置手法を想定した計量管理技術開発

計量管理技術を検討する際には，前述の通り IAEA
が適用する保障措置手法を想定しつつ検討することが重
要となる。原子力機構は過去にバルク状の核物質を取り
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扱う施設の計量管理・保障措置システムを開発した多く
の経験があり，IAEA 保障措置制度と実際の原子力施設
における査察手法に関する知見を有している。したがっ
て，施設者として 1F の状況を承知している東京電力と
協力して開発を行うことにより，現状に適合する合理的
で現実的な技術の開発が可能となると考えられる。
国際的知見の活用

DOE/NNSA は，保障措置目的の核物質測定技術開発
に関して長い歴史と多くの経験，知見を有している。ま
た IAEA の保障措置の動向についてもよく承知してい
るので，この知見，経験を活用することにより 1F の保
障措置に適合した測定技術の開発が出来ると考えられ
る。なお原子力機構とは保障措置技術等の開発に関して
30 年以上の協力の歴史がある。
国際的な透明性の確保

1990年代の保障措置追加議定書導入以降，統合保障
措置や国レベルの保障措置アプローチの導入などを経
て，IAEA の保障措置は効果を向上させつつ効率化が図
られてきた。この IAEA 保障措置制度の変化に呼応し
た各国の対応のひとつが原子力活動の透明性の向上であ
り，国際協力による技術開発の実施と成果の公表などを
通じた原子力活動の透明性の向上は保障措置に貢献する
と考えられる。また溶融した燃料中の核物質について，
核不拡散に係る観点からも必要な検討を行っていること
を国際的に示していくことは，日本の保障措置結論の信
頼性向上に貢献すると考えられる。

Ⅷ．測定技術の開発の現状

1F の 2 号機および 1 号機からの燃料デブリの取り出
しは，現在（2014 年 10 月現在）の廃炉ロードマップでは
2020年に計画されている。これに合わせて計量管理が
開始できるように準備を進めている。おおむね 2 年単位
で開発のフェーズを進めていくこととしており，過去の
類似事例における核物質管理手法と燃料デブリ中の核物
質測定技術の調査（2012 〜 2014 年），燃料デブリ測定技
術の実現性の評価と計量管理システム概念の検討（2014
〜 2016年），実証試験（2016〜 2018年），実機の準備

（2018 〜 2019 年）と進め，廃炉ロードマップで示された
デブリ取り出しに合わせる計画である。

しかし実際の測定装置の開発は取り出した燃料デブリ
の収納容器の開発や取り出し法の開発などと歩調を合わ
せて行う必要がある。このため早い段階から計量管理，
核物質量測定の必要性などを燃料デブリの収納容器開発
等を行うグループに示すこと等により，効率的なデブリ
取り出しプロセスの設計に協力している。

前述のとおり，過去の類似事例の調査結果から，取り
出した燃料デブリは収納した容器を一単位として計量管
理を行う必要性があると考えられ，また廃炉の基本的プ
ロセスを出来るだけ阻害しないためには，取り出した燃
料デブリを収納した容器を外側から非破壊で測定するこ
とが適当と考えている。このため，非破壊測定技術につ
いて「測定コスト」「技術の実現性」「測定時間など廃炉プ
ロセスに与えるインパクト」などの観点から 1F の燃料
デブリへの適用性を日米両国の専門家により評価し，こ
れまでに 7 つの主要測定技術と 14 の補助的測定技術を
選択した。現在は，この 7 つの主要技術の中の 4 つの技
術について基礎的研究開発に着手したところである。

今後これらの測定技術を用いた具体的測定機器の概念
設計，シミュレーション等による性能評価，実証と進め
ていく計画である。

Ⅸ．終わりに（プロジェクトの目指す
ところ）

取り出した燃料デブリの輸送，保管等も視野においた
合理的な計量管理手法の開発を進めることが重要と考え
ている。また，当事国として核物質の管理に真摯に取り
組んでいることを国際社会に示しつつ進めることが重要
と考えている。

さらに，組成や形状などの確定が難しい燃料デブリ中
の核物質量の測定技術はいろいろな利用方法が考えられ
る。こうした点も視野において開発を進めたいと考えて
いる。

堀　啓一郎
日本原子力研究開発機構

（専門分野/関心分野）国際保障措置，核不
拡散

著 者 紹 介  
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Ⅰ．はじめに

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による津波
に起因した東京電力福島第一原子力発電所の事故（以下，
発電所事故）によって，大量の放射性物質が周辺に飛散
した。発電所事故後，様々な機関により発電所周辺の地
表面での放射線量や放射性物質濃度の調査が実施されて
おり，現在では分布状況のほかに放射性セシウムの移行
状況など様々な知見が得られている。

農業用のため池（以下，ため池）は，最も生活に密着し
た水系であり，その水底の放射性セシウムの濃度分布は
福島第一原子力発電所近傍の農業関係者はもとより，住
宅部の住民からの関心も高くなっている。ため池とは，
降水量が少なく，流域の大きな河川に恵まれない地域な
どで，農業用水を確保するために水を貯え，取水ができ
るよう，人工的に造成された池のことを指す。自治体等
では，発電所事故直後から，精力的に農業用ため池の水
中及び堆積物中の放射性セシウムの調査を行っている
が，福島県内に約 3,700 か所のため池があること，池ご
とに数点のサンプルを採取して評価を行っていることか
ら，必ずしも全容の解明には至っていない 1）。また，た
め池は貯水量を維持するため，定期的に浚渫を行ってい
ることから，浚渫後の堆積物の処分を計画するために，
ため池底全域の放射性セシウムの分布を簡便に評価でき
る手法が望まれている。

日本原子力研究開発機構（以下，原子力機構）では，発
電所事故以来，プラスチックシンチレーションファイ
バー（以下，PSF）を用いた放射線計測装置の現場適用に

水底の放射性物質濃度分布測定技術
福島県内の農業用ため池への適用

東京電力（株）福島第一原子力発電所事故より 3 年が経過し，周辺地域において農業を再開さ
せる際に，農業用ため池底に蓄積している放射性セシウムの濃度及び分布の調査が求められて
いる。水底の堆積物中の放射性セシウム濃度の測定にはサンプリングが必要であったが，プラ
スチックシンチレーションファイバーを使用することにより，現場での直接測定を可能とし
た。本稿では，水底の放射線分布測定技術の概要と農業用ため池への適用について解説する。

ついて研究を行っている 2）。PSF は，1980 年代に高エ
ネルギー物理の分野で荷電粒子の飛跡測定等を目的とし
て開発され，その後，PSF に飛行時間差（TOF）法を適
用することによって，放射線の入射位置やその分布測定
に開発・利用されてきた 3, 4）。本検出器の有意な点は，
長さ数十 m までの検出部を製作することができ，検出
部に入射した放射線計数率の分布を計測できることにあ
る。また，検出部自身は，機械的な構造を有しないた
め，水中に沈めることもたやすい。これらの特徴は，水
底の堆積物の放射能分布を測定することに有効と考えら
れる。

原子力機構では，水中で使用する PSF やγ線スペク
トロメータを開発し，これらの測定値からため池の放射
性物質濃度分布に換算する方法を開発してきた 5）。

ここでは，PSF を使用した直接的にため池底堆積物
中の放射性物質濃度を測定する手法について解説する。

Ⅱ．水底用放射線測定器

1．PSF
検出部は，中芯部（コア）に放射線に有感なポリスチレ

ンを母材とし，コアを囲むクラッドに PMMA（Poly-
methyl methacrylate）を使用した直径 1 ～ 2 mm，長さ
20 m の PSF で構成されている。この PSF を十数本束
ねて，ビニールチューブで覆うことにより遮光し，その
両端に光電子増倍管を接続した。PSF 内に放射線が入
射するとシンチレーション光を発してファイバーの両端
に伝播するが，入射位置によりファイバーの両端への光
の到達時間が異なる。この時間差を両端に設置した光電
子増倍管（PMT: Photomultiplier Tube）により電気信号
に変換して，放射線の入射位置を特定する（TOF 法）。
この時間差は，検出部からの信号を処理する TAC

（Time to Amplitude Converter）を用いて時間情報から
波高情報に変換される。さらに，TAC から出力される

Technology of Measurement for Radiation Distribution on 
Bottom of Water; Application for measurement of irrigation 
ponds in Fukushima prefecture: Yukihisa SANADA , Tatsuo 
TORII.
　（2014 年 9 月 26 日 受理）
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信号を MCA（Multi-channel Analyzer）に入力し，放射
線の入射位置を示す位置のスペクトルとして表示した。
これらのデータを処理する計測部は，FPGA（Field-
Programmable Gate Array）上に構成した。検出部自体
は機械的構造を有さないが，PMT 部とデータ処理部を
つなぐケーブル及びコネクタを防水構造とした。水底用
の PSF の外観について第 1 図に示す。

PSF の測定結果（計数率）から堆積物中の濃度への換
算は，あらかじめ計算コードにより形状を模擬し，堆積
物中の放射性セシウムの鉛直分布を模擬した線源条件に
おけるレスポンスを計算し，実際に堆積物コア試料との
比較測定により妥当性を検証したγ線スペクトロメータ
と比較することにより行った。

2．γ線スペクトロメータ
スペクトロメータの検出器には直径 3 インチ×高さ 3

インチ（7.62 cm φ× 7.62 cmH）の LaBr3（Ce）を用いて
水密構造とした水中用スペクトロメータを開発した。検
出器の外観を第 2 図に示す。検出器からの信号は，デー
タ収集装置でγ線スペクトルを採取するとともに，1 秒
ごとに全計数率をモニタリングし，リアルタイムでパソ
コン上に表示した。LaBr3（Ce）シンチレータは，137Cs
の放出するγ線のエネルギーピークに対し，半値幅が
1.8 ～ 2.0 keV とエネルギー分解能に優れている。

本検出器をモデル化（第 2 図）し，モンテカルロ計算
コード EGS56）によって，水中でのγ線の応答特性を求

めた。線源条件は，堆積物サンプルの分析結果をもとに
土 壌 密 度 1.2g/cm3， 土 壌 の 化 学 組 成 比 を H：O：Si =  
0.533：0.400：0.067 とし，放射性セシウムが堆積物表層か
ら 10 cm まで均一に分布していると仮定し計算した。
また 134Cs と 137Cs の比は，事故直後に文部科学省の行っ
た 調 査 7）に 従 い， 2 0 1 1年 8 月 1 3日 時 点 に お け る
134Cs/137Cs = 0.917を基準とした。本検出器で測定した
堆積物中における放射性セシウムの湿潤濃度（以下，放
射性セシウム濃度）と同地点で採取した堆積物コアサン
プルの測定結果を比較した例を第 3 図に示す。図のよう
に，計算コードを用いたレスポンス計算を当てはめるこ
とにより若干高い傾向にあるがよい相関関係にある。

Ⅲ．堆積物中の放射性セシウムの鉛直分布

上記手法を適用するにあたり，福島県内における任意
の 20 か所のため池において，堆積物中の放射性セシウ
ムの鉛直分布，堆積物の密度及び含水率を調査した。堆
積物のサンプルは，最大 40cm の堆積物コアを合計 70
本採取し表層から 5 cm ずつにカットした堆積物の中心
部を U8 容器に分取し，湿潤状態のまま実験室で Ge 半
導体検出器により，放射性セシウム濃度の鉛直分布を測
定した。各々の試料はさらに別の容器に分取し，密度と
含水率を調べた。第 4 図に堆積物コア中のインベント
リーに対する各々の深度の割合を計算し，70本分の平
均値をとったデータを示す。また，同図に 136 サンプル
の密度を測定したデータを示す。これらの測定結果の平
均値から，堆積物中の放射性物質の分布，密度及び含水
率の条件を決め，直接測定からの濃度換算を行った。

Ⅳ．測定・解析手法

1．現地での測定手順
現地での測定手順は，以下の手順とした。
⑴　測線計画の作成（PSF の測線幅 5 ～ 10 m）
⑵ 　PSF の値付けのためのキャリブレーション位置の設定
（PSF，γ線スペクトロメータ，堆積物サンプルの比較）

⑶ 　環境整備（測定場所の草刈り，ボート移動のため

第１図　 PSF システム（JREC 社製）の外観とため池底測定
イメージ

第２図　 γ線スペクトロメータシステム（左）と EGS5 によるシ
ミュレーションモデル（右） 第３図　 γ線スペクトロメータと堆積物コアの測定結果比較例
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のガイド線の設置）
⑷　測量による基準点の設定
⑸　PSF による測定
⑹ 　γ線スペクトロメータによる測定（キャリブレー

ションライン）
⑺　堆積物サンプルの採取
PSF の経時変化やため池ごとの特性（水生植物，堆積

物の粒径分布）の違いを考慮して，キャリブレーション
は各池で実施した。キャリブレーションでは，測定の精
度を高めるため，なるべく同じ位置での測定が必要とな
る。そこで，GPS と Global Navigation Satellite System

（GLONASS）から正確な基準点を設定し，測量機器（例
えば，Topcon 社製 : イメージングステーション IS305）
で測定位置を記録した。PSF の測定では，水底に密着
するように設置し，表層の堆積物の舞い上がりが落ち着
くのを待ち，100 秒間の測定を行った。γ線スペクトロ
メータについても同様に，100 秒間の測定を行った。第
5 図に，ため池の測定風景について示す。技術実証のた
めの測定は，福島県内の 10 か所の池で実施した。

2．解析方法
PSF で測定した計数率データから堆積物中の放射性

セシウム濃度への換算は，γ線スペクトロメータにより
行った。キャリブレーションラインに配置した PSF で
測定した計数率は 50 cm ごとに平均値を算出し，同地
点で測定したγ線スペクトロメータで評価した放射性セ
シウム濃度と比較し換算係数を算出した。算出した換算
係数によりため池全体の放射性セシウム濃度を求めた。

PSF による放射性セシウム濃度の検出下限値は，放
射性セシウムの存在しないため池底（北海道立十勝エコ
ロジーパーク内の池）でバックグラウンドを測定し，
Kaiser の 3σ法で求めた結果，61 Bq/kg-wet と評価さ
れた。

測定した放射性セシウム濃度の測定結果は地理情報シ
ステムソフト ArcGIS を用いて，測定点間を内挿法の一
種であるクリギング法を用いて内挿し，50 cm メッシュ
の放射性セシウム濃度のコンター図を作成した。背景地
図には，水土里ネット福島（福島県土地改良事業団体連
合会）の所有する航空写真を利用した。

本手法の妥当性を評価するために，PSF で測定した
同じ場所において堆積物コアサンプルを採取し，実験室
において Ge 半導体検出器で測定した結果と比較した。
比較結果の例を，第 6 図に示す。この例では，PSF で
測定した結果の方が，20%程度高く評価することがわ
かる。これは，第 4 図に示したようにスペクトロメータ
が堆積物コアの測定結果より若干高い傾向にあったこと
が原因として考えられる。また，堆積物コアを採取する
際に，放射性セシウムをよく吸着している細粒分が捕集
されていない可能性も考えられる。いずれにしろ，両者
はよい相関関係にあり，本手法は水底の放射性セシウム
濃度をよくトレースできるといえる。

Ⅴ．測定結果例

第 7 図に，本測定手法を用いて作成した福島市内の
ため池における放射性セシウム濃度マップを示す。マッ
プ上に示した黒点は PSF による測定場所を示している。

第５図　 ため池測定風景 （左 : PSF, 2 つのボートの間に PSF が
沈められている。右 : γ線スペクトロメータ）

第４図　 （左図）堆積物中の放射性セシウム濃度の鉛直分布：
福島県内のため池で採取した 70 本のコアの分布比の
平均を示している。誤差はデータの標準偏差（σ =1）, 

（右図） 堆積物の密度の測定例：136 サンプルの測定結
果をヒストグラムで表示

第６図　PSF と堆積物コアの測定結果比較例
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また，同時に実施した堆積物サンプルの採取場所と測定
結果を示す。このように，PSF で作成したマップは，
ため池底の堆積物中の放射性セシウム濃度の分布を把握
する上で有用であることがわかる。最大濃度を示した地
点では，集水域から雨水が流入する入口となっている。
マップを見るとその流入口を中心として放射性セシウム
が拡散している様子が伺える。また，同時に採取した堆
積物サンプルの分析結果と比較するとよく一致している
ことがわかる。

第 8 図に，福島市周辺自治体のため池において浚渫
作業の前後に本手法を適用した結果を示す。浚渫前の測
定は 2013 年 4 月 4 日に実施し，浚渫後の測定は 2013 年
5 月 14 日に実施した。本池は，南東方向にある田畑に
水を供給する作りとなっており，主に北西方向から集水
域の流入がある。浚渫前の放射性セシウムの濃度分布を
みると，南東方向に向けて放射性セシウムの濃度が高く
なる傾向にある。浚渫の作業は，浚渫前のマップを参考
に放射性セシウムの濃度が比較的高い部分を浚渫した。
浚渫後のマップをみると，放射性セシウムの減少した場

所と浚渫した場所がよく一致していることがわかる。

Ⅵ．成果と今後の展開

水中で使用できる PSF 及びスペクトロメータの開発
を行った。また，ため池等の水底に蓄積される堆積物の
表層を PSF によって直接測定することにより，堆積物
中の放射性セシウム濃度を評価する手法を開発した。本
手法は，1,000m2 程度の大きさのため池を 4 日間程度（1
チーム 5 人として）で測定することができ，比較的迅速
な測定を可能とした。また，測定結果をもとに，水底の
濃度分布のマップを作成する手法を確立した。作成した
マップは，濃度分布を視覚的に捉えることができ，本測
定方法は堆積物採取のみでは捉えきれない池底の堆積物
の放射性セシウムの濃度分布を捉える方法として有用で
ある。今後，除染の計画の策定や通常のため池の保守で
行われる浚渫による濃度分布の変化を確認するために有
用な方法であると考えられる。

手法の抱える課題としては，検出器が水底と密着して
いない状況になると濃度を過小評価してしまうことが挙
げられる。特に藻など水生植物は測定の妨げとなる。た
め池の水は透明度が低く，目視やカメラでは水底の状況
を確認することは難しいため，超音波等を用いた水底の
可視化技術の適用が望まれる。また，評価の前提条件と
なる放射性セシウムの堆積物中での鉛直分布について
は，今後，変化していくことが想定されることから定期
的な確認が必要であろうと考える。

また，得られた濃度分布結果の要因について，詳しく
考察すると放射性セシウムの環境中での移行に関する知
見が得られるものと考えられる。特に，流入口や流出口
や流量，池内での流れ，堆積物の物理的・化学的な性状
など，様々なパラメータが考えられる。環境省の放射性
物質調査方法等検討業務報告書 8）や文部科学省による広
域な放射線分布測定調査報告書 9）においても，堆積物中
の放射性セシウムの濃度は，粒径に大きく依存するた
め，環境中での動態に関する情報を得るためには，粒径
による補正が必要だと推奨している。今後，放射性セシ
ウムの環境動態という観点からも測定結果を解析すべき
であろうと考える。

本手法は平成 25 年度末より福島県農林水産部の委託
を受けた水土里ネット福島に技術移転を行っている。福
島県は，本手法による計測を県全体に適用することを目
指している。さらに，当初は 134Cs と 137Cs の弁別を目的
として LaBr3（Ce）シンチレーション検出器を用いたが，
NaI シンチレーション検出器を使用した簡便型の水中γ
線スペクトロメータも開発している（第 9 図）。これは，
重量バランスを考慮して軽量になっている。

福島県を中心とした被災地は農業が中心産業となって
おり，農家の営農再開を促すためにも，ため池底の状況
を明らかにすることは必要である。今後，ため池をはじ

第７図　PSF による水底の放射性セシウム濃度分布マップ

第８図　 浚渫前後の測定結果の比較例
（左：浚渫前　2013 年 4 月 4 日測定 , 右 : 浚渫後　
2013 年 5 月 14 日測定）
背景地図は水土里ネット福島から提供
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めとして，様々なフィールドでの水中での放射線測定技
術の開発研究を行っていきたいと考えている。

Ⅶ．おわりに

福島県農林水産部農地管理課の先崎秋実主任主査には
福島県内のため池での試験の際に地権者や周辺住民への
調整を行っていただいた。また，福島県土地改良事業団
体連合会農村振興部の佐瀬隆聡主任主査，鈴木元和氏に
はため池のマップや測定結果を提供いただき，ここに感
謝の意を表したい。
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Ⅰ．はじめに

工業製品の設計・開発や原子力システムの安全性評価
まで，工学シミュレーション（Engineering simulation）
の品質保証の重要性は，広く産業界に認識されるように
なってきた。シミュレーションは，数値計算による“予
測”であるので，実現象に対する計算結果の正しさを（演
繹的に）証明することはできない。計算結果の正しさ度
合（品質）を状況証拠の積み上げにより（帰納的に）論証す
ることしかできない。工学シミュレーションの創成期に
おいては，品質保証は解析者の常識や信用に任されてい
た。しかしながらシミュレーションの高度化に伴い，論
証は簡単ではなくなり，方法論の開発や標準化の必要性
が高まってきた。原子力システムの安全解析のような分
野では，とりわけ論証方法の標準化の重要性は高い。

V&V（Verification & Validation， 検証と妥当性確認）
は，帰納的な論証の中核をなす概念・原理である。工学
シミュレーションの品質保証の標準はいずれも V&V 概
念を採用している。最近では V&V という用語は，慣用
的に品質保証と同じ意味でも使われている。

工学シミュレーションの品質保証のための標準には 2
つの流れがある。一つは米国機械学会のASME V&V1, 2）

に代表されるモデル構築とシミュレーション（Modelling 
& Simulation，以降 M&S と表記）における予測性能評
価に主眼をおいたものである。もうひとつは，解析プロ

シミュレーションの V&V の現状と課題
第 3 回（最終回）　V&V に関わる技術標準の動向

－「モデル V&V と品質 V&V」

伊藤忠テクノソリューションンズ㈱　中村　均

シミュレーションの品質保証に関わる技術標準は，シミュレーションモデル構築における予
測性能評価を主眼とした「モデル V＆V」と解析プロセスの品質保証を目的とした「品質 V&V」
に分類できる。本報では，両者の根底にある V&V 概念とそれぞれの役割を示すと共に，代表
的な技術標準の内容を解説する。さらに日本原子力学会で策定が進んでいる V&V ガイドライ
ンのあらましを紹介する。

セスの品質マネジメントを主眼としたものである。前者
を モ デ ル V&V， 後 者 を 品 質 V&V（ ま た は Product 
V&V）と呼んでいる 3）。両者は役割の違いはあるが，ど
ちらも V&V の概念そのものはよく似ている。

モデル V&V に基づく標準としては米国機械学会によ
り ASME V&V10（固体力学）1），V&V20（流体力学）2）が
あり，さらに V&V30（原子力）と V&V40（医療）の開発
が進んでいる。日本では当学会において V&V ガイドラ
インが策定中である。品質 V&V に基づく標準には，英
国の NAFEMS による QSS0014）があり，日本ではその
流れをくんだ計算工学会の標準（HQC001&2）5, 6）がある。
本解説ではまず V&V の基本概念について述べた後，モ
デル V&V と品質 V&V の標準の違いと役割を解説する。
次に，これらの国内外の標準のあらましを紹介する。

Ⅱ．V&V と工学シミュレーション

V&V は数値シミュレーションに特有の用語ではなく，
製品やサービスの品質マネジメントにおける重要な概念
である。代表的な品質マネジメント標準である ISO9001
では，検証と妥当性確認を次のように規定している。
・ 検証：規定要求事項を満たすことを確認すること。
・ 妥当性確認：特定の意図された用途又は適用に関する

要求事項が満たされていることを確認すること。

顧客の要求を満たす製品を作るためには，まず要求を
言語により規定する必要がある。この規定要求事項（仕
様）通りに製品が作られたことを確認することが検証で
ある。しかしながら顧客が望むことや実環境を完璧に言
語で表現することは難しい。仕様通りに作られた製品が
顧客の望んだものでないかもしれないし，実環境では機

Current Status and Issues of V&V（3）；Standards & guides 
for engineering simulation：Hitoshi NAKAMURA.
　（2014 年 9 月 30 日 受理）
■前回のタイトル
第 2 回 確率論的リスク評価分野における V&V

解説シリーズ
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能しないかもしれない。それを確認するのが妥当性確認
である。ソフトウェア工学の研究者である Boehm7）は検
証と妥当性確認を次のように説明している。
・ 検証：「正しく製品を作っているか？」 つまり , 仕様通

りに作っているか？
・ 妥当性確認：「正しい製品を作っているか？」 つまり，

作られた製品は顧客要求を満たすか？

ここで工学シミュレーションにおける V&V の役割を
考えてみる。工学シミュレーションとは第 1 図に示す
ように，まず実世界の実体を言葉によって記述（規定）
し，それを理想化して概念モデルを作成し，さらに数値
データに置き換えた解析モデルを作成して計算すること
によって，実体の挙動の予測結果を得ることである。実
体を言葉で記述し理想化する過程で，形状や材料特性や
荷重の不確かさ，そして理想化（数学的モデル化）に伴う
不確かさが入り込んでくる。さらに解析モデルを作成し
計算する過程で，入力の誤りや数値計算の誤差が計算結
果に入り込み，実体の挙動と計算結果の差異を生じさせ
る。各過程における不確かさ・誤差を管理し，最終的に
得られた解析結果と実体の挙動との差異の程度を示すこ
とが，工学シミュレーションにおける品質保証である。

モデル V&V の代表的な標準である ASME V&V101）

では，検証と妥当性確認を次のように定義している。
・ 検証：計算（解析）モデルが，基礎となる数学モデルと

解を正確に表していることを示すプロセス
・ 妥当性確認：シミュレーションモデルが，意図された

利用目的に基づいて，対象とする実現象を正確に表現
している程度を表すプロセス
第 1 図下には品質 V&V により管理される解析業務の

工程を示している。解析者は，まず解析の目的と対象と
を明らかにした上で解くべき問題を定義する。次にモデ
ル化の方法と手順を計画し計算を行う。品質 V&V にお
いて，検証は解析仕様および解析計画で規定した通りに
正しく解析が行われたことを確認することであり，妥当

性確認は解析結果が実体を表している度合が，解析の目
的に応えられるかを確認する活動である。

Ⅲ．モデル V&V と品質 V&V

M&S のためのモデル V&V と解析プロセスの品質保
証を目的とした品質 V&V は相互に役割を分担してい
る。

ここでは実世界のシステムとして航空機の構造解析を
行うことを想定して，モデル V&V と品質 V&V の役割
を整理して第 2 図に例示する。同図左に示すモデル
V&V ではまず現実システムを階層化分析して，構成す
る要素に分解する。各要素の特性を表すシミュレーショ
ンモデル（数学的モデル）に対して実験（物理的モデル）と
の比較による妥当性確認を実施して，要求される予測性
能をもつシミュレーションモデルを確立する。同図の最
低位階層の構成要素は，素材そのものであり，材料の応
答特性（構成方程式）を概念モデルと考えて，数学的モデ
ルと物理的（実験）モデルを作成し妥当性確認を実施す
る。これにより材料の応答特性を表すシミュレーション
モデル，つまり構成方程式を実装した FEM プログラム
の妥当性が確認される。その上位階層では翼桁試験体の
シミュレーションモデルに対する V&V を実施し，翼桁
のモデル化手法の予測性能を評価する。以後，さらに上
位階層の構成要素に対して V&V を実施して，最上位階
層までの V&V，予測性能評価を完了する。次に最上位
階層のシミュレーションモデルを用いて実機の予測計算
を実施するが，妥当性確認の試験条件の近傍で予測計算
を実施できるとは限らず，荷重等の計算条件の内外挿が
必要になるのが普通である。また最終モデルが縮小モデ
ルであることも，よくあることである。そのために実機
の予測計算では必要に応じてスケーリングを実施した上
で一定のマージン，余裕を与える，あるいは予測結果の
不確かさ範囲（エラーバー）を拡大することが必要にな
る。

上記のモデル V&V の階層は理想的なもので，現実の

第１図　工学シミュレーションにおける V&V と解析業務の工程
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工学シミュレーションにおいて，最上層のシミュレー
ションモデルが実機に近い形態であるとは限らない。む
しろ構造解析等では途中の階層までで確立されたシミュ
レーションモデル（モデル化手法）を実機相当モデルに適
用するのが普通である。この場合，モデルの形状に飛躍
があるだけでなく，材料や荷重条件も拡張されることも
ある。そのため実機解析においては，品質 V&V を適用
して計算結果の妥当性を改めて確認することになる。

実務においてモデル V&V と品質 V&V が明確に使い
分けられるとは限らない。解析者が品質 V&V により実
機解析（設計解析等）を実施する時，用いるシミュレー
ションモデルは，元々はモデル V&V 的手法により開発
されているはずである。歴史のある構造解析等では過去
の モ デ ル V&V の 成 果 が ，解 析 コ ー ド 及 び 手 法 の
Know-how の中に取り込まれていると考えることがで
きる。

Ⅳ．モデル V&V に基づく標準

1．ASME V&V 標準
モデル V&V に基づく標準としては AIAA（米国航空

宇宙学会）が流体解析の V&V ガイドを 1998 年に発刊し
た。米国機械学会は，V&V の定義について AIAA のガ
イドを継承した上で，2006年に固体力学に対するガイ
ド V&V101）を発刊した。さらに 2009 年に熱流体力学に
対する標準 V&V202）を発刊した。両者は対象を分けて
いるが，V&V の方法論は基本的に同じである。第 2 図
左に示したように，階層化分解したあと，まず最下層の
概念モデルに対して，数学的モデルそして計算モデルを

開発する。同じく概念モデルから開発した物理的モデル
（実験）の結果と計算モデルの結果を比較して定量的な妥
当性確認により，シミュレーションモデルの予測性能を
評する。このプロセスを上位階層に繰り返すことによ
り，全体システムのシミュレーションモデルを構築す
る。

ASME V&V では妥当性確認の試験条件近傍における
実機計算を（暗黙の）前提としており，大きな内外挿を伴
う場合の予測性能の評価は今後の課題としている。

2．日本原子力学会の V&V ガイドライン
原子力システムの安全解析の高度化や国産コード開発

における V&V 手法の確立の重要性は，岡本や笠原らの
本誌既報 8, 9）で述べられた通りである。原子力学会標準
委員会，標準委員会基盤・応用技術専門部会のシミュ
レーションの信頼性分科会にて「シミュレーションの信
頼性確保に関するガイドライン」（以下 V&V ガイドとい
う）の開発が進んでいる。V&V ガイドは，核，放射線，
熱流動，化学反応および構造を含む原子力施設のシミュ
レーション全般に関わるモデル V&V の基本的な考えを
示すことを主眼としている。

V&V ガイドは，主要な海外の標準の考え方を総合的
に解釈した上で，適切と思われる M&S における V&V
の考え方を示している。第 3 図は V&V ガイドラインの
骨格を示したもので，エレメント 1 から 4 までの V&V
の基本プロセスは，海外標準を総括したものになってい
る。図中にある「不確かさを考慮した予測評価」とは実機
のシミュレーションのことであり，V&V プロセスによ

第 2 図　モデル V&V と品質 V&V の役割
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り妥当性確認されたシミュレーションモデルを用いた実
機計算を示している。本解説のⅢ章で述べたように，
V&V されたモデルを実機計算に適用する場合には一定
のマージン，余裕を与える必要がある。前節で述べたよ
うに ASME V&V では，この扱いを明示していない。

V&V ガイドの大きな特徴は，シミュレーションモデ
ルを実機計算に用いた時の予測性能の評価，つまり実機
計算で拡大する不確かさの取扱方法を提示していること
である。ここで予測とは，物理的モデル（実験）により妥
当性確認された条件以外でのシミュレーション，つまり
実機計算のことである。エレメント 1 から 3 までの要素
において不確かさを拡大させる要因を抽出して，エレメ
ント 4 の中でモンテカルロ法や感度解析法等を用いて不
確かさの拡大を定量化していく。V&V ガイドはモデル
V&V の標準として日本で初めてのものである。V&V
に関わる広範な用語や技術要素を詳細に記述しており，
個別分野の V&V 計画や評価における必須の標準書とな
ることが期待される。

Ⅴ．品質 V&V に基づく標準

1．SAFESA， QSS001:　NAFEMS の標準
英国の非営利団体である NAFEMS（National Agency 

for Finite Element Methods and Standards）は，1990
年代の早い時期から工学シミュレーションの品質保証標
準の開発に取り組んでいる。NAFEMS は 1995年に構
造解析の品質保証の技術標準である SAFESA10）を発刊
した。SAFESA は構造解析における，対象の記述，理
想化，モデル作成，計算，適格性確認に至る工程におけ
る綿密な手順と要件を規定している。SAFESA は，理
想化，モデル化等の過程における不確かさと誤差を管理
し，解析結果の適格性を論理的に説明することに力点を

置いている。なお SAFESA では V&V という対比表現
は用いられていない。NAFEMS は ISO9001 に準拠した
解析の品質保証要求基準である QSS0014）を 2007 年に発
刊している。QSS001 では V&V の定義が明確にされ，
検 証 は I SO9 00 1に 準 じ て 規 定 さ れ ，妥 当 性 確 認 は
SAFESA を継承している。

2．HQC シリーズ標準：日本計算工学会
日本計算工学会は 2011年に 2 つの標準「工学シミュ

レーションの品質マネジメント 5）（以降 HQC001 と表記）
と「工学シミュレーションの標準手順 6）（以降 HQC002
と表記）を発刊した。HQC001 は，ISO9001 に従って解
析業務の品質システムを構築する場合の補足的な要求事
項をまとめている。HQC001 では V&V を含む基本的な
用語と構成は QSS001 に準じている。

HQC002 は，HQC001 に基づいて，構造解析や流体解
析などの解析業務を行う場合の標準的な手順をまとめた
ものであり，業務マニュアルの原型として利用できるよ
うに構成されている。HQC002は第 4 図に示すように

第 3 図　原子力学会 V&V ガイドの骨格

第 4 図　HQC002 の標準手順
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計画からデータの保管までの一連の工程を含んでいる。
HQC002 は，V&V を基軸とする品質保証の実施方法を
示すという方針に基づき，次の点を重視している。
・ 本番計算の前に，解析モデルの確認を行う事前検証と

解析結果の検証を合わせて系統的な検証を実施。
・ 妥当性確認では解析結果を独立した方法による解（外

部的論証材料）と比較。さらに解析モデルの各種試験
（内部的論証材料）により理想化の適切性を評価する。
妥当性確認では解析結果が実体を表している度合を判

断するために，現実の対象をある水準で表現する独立し
た方法による解（外部的論証材料）と比較する。独立した
方法とは，手計算，妥当性確認済みの類似解析（参照解
析），別の解析モデルによる代替計算（クロスチェック）
および実験などである。内部的論証材料とは解析モデル
を用いた試験結果であり，理想化（モデル化）の適切性を
評価するために実施される。これは例えば簡略化した基
礎的モデルを用いた見通し解析，境界条件等の影響をみ
た感度解析・上下界評価，異なる種類・寸法の要素を用
いた階層的モデルによる試験などである。

Ⅵ．おわりに

原子力プラントの熱過渡解析や耐震解析等においては
数十年前に確立されたシミュレーション技術が適用され
ているが，これを新しい技術に更新することは簡単では
ない。例えば機器耐震解析における非線形解析のように
需要があるものでも，なかなか実用化は進まない。かた
や自動車産業等ではシミュレーション技術は競争に勝つ
手段として日々刷新されている。これは規制の性格の違
いと共に，量産品では実験とシミュレーションの V&V
サイクルが有効に回りやすいからである。

原子力の分野では，規制要求に対して客観的な論証過
程を示すための手段として V&V 標準の意義は特に大き
い。また単品生産品であることと実験のコストも高いた
め，綿密な V&V 計画・評価を行うための技術標準の必
要性も高い。今後，原子力のシミュレーション技術を刷
新していくために V&V 標準に期待される役割は大き
い。

ここで留意すべきことは，当学会で策定中の V&V ガ
イドは，モデル V&V の基本的な考え方を提供するもの
であることである。今後，熱流動安全解析を始め各分野
で V&V を進めるためには，個別に M/S の実施手順や
V&V の計画・評価方法を定めた手順書やガイドを整備
する必要がある。これはその分野の技術に精通した技術
者でなければ開発できない。V&V ガイドはその議論の
ための共通の技術基盤を提供するものになる。
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Ⅰ．はじめに

我が国は世界有数の火山国であり，火山噴火を含む
様々な火山現象に関して長年にわたり理学・工学から社
会科学的な研究が進められて来た。

原子力発電所（以下，発電所という）においては，これ
まで立地段階から火山活動の影響の恐れのない地点を選
定するとともに，万一の場合に備えて火山現象の影響を
評価して，安全を確保することが求められている。

これらを踏まえて，（社）日本電気協会においては，
2006 年より「原子力発電所火山影響評価技術指針」（以
下，本指針という）の検討が開始された。その後，東日
本大震災により福島第一原子力発電所事故が発生し，事
故の引き金となった津波を始めとする自然現象に対する
発電所の安全確保に関する国民の関心が大いに高まっ
た。

火山現象に関する指針については，震災以前から継続
的に検討が行われてきたが，今般，指針制定に関わる検
討に一区切りがついたことを受けて，これまでの指針作
成の検討に携わった筆者らが，火山現象に対する発電所
の安全確保の基本的考え方，安全影響評価の方法やそれ
に基づく設計および運転上の考慮事項とその技術的根拠
について解説する。

Ⅱ．火山現象に対する原子力発電所の
安全確保の考え方

1．外部事象に対する原子力安全の基本的考え方
原子力発電所は，地震，津波を始めとする様々な外部

火山現象に対する原子力発電所の安全確保
JEAG4625-2014 の背景とその技術的根拠

2014 年 9 月に起きた御嶽山の噴火では戦後最悪の火山災害が発生した。また，九州電力㈱川
内原子力発電所の再稼働に向けた安全審査では，火山噴火が原子力発電所の安全性に与える影
響について審査が行われた。火山現象に対する原子力発電所の安全確保については，（社）日本
電気協会において“原子力発電所火山影響評価指針（JEAG4625-2014）”が取りまとめられてい
る。本稿では指針作成に携わった著者らが火山現象に対する原子力発電所の安全確保の基本的
考え方，安全影響評価の方法やそれに基づく設計および運転上の考慮事項について解説する。

事象に対して，安全機能を維持しなければならない。そ
のために，発電所の立地，設計・建設，運転のすべての
段階において，事故発生防止と事故影響緩和のための
種々の対策あるいは運用管理が取られている。このこと
は，原子力発電所の安全確保が技術的・ハードウエア的
側面に注力しがちであるのに対し，日本原子力学会が
2013年に発行した基本安全原則 1）では，深層防護の考
え方の適切な取り入れ，マネジメントやリーダシップ，
安全文化，アクシデントマネジメント策といったソフト
ウエア的側面が不可欠であることを示していることとも
通じている。

原子力安全の目的を達成するために発電所が備えるべ
き安全機能としては，バウンダリー機能，冷却機能，制
御機能等があり，基本的に必要な重要な要素である。上
述した基本安全原則において原則 8 では，原子力事故
の発生防止・影響緩和に有効な手段を講じるには深層防
護の概念が重要 1），と記載されている。

深層防護は，一般には次の 5 つのレベルからなる。
第 1 層：異常・故障の発生防止
第 2 層：異常・故障の「事故」への拡大防止
第 3 層：「事故」の影響緩和
第 4 層：「設計基準を超す事故」への施設内対策
第 5 層：公衆と環境の防護のための防災対策
原子力発電所の安全を確保するためには，これらの安

全機能が地震や津波，火山現象などの外部事象の影響に
より失われることがないように，深層防護の概念に基づ
き，その不確かさに備えていかなる場合にも対処できる
ように対応策を検討し用意しておく必要がある。具体的
には，立地段階の建設地点の選定においては，発電所の
安全性に影響を及ぼす自然現象がないことの確認が「異
常・故障の発生防止」として行われ，さらに設計建設お
よび運転段階では，発電所の供用期間中に極めて稀では

Safety Assessment of Nuclear Power Plant under Volcanic 
Phenomena；Background and Technical Basis of JEAG4625-
2014：Takao NAKAMURA, Kichisa IWATA.
　（2014 年 11 月 10 日 受理）

解説

大阪大学　中村 隆夫，電源開発㈱　岩田 吉左
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あるが起きる可能性のある事象が拡大していくことを想
定して構築物，系統および機器を設計し運用することに
より「事故への拡大を防止」する。さらに，万一にも事故
が発生する事態を想定して放射性物質の放出低減を図る
ことができる様々な手段を備えることにより，「事故の
影響を緩和」することを基本的考え方としている。

2．火山現象に対する安全確保の考え方
火山現象に対する安全確保の考え方は，「火山現象か

ら屋外設備を防護する」ことと，建屋内設備については
「建屋内に火山現象の影響を及ぼさない」ことにより，重
要な安全機能の喪失を防ぐことである。

安全を確保するために講じる具体的な手段として，発
電所を安全に停止し，それを長期的に維持・冷却するた
めに必要な屋外設備を防護するとともに，建屋内への火
山現象の影響の侵入を防止することが必要である。対象
となる施設は，発電所を安全に停止し，高温停止状態か
ら冷温停止状態へ移行させ，かつ，冷温停止状態を安定
に維持するための施設に加えて，使用済燃料貯蔵プール
の冷却機能を維持するために必要な構築物，系統および
機器が該当する。

このため発電所では，立地段階において，供用期間中
に影響を及ぼす可能性のある火山現象を抽出し，抽出さ
れた火山現象に対して設計対応の可否を判断することが
必要となる。抽出された火山現象に対し設計対応が可能
と判断された場合は，設計条件の一つとして基本設計の
段階から考慮する。反対に設計対応が不可能と判断され
た場合には立地を再検討する必要がある。

本指針は，前節の深層防護のレベルのうち，第 3 層
までの設計基準への対応について取りまとめたものであ
る。第 4 層と第 5 層，すなわち設計基準を超す事故への
設計および運用上の対策と防災対策については，今後引
き続き検討していく予定である。

本指針の構成は，指針の適用範囲等を記載した「基本
事項」から始まり，立地適合性に係る評価手法等を記載
した「火山および火山現象の調査と評価」及び安全施設へ
の影響評価を記載した「機械・電気設備等の影響評価」の
3 部構成となっており，その他，具体的な評価手法を記
載した「付属書」及び参考となる文献等をまとめた「参考
資料」を添付している。

国外における火山に係るガイドとしては，国際原子力
機関（IAEA）が 2005 年頃から火山影響評価ガイダンス
の策定活動に着手し，2012 年 11 月に IAEA 安全ガイド
SSG‐21「原子力発電所の立地評価における火山ハザー
ド 2）」が制定されている（以下，IAEA 安全ガイドライン
という）。

東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所事
故後に新たに定められた新規制基準では，津波，火山な
どの様々な自然現象に対して影響評価を実施することが

要求され，その具体的方法が規制庁のガイド 3）として取
りまとめられている。

3． 「原子力発電所火山影響評価技術指針」に
おける火山影響評価検討の流れ

本指針に取りまとめた火山影響評価の流れを以下に示
す。
（ステップ 1） 既往の文献をもとに評価対象となる火山

を選定する。
（ステップ 2） 文献調査，地形調査，地質調査結果等を

もとに供用期間中に噴火する可能性のあ
る火山（活動の可能性を考慮する火山）を
選定する。

（ステップ 3） 活動を考慮する火山の火山現象が原子力
発電所に与える影響を評価する。（火山
灰は影響範囲が広いため，すべてのプラ
ントにおいて考慮が必要な現象とし，必
ず評価を行うこととした。）

（ステップ 4） 各火山現象の影響評価項目（荷重，温度
などの影響因子）を整理し , 詳細設計およ
び運転段階での対応可能性を評価する。

Ⅲ．立地段階における火山影響評価

1．調査対象の火山および火山現象選定の考え方
（１）　調査対象の火山
調査対象の火山について，活火山については当然，調

査対象であるが，本指針ではそれに加え第四紀（約 260
万年前以降，従来は 180 万年前以降）に活動のあった火
山を調査対象とした。IAEA 安全ガイドにおいては過去
一千万年前以降に活動のあった火山が対象となるが，日
本では 1 つの火山の平均的な寿命は数十万年程度 4）であ
ることからみて，第四紀より前に活動した火山は今後活
動することはないと判断した。

我が国では第四紀火山カタログが整備されており，第
四紀火山の識別は比較的容易である。（ 第1 図 5）参照）
（２）　調査対象の火山現象
火山影響評価のステップ 3 で調査の対象となる火山

現象は多岐にわたるが，本指針の調査対象としては下記
を選定した。（第 2 図参照）

これらの火山現象は， IAEA ガイドに示された火山現
象とも整合している。このうち火山灰，火山ガス以外の
現象については，現在の知見では設備設計および運用上
の対応が困難であり，現象が発電所敷地に到達すると評
価された段階でその発電所敷地は立地を再検討すること
となる。

○火山灰（軽石含む）　　　　○火山弾
○火砕流および火砕サージ　○溶岩流
○火山ガス　　　　　　　　○岩屑（がんせつ）なだれ
○火山泥流　　　　　　　　○新火口形成
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（３）　 我が国における第四紀火山の火山噴出物等の
既往最大到達距離

前項における火山現象の影響評価において目安となる
ものに，我が国における第四紀火山の火山噴出物等の既
往最大到達距離がある。第 1-1 表 6）は，火山現象ごと
に，調査対象火山の空間的範囲を示している。この範囲
は，我が国における第四紀火山の既往の噴火における火
山性噴出物の最大到達距離をもとに設定した。調査の対
象となる噴火には，我が国で発生したカルデラ噴火も含
んでいる。

第 1-2 表 6）は，第 1-1 表 に基づき設定したものであ
る。火山ガスについては，地質記録には残らないことか
ら，被害をもたらすような高濃度の火山ガスの噴出源と
敷地との距離としては，火砕流および火砕サージと同じ
距離を設定し，火山灰については噴火規模によっては非
常に遠距離にまで到達することから，噴出源と敷地との
距離による調査対象火山の設定はしない。

2．火山調査と影響評価の方法
火山の調査は，文献調査，地形調査，地質調査を適切

に組み合わせて実施し，また，必要に応じて地球物理学
的調査等も実施する。

火山は，そのすべての活動期間において必ずしも同じ
様式の活動を繰り返すものではない。すなわち，活発な

第１図　日本の活火山

第２図　調査対象の火山現象

第 1－1 表　わが国における第四紀火山の火山
噴出物等の既往最大到達距離

第 1－2 表　調査対象とする火山現象と敷地との位置関係
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時期や比較的穏やかな時期といった変化があり，活動様
式が時代とともに変わり得ることから，当該火山の噴火
規模，時期，噴火タイプ等の活動様式の変遷等に基づ
き，今後の噴火の可能性について，適切な評価を行う必
要がある。

したがって，「活動の可能性を考慮する火山」であるか
否かは，一律な最新活動の時期によって決定するのでは
なく，当該火山の活動履歴を踏まえ，最大休止期間と，
最新噴火からの経過期間との比較等により判断すること
とした。（ 第3 図 7）参照）
「活動の可能性を考慮する火山」とされた火山につい

て，供用期間中に当該火山が噴火した場合，火山噴出物
が敷地に到達する可能性を火山現象ごとに検討する。

火砕流，溶岩流，火山泥流等については，当該火山に
おける過去の火山活動を考慮し，類似火山からの類推も
踏まえ，噴出が予想される火山噴出物が敷地に到達する
可能性を地形等の情報も用いて検討する。敷地に到達す
る可能性がある場合には，「原子力発電所の安全性に与
える影響を考慮する火山現象」とする。

火山灰については，噴出源に関わらず，敷地および敷
地付近に降下した既往の火山灰の厚さと同程度の厚さの
火山灰が降下すると評価する。

3．火山活動のモニタリング
火山活動には前述したとおり活発期と静穏期が存在す

る。このため，立地段階で火砕流等が発電所に到達する
ことはないと判断した場合でも，その判断根拠となった
火山活動が将来もそのままという保証はない。

このため，過去に火砕流等の設計対応困難な事象が敷
地に到達したと考えられる火山については，供用期間中
の敷地への到達を想定する必要がないと判断した場合に
おいても，その判断根拠となった火山の活動状況に変化
がないことを継続的に確認することを目的として発電所
において火山活動のモニタリングを行う必要がある。そ
の考え方を第 4 図 7）に示す。なお，モニタリングの実効
性を高めるためには産学協同の枠組みが必要であり，そ
の構築は電気事業者の今後の取り組みに任されている。

Ⅳ．発電所設備等に対する火山影響評価

火山影響評価のステップ 4 においては，火山影響評
価データをもとに，「原子力発電所の安全性に与える影
響を考慮する火山現象」がある地点に原子力発電所を立

地する場合における，機械・電気設備等の詳細設計段階
での対応可能性を評価する。

設備に対する影響評価を行う火山現象として，火山灰
（軽石を含む）および有毒ガスを選定した。

1．設備設計および運用上の配慮の基本方針
火山灰等が発電所敷地に到達した状況において，以下

の要件を達成することを目的とする。
○ プラントを安全に停止し，高温停止状態から冷温停

止状態へ移行し，かつ，冷温停止状態を維持するこ
と。

○使用済燃料貯蔵プールの冷却機能を維持すること。

これは，火山灰が大量に降下するような過酷な条件下
においては原子炉の運転を停止し冷温停止に移行するこ
とが，安全性確保のため最も確実な手法と考えたためで
ある。

2．対象機器選定の考え方と選定例
原子炉の安全停止に関わる系統および使用済燃料貯蔵

プールの冷却に関わる設備を整理し，火山灰等の影響を
受ける設備を選定する。設備の選定に当たっては，安全
機能を直接果たす役割を有する，いわゆる直接系に加え
て，電源供給設備等の間接系も対象とする。

設備選定方法として，プラント停止の主要イベントか
ら安全停止に必要な系統を洗い出し，直接系と直接系の
機能を維持するための間接系の設備を抽出する方法を提
示することとした。

設備の評価に当たっては，除灰作業等，運用面での対
応を期待できるものとした。降灰時は作業環境としては
劣悪ではあるものの，体制，装備を整え，十分な訓練を
積む前提において，屋外作業は実施可能と判断したため
である。

3．設計上の配慮の具体例（直接的影響）
以下に本指針に示す代表的な構築物，系統および機器

における火山灰等に対する設計上の配慮の具体例とその
考え方について述べる。
（１）　屋外施設
屋外に設置する施設としては，安全施設を設置する建

屋，屋外タンク , 海水ポンプ等があり，直接火山灰の影
響を受けることになる。影響モードは火山灰堆積による第３図　最大休止期間と経過時間の比較概

第４図　モニタリング対象火山の抽出
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静荷重であり，火山灰除去作業が実施可能であるアクセ
ス性が確保されることを求めている。なお，発電所敷地
ごとに火山灰堆積厚さを調査にて設定し，火山灰堆積荷
重に対して耐える構造であることを評価してもよいとし
ている。

また，海水ポンプの影響モードとして，海水中の火山
灰による摩耗（ポンプ本体），冷却空気への火山灰混入に
よる地絡・短絡（電動機：屋外設置の場合）である。ポン
プ軸受は海水中に混入した火山灰がかみ込み難い構造で
あることを求めており，電動機については，電動機冷却
空気が電動機巻線を直接冷却しない冷却方式であること
を対策例として挙げた。また，海水ポンプの下流側にあ
る熱交換器について，閉塞しない対策が講じられている
ことを求めている。
（２）　屋内設備
屋内の評価対象設備に対する火山灰影響を防止するた

めには，換気空調系により，火山灰の侵入を防止するこ
とが有効である。この考え方に基づき，建屋換気空調系
に対する配慮事項を以下のように取りまとめている

・フィルタが交換できる構造であること
・フィルタ交換に必要な時間に対して，換気空調系を

　 停止しても室内温度が許容範囲内であること
また，運転員が常駐する中央制御室については，火山

ガスの流入を防止するための外気遮断運転，フィルタの
交換時間等に係る配慮事項を規定した。

この他，非常用ディーゼル発電機等について，火山灰
に対する具体的な配慮事項を記載するとともに，除灰等
の屋外作業時の作業員の安全確保のための装備等につい
て規定した。

5．火山現象の間接的影響への配慮
火山現象が発電所の敷地内に到達しない場合において

も，発電所の敷地外の火山現象により，発電所が間接的
な影響を受けることが考えられる。したがって，直接的
影響に対する設備対策設計に加え，間接的影響を考慮し
た運用面の対策を取ることが必要である。このことか
ら，間接的影響として，外部電源の喪失，道路交通の遮
断，工業用水等の停止を想定し，これらについて発電所
への影響を明らかにするとともに，発電所の対策例およ
び外部支援実施時の考慮事項を規定した。

Ⅴ．おわりに

地震，津波など自然現象が社会に大きな影響を及ぼす
ことを，我々は東日本大震災の経験から学んだ。

東日本大震災による津波が原因となって発生した福島

中村隆夫（なかむら・たかお）
大阪大学

（専門分野/関心分野）原子力社会工学，規
格基準

著 者 紹 介  

岩田吉左（いわた・きちさ）
電源開発㈱

（専門分野/関心分野）原子力発電所の設備
設計

第一原子力事故の例を出すまでもなく，火山現象に備え
ることは発電所の安全確保において極めて重要であり，
火山現象に対して発電所の安全性を確保するための技術
指針を取りまとめることは，世界有数の火山国であり，
また火山に対する優れた防災技術を有する我が国の責務
と考える。

火山現象は不確かさが大きく，その低減を図り，発電
所の安全性を高めるためには，確率論的手法の導入等を
通じさらなる知見の拡充を図り，設備（ハード面）と運用

（ソフト面）の両面から安全対策の充実に取り組んでいく
ことが必要である。そのためには，深層防護の考え方に
基づき，引き続きその実効性をさらに高めるため本指針
の改定の検討を継続していきたいと考えている。
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Ⅰ．はじめに

福島第一原子力発電所事故（以下，福島事故と記す）
後，原子力に係る放射線・放射能リスクが顕在化し，低
線量の放射線健康影響，放射性廃棄物の管理・隔離，地
震・津波などの外的事象に対する原子力安全，さらには
原子力のあり方そのものに対する社会問題が惹起してい
る。政府事故調査・検証委員会や多くの識者からリスク
コミュニケーション（以下，リスコミと記す）の重要性が
力説された。これを受ける形で本会会員をはじめ多くの
関係者が原子力リスコミに携わっている。しかし，福島
事故から 3 年半以上経った今振り返ると，原子力リスコ
ミが効果的に行われているという実感がない。従来の原
子力リスコミの問題点と課題を明確にすることで，原子
力界におけるこれからのリスコミのあり方をどのように
再構築していくべきか提言を含めて論じる。

Ⅱ．原子力リスコミの特徴

原子力リスクは人間の「五感」で捉えることができない
放射能・放射線を対象とする特徴があり，他の科学技術
とは異なるものと言われている。非顕在リスクは遺伝子
組換え作物や宇宙開発などの人工物に共通するものでは
あるが，福島事故によって放射線という「環境と生命に
関わるリスク」1）が顕在化したことは国民の多くが実感
しているところである。

従来の原子力リスコミ手法は，大規模災害を想定した
ものではなく，安全が確保されていることを前提条件と
した平時の原子力理解増進や社会受容性向上を目的とし
て開発されてきた。そのため，リスコミの現場ではしば
しば専門家による説得的文脈による説明が行われ，いわ

リスクコミュニケーション再考
原子力リスコミの再構築

福島第一原子力発電所事故後の原子力リスクコミュニケーションの問題点や課題について考
察し，従来の実践手法を批判的に捉え，政府や専門家が失った公衆からの信頼を再び回復する
ためには，どのような取組みが必要なのか，原子力界におけるこれからのリスクコミュニケー
ションのあり方をどのように再構築していくべきかを論じる。

ゆるパターナリズム（父権主義）に見られるような弊害が
生じていた。

また，1995年以降の原子力事故や相次いだ不祥事を
要因として，原子力を推進する「原子力ムラ」と俗称され
る集団主義社会のリスコミとして国民からは不信感のあ
るイメージで捉えられていることも特徴の一つである。

カテゴリー的に信頼性が低いとみなされている職業で
ある政治家が，「安全・安心のために」，「国民に分かり
やすく丁寧に説明してご理解をいただく」と発言する場
面がしばしば見られるが，「ご理解をいただく」という文
脈自体が説得的と認知されやすく，この場合は理解を得
るどころか逆に不信を招くことはリスコミの常識であ
る。

さらに，原子力リスコミは公衆を対象とした外部コ
ミュニケーションに特化していることも特徴の一つで，
組織のリスクガバナンスと社会的責任の視点による組織
統治や内部コミュニケーションを包含するプロセスアプ
ローチとしての戦略的な取組みがなされていない。これ
らの組織の問題点と課題についてはⅣ章で論じる。

Ⅲ．原子力リスコミの問題点と課題

1．「リスク」の概念
原子力リスコミの問題点や課題を述べる前に，「リス

ク」の概念について考察したい。
科学技術者が考えるリスクとは，「確率×結果（帰結）

の大きさ」と定義するのが一般的であろう。
米国原子力規制委員会（NRC）でも「Risk=Probability

× Consequences」とされている 2）。しかし，リスクマネ
ジメントの国際規格ISO31000：2009では，リスクは「目
的に対する不確かさの影響」3）と定義されており，もは
やリスクは確率ではなく，好ましくない影響だけでな
く，好ましい影響もあることを明確に示したものと言え
る。経済学の分野では，リスクは損害だけではなく利益

Reconsidering of Risk Communication；Reconstruction of 
Nuclear Risk Communication：Naoki YAMANO.
　（2014 年 10 月 1 日 受理）
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の両方の意味を持つ。この考えを放射線に適用すると，
第 1 図に示すように，リスクは「危害」と「便益」のトレー
ドオフ（相反）関係にある。他方，リスク社会学者ピー
ター・サンドマン 4）によれば「Risk=Hazard+Outrage」
であり，分野によってリスクの定義や概念が異なる。つ
まり，「リスク」という言葉を使って異なる分野の人と対
話する時は，その定義するところをお互いに確認する必
要があることを意味する。

2．原子力リスコミの問題点
福島事故後，政府は，「原子力被災者等の健康不安対

策に関するアクションプラン」（平成 24 年 5 月 31 日 原
子力被災者等の健康不安対策調整会議決定）に沿って，
復興庁，環境省，内閣府，食品安全委員会，消費者庁，
外務省，文部科学省，厚生労働省，農林水産省，経済産
業省，原子力規制庁が連携した「帰還に向けた放射線リ
スクコミュニケーションに関する施策パッケージ」を取
りまとめている 5）。この中には，放射線による健康影響
等に関する国の統一的な資料の作成，保健医療福祉関係
者や教育関係者等に対する研修，参加型プログラムの作
成等を通じたリスコミの推進が含まれている。

福島県では，文部科学省による初等中等学校向けの放
射線副読本 6）と併せて，福島県教育委員会が作成した放
射線等に関する指導資料 7）を用いて県内の小中学校での
放射線教育が行われている。その他の取組みとして，日
本保健物理学会 8），日本放射線影響学会 9）をはじめとす
る多くの学協会や教育研究機関が独自のリスコミを行っ
ている。これらの多くのリスコミ実践の努力には頭の下
がる思いであるが，はたして国民全体にこれらの成果が
あまねく知れ渡っているであろうか？

これらの放射線による健康影響リスコミ実践活動の分
析を例として原子力リスコミ全般に対する問題点を考察
する。
（１）　文脈への配慮
放射線の健康影響に対する知識を得るための啓発とし

て，「放射線を正しく知って正しく恐れよう」という専門
家のリスクメッセージが福島事故後マスメディアを通し
て報道された。このメッセージ自体は放射線リスクを

「正しく知る」ことが大切であるとの含意であるが，放射
線に対する知識も興味もあまりない人にとっては，この
文脈は途中の含意を読み飛ばして単に「放射線を恐れよ
う」と受け取ってしまう。このメッセージを考えた人は
寺田寅彦の浅間山噴火における随筆「小爆発二件」10）を想
起したわけではない。偶然にも類似の表現となり，寺田

寅彦の「正当にこわがる」文脈の「ものをこわがらな過ぎ
たり，こわがり過ぎたりするのはやさしいが，正当にこ
わがることはなかなかむつかしいことだと思われた」と
の意味の違いから誤解されてしまった。

福島事故時の官房長官のプレス発表「直ちに健康には
影響ない」についても同じである。官房長官は，国民の
動揺を懸念して「影響が出るものではない」と安心させる
つもりが，「後になれば健康影響が出る」ものと誤解さ
れ，むしろ国民の不安を増す結果となってしまった。

これらの例示から，リスコミの表現方法は大変難し
く，特に情報量が少ない場合，その文脈によっては逆の
意味に受け取られる危険性がある。リスコミは行う側の
論理ではなく，受け取る側の視点に立って，表現内容が
どのように認知される可能性があるかを予め注意深く吟
味することが求められる。
（２）　情報量への配慮
国の統一的な資料である「放射線リスクに関する基礎

的情報」11）を読むと 15 項目 36 ページにわたる非常に多
くの情報が含まれている。冒頭に本資料の位置づけとし
て，「用語の使い方を含めた基礎的情報をできるだけ分
かりやすく正確に説明するための材料」と記されている。
専門家・有識者の監修を受けているので正確さは認めら
れるが，残念ながら決して分かりやすいものではない。

例えば「リスク」という言葉は本文・図表中に 16 箇所
表れるが，その説明は 15 ページの脚注に小さく「リスク
とは，その有害性が発現する可能性を表す尺度であり，

“安全”の対義語や単なる“危険”を意味するものではな
い。」と記されているに過ぎない。「実際のリスコミでは
対象者や関心事項にきめ細かく対応した資料を作成する
必要がある」とも記されているが，この分かりにくい難
しい内容をきめ細かく適切に料理する人をどのように想
定しているのだろうか？

筆者が低線量のリスコミを敦賀市民対象に行っている
経験から，多くの情報量があると全体を理解するのが困
難であるばかりでなく，大切な情報を掴むことが難しく
なることが分かっている。大切な情報とは，「自分達は
安全なのか？」「子どもや子孫への影響は？」などへの答
えである。

原子力リスコミにおける情報は，対話するステークホ
ルダーの欲する情報を確実に把握して，理解度に合わせ
た明快で適切な量にコントロールする必要がある。
（３）　リスクの相互比較
放射線リスクを他のリスクと比較する説明をよく聞

く。例えば，国立がんセンターが公開している発がんの
リスク 12）との比較である。

喫煙，飲酒，運動不足や野菜不足の発がんリスクの数
値と低線量の発がんリスクの数値を単純に比較すること
はできるが，それから何が言えるかをよく考える必要が
ある。多くの喫煙者，飲酒者はその健康リスクを納得し

第 1 図　放射線に対するリスクのトレードオフ
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たうえで選択しているであろう。また，喫煙や飲酒をせ
ず，運動不足や野菜不足にも注意して生活している人は
多数いる。これらの人々にとって，低線量の放射線は自
分自身で選択したわけではないので，他のリスクとの比
較は意味を失う。むしろ，放射線の発がんリスクを矮小
化したいという説明者の意図さえ感じてしまう。

欧米のリスコミ実践家は，放射線のリスクと他のリス
クを安易に比較することは，実践家そのものに対する信
頼を損ねることを経験から学んでいる 2）。よって，彼ら
は安易なリスク比較を行わない。相手の健康を心から気
遣っていることを理解してくれる人にのみ注意深く行
う。なぜ，日本ではいまだに安易なリスク比較を行うの
だろうか？

その背景には，リスクの数値の大小を伝えれば公衆は
合理的な判断をしてくれる（するべきだ）という期待や思
い込みが専門家にはある。残念ながら人々はリスクを合
理的に判断しないという特性をよく理解しなければいけ
ない。安易なリスク比較に頼る人は，その後，何を話し
ても信用されなくなる可能性がある。

3．原子力リスコミの課題
リスコミ手法は人文・社会科学技術であり，その基本

的な理論の基礎がある。しかも，リスコミ手法はその実
践と切り離して考えることができない。実践については
定石があるものの，対話する相手に合わせて周到な準備
と臨機応変に対応することが求められる。

低線量の健康影響リスコミは，精神的・心理的要因も
考慮する必要があり，時には臨床心理士のようなカウン
セリングの素養が必要な場合もある。つまりリスコミ実
践家（リスクコミュニケーター）という職業はボランティ
アによる片手間仕事では決してできない専門職である。
国は保健医療福祉関係者，教育関係者や地方自治体職員
等に対するリスコミ研修を行っているが，彼らがリスク
コミュニケーターの専従になるわけではない。

原子力リスコミは，今後，放射性廃棄物の管理・隔
離，地震・津波などの外的事象に対する原子力安全，さ
らには原子力のあり方そのものに対するグローバルな問
題に長期にわたって携わることがますます要請されるで
あろう。それに的確に対応するためには，良いリスコミ
資料を開発することはもちろんであるが，新たな手法の
研究開発と，それを有効に活用できるリスクコミュニ
ケーター育成が必要である。

大学においてもグローバルな問題に対応する原子力リ
スクコミュニケーター育成コースを設置して，優秀な学
生を育成するとともに，原子力規制機関，事業者，地方
自治体や NPO と連携し，積極的に社会人学生を受け入
れて人材育成を行う制度の拡充が望まれる。

Ⅳ．原子力リスクガバナンス

前章までに述べた放射線リスコミは，公衆という外部
ステークホルダーを対象としたリスコミ手法であった。
リスコミには組織の構成員である内部ステークホルダー
を対象とした手法も存在し，米国 NRC では外部・内部
それぞれに対する戦略的リスコミのガイドブック 2, 13）が
作成され，NRC 職員の研修に供されている。

外部リスコミと内部リスコミは一見独立して存在する
ように見えるが，本章で述べるリスクガバナンスの視点
からは相互に関連するものとして統合される。ここでは
新たな原子力リスクガバナンスモデルを提案したい。

1．原子力リスクガバナンスの概念
原子力リスコミは，外部ステークホルダーのみを対象

として単独で存在するものではなく，リスクアセスメン
ト，リスクマネジメント，公衆の 3 つの輪をリンクする
ものであり，これらのプロセス相互間の戦略的なプロセ
スアプローチの取組みが必要である。さらに，リスク情
報に基づいたリスク評価やリスク対応における意思決定
プロセスを明確にし，公衆に対する透明性を確保する組
織ガバナンスのあり方についての検討も必要である。

国や専門家がリスク基準を明示すべきと考える人々は
多い。しかし，公衆の価値観には多様性があり，提示さ
れたリスク基準を比較的素直に受け入れる人もいるが，
得心がいかない人は受け入れない。

原子力リスク問題の多くは不確実性の影響が大きく，
科学のみでは解決できないトランスサイエンス領域にあ
る。不確実性の影響をどのように考慮するかは，人々の
知る権利に働きかける従来のリスコミだけではなく，公
正なリスク情報を共有し，人々の自己決定権に働きかけ
る双方向対話が欠かせない。

従来の原子力リスコミ手法であるステークホルダーと
の双方向対話を発展させ，自己決定権に働きかける「協
治」の概念を導入し，ISO31000：2009 に代表されるリス
クマネジメント，ISO26000：2010 に代表される社会的
責任を横断した戦略的な市民参画型リスクガバナンスモ
デルを提案する。このモデル概念を第 2 図に示す。市
民参画型リスクガバナンスモデルの「協治」のイメージを
理解してもらうために，筆者らが敦賀市を対象として
行っている低線量の放射線健康影響における地域参画型
原子力リスコミについて簡単に述べる。

2．地域参画型原子力リスコミモデル 14）

低線量の放射線健康影響における地域参画型原子力リ
スコミモデルは，まず，科学的エビデンスに基づいた放
射線リスク情報の伝え方，科学のみでは解決できない不
確実性をどのように取り扱うか，また，心理的・社会的
影響をいかに考慮するか，という課題に対し，公衆の低
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線量リスク認知における阻害要因と課題を抽出する。
これらの阻害要因や課題を解決するために，少人数の

地域市民（地域コミュニティ）との勉強会による「協働」で
「低線量の放射線健康影響ガイドブック」を作成する取組
みである。

最初に，このガイドブックのドラフト（たたき台）を放
射線生物学，社会心理学，リスコミ，公衆参画，社会的
責任を専門領域とする研究者によって作成する。次に，
このドラフトを用いて敦賀市民との勉強会を実施する。
現在，勉強会は数人～十数人の 3 つのグループに分けて
行っている。第 1 グループは敦賀市在住の地域市民，第
2 グループは敦賀市健康管理センターに所属する保健
師・管理栄養士・助産師，第 3 グループは敦賀記者クラ
ブに所属するメディア記者で構成されている。複数回の
勉強会を通して地域市民のリスク認知度や理解度を把握
するとともに，「低線量の放射線健康影響ガイドブック」
の内容と表現方法について議論する。平成 25 年度は勉
強会を 8 回実施した。また，敦賀市及び首都圏において
公開シンポジウムをそれぞれ 1 回開催し，一般市民及び
関連研究者等との議論を行った。平成 26 年度は，これ
らの検討結果を基にドラフトを改訂して，「低線量の放
射線健康影響ガイドブック」の「初級編」の作成を一緒に
行っている。市民参画による協働によって，自ら得心が
いく，他の市民にも伝えられるガイドブックを作成する
ことを目指している。

この過程を通して，効果的なリスクメッセージを多様
なアクターの協働により作成し発信する手法を設計し，
実効性のある地域参画型リスコミモデルの構築を目指し
ている。

3．市民参画型リスクガバナンスモデル 15）

地震・津波などの外的事象や放射性廃棄物の管理・隔
離に対する原子力リスコミに関しては，当該リスクに関
するリスクアセスメントおよびリスクマネジメントの専
門家の助言や事業者からの情報提供が必要となる。なぜ

なら，第 3 図に示すように，事業者のリスクアセスメ
ントの各プロセス（リスク基準決定，リスク特定，リス
ク分析，リスク評価，リスク対応，残留リスクへの対応
等）の情報や内部コミュニケーションの情報が効果的な
リスクメッセージ作成に必須であることによる。リスク
マネジメントを行う事業者は，リスクから組織を守ると
いう目的の性格上，公衆との外部コミュニケーションに
対して慎重で防御的な姿勢となる傾向がある。そのた
め，これらの原子力リスコミは相互信頼が醸成されず，
二項対立になりやすい。

提案する市民参画型原子力リスクガバナンスモデル
は，この弊害を解決するため，前節の「地域コミュニ
ティ」の「協働」から対象地域を「コミュニティ」全体へ拡
げた「協治」に発展させ，社会的責任（SR）を取り入れた
事業者とは独立した第三者組織を基本的枠組みとする。
建設的な意思を持つステークホルダーの公平な参画によ
り構成された組織構成員が運営主体となる。当該リスク
を管理する事業者を参考人として，事業者の内部コミュ
ニケーションに基づいたリスク情報の提供を受けて，公
正で効果的なリスクメッセージの作成と発信を行う。運
営プロセスを明確にして社会に対する信頼性と透明性を
確保する。また，助言を受けるリスクアセスメントおよ
びリスクマネジメントの専門家は，組織構成員の合議に
より選定する。

さらに，この枠組みに基づいて原子力リスコミを効果
的に実践できる人材育成を視野に入れている。今後，組
織体の構成，中立的な運営方法，公平なステークホル
ダーの参画方法，事業者の協力方法，説明責任と透明性
の確保の仕組みなど，本モデルの具体的な骨組みと個々
のプロセスおよびプロセス間相互関係を明らかにして，
新たな原子力リスクガバナンスモデルの構築を目指した
い。フランスの地域情報委員会（CLI）のように，ステー
クホルダーとして地方議会議員の参画を促すことも一案
である。

この視点は，国民の生命，健康および環境を守る負託

第 2 図　市民参画型原子力リスクガバナンスモデルの概念
第 3 図　リスクマネジメントの実践プロセス

ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and guidelines, 2009.
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を受けている原子力規制機関においても同様な取組みが
必要であると考えられる。原子力規制機関はその組織理
念に則り，自らが決めた規制基準や適合性審査の結果
を，単なる情報公開だけではなく，自らが国民にもっと
分かりやすく説明する社会的責任があると考えるが，読
者諸賢はどのようにお考えだろうか。

Ⅴ．ま と め

福島事故後，顕在化した放射線のリスコミを例とし
て，従来の原子力リスコミの問題点と課題について述べ
た。また，今後，長期にわたって，放射性廃棄物の管
理・隔離，地震・津波などの外的事象に対する原子力安
全，さらには原子力のあり方そのものに対する原子力リ
スコミを継続して行うための市民参画型原子力リスクガ
バナンスモデルを提案した。

原子力には再稼働に象徴されるように社会において二
項対立に陥りやすい問題がある。しかし二項対立では建
設的な解は決して得られない。原子力リスコミは公正な
リスク情報をステークホルダー間で共有し，相互の価値
観を理解して相互信頼を醸成し，建設的な方向に導くた
めの社会技術である。説得や拙速な合意形成を図るため
の道具ではない。遠回りの道のように見える原子力リス
コミではあるが，紛争による社会的コストを事前に回避
して合意に至るための道筋をつける方法としては最も確
実な近道である。大切なことはステークホルダー同士が
お互いの意見を尊重し合い，相互作用の過程でお互いの
価値観が変わることを認め合うことであろう。

安全で豊かな生活のなかで幸福を追求できる社会を目
指すという共通目標は誰しも合意できるであろう。その
実現のために建設的な原子力リスコミが役立てば幸いで
ある。

本報は JSPS 科研費 25420902の助成を受けた成果を
含みます。
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Ⅰ．はじめに

放射性廃棄物はその発生元や含まれる放射性核種の半
減期などの特徴を踏まえ，適切かつ安全な陸地処分が実
施・計画されつつある。うち，高レベル放射性廃棄物や
放射性ヨウ素の除去に用いられた銀吸着材などの一部の
低レベル放射性廃棄物（TRU 廃棄物）は，「地層処分」の
対象とされる。現時点では，地層処分場を設置する場所
が定まっていないことから，上記放射性廃棄物を安全に
処分するための処分場を作る上では，地層や岩盤の性質
や周辺の環境条件をも含めた「地質環境（地層処分の観点
から見た地下の環境）」の理解が不可欠である。本稿で
は , わが国の地質環境の特徴や役割について解説する。

Ⅱ．天然現象と放射性廃棄物処分

地層処分において，地下 300m 以深の地層中に土木構
造物を設置する処分場候補地（以下，候補地）選定には，
地質学を応用することが重要であり，その基本は，どこ
に何があるか，それが将来どうなるか，である。日本列
島には，様々な性質を持つ地層・岩体が複雑に分布す
る。また，火山活動や地震が活発な変動帯と呼ばれる地
帯に属しており，地層・岩体は将来にわたり様々に変化
する。

近年，最新の知見に基づいて，日本列島の地質環境の
過去の長期的な変化や現在の状態の概要が取りまとめら
れ１），さらに，情報の更新が継続されている２）。

日本列島の地質環境の特徴は，例えば，安定陸塊と呼
ばれるアフリカや南極などの古い岩石が主体となる大陸

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．天然現象と放射性廃棄物処分

放射性廃棄物概論
施設の運転および廃止措置により
発生する放射性廃棄物の対策

第６回 わが国の地質環境

電力中央研究所　新　孝一　ほか

などの地域とは異なる。したがって，地層処分では，わ
が国の地質環境の特徴を理解した上で，天然バリアと，
放射性廃棄物を覆うオーバーパック（金属），ベントナイ
ト（粘土鉱物），コンクリートなどの人工バリアから成る
多重バリアシステムが十分に機能する地域を候補地とし
て選定し，地質環境に即して設計する必要がある。以下
に，地層処分で考慮すべき代表的な天然事象として火
山・地温（地中の温度），隆起・侵食，活断層を取り上
げ，事業との関係を述べる。なお，非火山性熱水・深部
流体，地質断層の再活動や，氷河期の地下水面の低下

（酸化性地下水の選択的浸入）などのバリア機能への影響
も考えられるが，紙面の都合上，他書に譲りたい。

１．火山活動・地温
日本列島の火山は，おおよそ日本列島の中央部に直線

的に配列して分布する１，２）。特に北海道，東北，九州で
明瞭である。このような活火山地形の太平洋側の分布境
界は，「火山フロント」と呼ばれる。

火山活動と地熱地域は密接に関わっており，深部方向
への温度上昇（地温勾配）が大きい場所と火山のある場所
はほぼ一致する。地下で火成活動があると地温勾配が大
きくなり，10℃/100 ｍを超える地域もある。このよう
な地域では温泉が湧いたり，また地熱発電所が建設され
たりすることもある。なお，わが国の非火山地帯の地温
勾配は概して 40℃/km 以下と考えられている１）。

ここで重要なことは，火山フロントの太平洋側では過
去長期にわたり火山活動が起こらなかったこと，つま
り，火山の偏在であり，これはプレート運動との関係で
説明されている。したがって，処分場の選定では，火山
活動の場所や，地温勾配の状態を考慮し，まず，マグマ
が処分施設を直撃し，放射性廃棄物を含むマグマが地表
まで噴出するような場所は回避せねばならない。さら
に，高温下では，人工バリアの材料が変質し，機能が低
下することが考えられるため，地温勾配を考慮する必要
がある。

Introduction to Radioactive Waste―Management of 
Radioactive Waste from Operation and Decommissioning of 
Nuclear and Other Facilities（6）；Geological Environments 
in Japan.：Kouichi SHIN, Yasuharu TANAKA, Masaki 
TSUKAMOTO, Ryuta HATAYA, Hidekazu YOSHIDA.
　（2014 年 8 月 12 日 受理）
■前回タイトル
第 5 回　放射性廃棄物の処分
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２．隆起・侵食
地面が隆起すれば，程度の差こそあれ，必ず侵食が生

じ，地下に埋設した放射性廃棄物は地表に接近する。し
たがって，放射能の減衰との兼ね合いで，適切な隆起

（沈降）速度/侵食（堆積）速度の箇所を候補地として選び，
適切な深度に施設を設置する必要がある。

日本国内の隆起（沈降）速度は一様ではない。地層処分
では，安全評価の時間尺を考慮し，数万年～数十万年
オーダーの隆起速度が議論されるが，この時間尺でも同
様である１）。例えば，最も隆起速度の速い地域の一つは
中央アルプスであり， 10 万年間で数百 m 以上とされて
いる。また，丹沢山地，房総半島～南西諸島にかけて，
北海道～越前山地にかけての海岸沿い・島しょなどに
も，過去 10 万年で 100m程度かそれ以上の隆起が認め
られている。

隆起速度が著しく大きい地域は，侵食量も大きく，放
射性廃棄物の地表接近防止の観点から，処分場の選定に
あたり除外する必要がある。また，隆起速度の地域差
は，地質構造発達史と密接に関連し，この把握が候補地
を含む地域の長期的な環境変遷の議論に非常に重要であ
る。

３．活断層
過去に繰り返し活動し，将来活動する可能性がある断

層は，活断層と呼ばれる。活断層が処分場へ与えると考
えられる影響として，活断層が動くことで起こる揺れ，
断層変位に伴う処分施設・廃棄体の破壊と断層周辺の透
水性の増加が重要である。揺れに対しては，地下深部で
は揺れが小さくなる点を考慮して適切な耐震設計を施
す，後二者に対しては，活断層の存在が明らかな地域は
候補地から除外し，小規模な断層に対しては，施設のレ
イアウトで回避するなどの工学的対策が取られる。

活動性が高い活断層の分布は概ね把握されているが，
火山同様，分布に偏りがある１，２）。例えば，東北地方脊
梁部以西や中部山岳地域～近畿地域中部では活断層が多
く分布するが，それら地域に隣接する北上山地や近畿地
方南部（紀伊半島）には顕著な活断層は知られていない。
しかし，活断層の分布が疎である地域でも，未知の小規
模な活断層や，他の活断層の運動に付随して変位しうる
ような断層の分布については，よくわからないこともあ
る。そのため，活断層の有無や，近接する場合の影響を
考える際に，単に活断層の分布を追うだけでなく，隆
起・沈降同様，地域の地質構造発達史の把握が重要とな
る。

４.　天然事象の将来予測と安全評価
日本列島の地質環境を概観すると，変動帯にある日本

列島内に，過去から現在に至るまで相対的に安定であっ
た地域があることがわかる。同時に，将来的な安定が望

まれる地層処分がどこでも実施可能とは言えないことも
明らかである。地層処分の安全性確認では，実験では再
現できない長期変遷を考慮するため，安全評価により処
分場としての適性を検討する。これは，数万～数十万年
後の将来に関わる様々な作業仮説を想定し，それらの仮
説の下で人間環境への影響を見積もる科学的行為と容認
基準との比較という意思決定行為の組合せである。本章
では将来予測について簡単に触れる。

一般に，地質環境の将来予測は，地域的な詳細な現
状・過去の履歴を明らかにし，過去の現象の法則性に基
づいて予測する。しかし，前述の様々な天然現象が重
なって起こる地域では，予測も複雑となり，将来予測の
不確実性が大きい。また，地層処分で扱う時間スケール
での天然事象の将来予測では，法則性もまた作業仮説で
あるため何らかの不確実性を有する。不確実性が大きい
ほど一般的には不安を与え，社会的な受容度は低くな
る。そのような地域での処分場の選定においては，今後
の科学技術の進歩により不確実性が低減されることが不
可欠となる。一方，不確実性の低減は技術的な限界があ
ることを真摯に再認識し，候補地選定後も，将来におけ
る‘想定外事象’を可能な限り減らすべく，継続的に実際
の事例調査と知見を蓄積しなければならない。 

Ⅲ．岩盤の熱特性と力学特性

放射性廃棄物の地層処分では，多数の坑道が配置され
る岩盤の力学的な安定性確保が，まず重要となる。ま
た，処分坑内に発熱性の廃棄体を埋設した後に，緩衝材
の温度上昇による機能低下を防ぐため，適切な埋設間隔
を確保して設計する必要がある。岩盤の熱特性と力学特
性は，処分場の設計にとって重要な入力情報であり，加
えて，埋設後の処分場の変遷を検討する際にも必要とな
る。

１．熱特性
岩盤の熱特性は，第一に廃棄体の発熱がニアフィール

ド（人工バリアおよびその周辺岩盤）に及ぼす影響の評価
に必要となる。処分場設計において，廃棄体の周囲に設
置する緩衝材が高温になり過ぎないよう，廃棄体の埋設
間隔と処分坑道の間隔が設定される。緩衝材の温度を
100℃以下とすることが基本的な設計の考え方である。

また，岩盤の熱特性は，ニアフィールドの状態変遷の
評価，熱 - 水 - 力学等が連成する挙動の数値シミュレー
ションや，気候変動に伴う長期の処分場温度環境の変遷
の評価の際にも用いられる。

例えば，スウェーデンの安全評価プロジェクト SR-
Site ３）では，以下の熱物性４）の項目を評価している。
・ 岩体ごとの熱伝導率の空間分布，異方性，温度依存

性，応力依存性。熱伝導率が低いと緩衝材の温度が高

Ⅲ．岩盤の熱特性と力学特性

115



連載講座　放射性廃棄物概論（新，他）

（ 50 ） 日本原子力学会誌，Vol.57，No.2（2015）

くなるため，特に値が低い側の分布特性が重要であ
る。

・岩体ごとの熱容量の空間分布，温度依存性
・処分場位置での温度（物性ではない）
・主要な岩種ごとの熱膨張係数

上記に加え，緩衝材温度の予測評価の不確実性の幅
が，設計に必要な熱特性パラメータとなる。

さらに，気候変動に伴う処分場温度環境の変遷の長期
評価に必要なパラメータとして，次が挙げられている。
・岩体ごとの熱拡散率の平均値
・岩体ごとの内部発熱量の平均値
・対象領域での地温勾配の平均値
・対象領域での地殻熱流量の平均値と不確実性の幅

処分場設計の例として，核燃料サイクル開発機構（現
日本原子力研究開発機構，以下，JNC）が，廃棄体の発
熱量および緩衝材と岩盤の熱特性を考慮した有限要素法
の熱解析により，緩衝材の制限温度を 100℃とした場合
の処分坑道間隔と処分孔間隔を評価した５）。その結果，
軟岩系岩盤の場合でそれぞれ，13m，6.66mと評価され
ている。

２．力学特性
熱特性と同様，処分場の配置に関わる重要な要素であ

り，坑道の断面形状や支保の設計，施工，建設・操業時
の安定性に関わる。さらに，処分孔内の緩衝材や周辺岩
盤との熱 - 水 - 力学的相互作用を通じて廃棄体の安定性
に影響を与える。力学特性には，次に示すように強度や
変形に関する物性と，岩に作用する地圧がある。

強度には，圧縮強度，引張り強度などがあり，これら
は拘束圧や荷重を加える速度（載荷速度）などの条件に
よっても変化する。また，変形は一般的にはヤング率と
ポアソン比の２つの係数で評価できるが，高応力では内
部の微視的な破壊などが加わることにより非線形的な挙
動を示す。さらに，岩が破壊した後の変形特性も重要で
ある。そして，天然の岩は，硬岩 - 軟岩，火成岩 - 堆積
岩 - 変成岩，地質年代，風化の程度などに応じて，多様
な強度・変形特性を持つ。このため岩の挙動評価用に
様々な力学モデルが提案されており，岩の特性に応じて
使い分ける必要がある。モデルにより入力パラメータが
異なるため，各パラメータの詳述は避け，以下に例示的
に述べる。

硬岩（花崗岩）を対象とした SR-Site ３）では，変形特性
として弾性に関するパラメータ，および不連続面の変形
特性としてせん断と直方向の剛性が用いられている。ま
た，スポーリング（処分孔内壁などが地圧の応力集中に
より剥がれる破壊）強度が用いられていることが特徴的
である。ほか不連続面の強度特性として粘着力，内部摩
擦角などが用いられている。

一方，地圧は岩体内部に作用している応力である。

SR-Site ３）では，不連続面の透水性が，間隙幅への影響
を介して地圧に依存するという関係を考慮したモデルと
パラメータが用いられていることが特徴である。

なお，JNC では，SR-Site ３）では用いられていないパ
ラメータとして，有効間隙率，引張り強度（圧裂），せん
断強度，内部摩擦角なども考慮した評価が行われてお
り，岩のクリープ挙動（応力一定で変形が進行し最終的
に破壊に至る現象）にも留意している５）。

Ⅳ．地下水流動と化学特性

１．地下水流動
処分施設周辺の地下水の流れは，放射性核種の施設か

らの漏えい量や岩盤中での移行速度，緩衝材の物理的な
安定性に大きく影響する。故に，施設周辺の地下水流速
は，できるだけ遅いことが望ましい。地下水のダルシー
流速（岩盤単位断面積あたりの通過流量）は，岩盤の透水
係数と動水勾配（地下水の流れ方向の単位距離あたりの
水のポテンシャルの差）に比例する。したがって，候補
地としては，透水係数や動水勾配が小さい地層・岩体が
望まれる。

節理や断層等の割れ目/不連続面は地質構造の発達に
伴い形成され，おおむね形成時代が古い岩盤の方が新し
い岩盤よりも分布頻度が高い。主に新第三紀鮮新世以降
の堆積岩では，粒子間間隙が地下水の主要な流動経路と
なることが多い。一方，火成岩類や変成岩類，中新世以
前の古い堆積岩類は，節理性岩盤とも呼ばれ，岩体中に
生じた割れ目が主要な流動経路となる。特に，断層は連
続性が高く，角礫や粘土を含む破砕帯を伴う。断層周辺
には割れ目が多く，概して断層に平行な方向には水が流
れやすく直交方向には流れにくい（異方性）。また，割れ
目はネットワークを構成し，個々の割れ目の透水性や幾
何特性，分布特性がネットワーク全体の透水性を規定す
る。

岩盤の透水係数は，深度が大きくなるにつれて，割れ
目の開口幅や間隙率が減少し，小さくなる場合が多い６）。
深度依存性は地表面付近で顕著で，地下深くなるにつれ
て弱くなる傾向が国内外の調査で確認されている７，８）。
一方，処分施設を含む地層の透水係数によらず，その上
位層の透水係数が小さい場合には，上位層が「キャップ
ロック」の役割を果たし，上方向への地下水流れによる
放射性核種の移行を妨げることが期待される。堆積岩地
域では，しばしば周りの地層より間隙水圧が高い地層が
存在し，原因として上位の難透水層の存在が考えられ
る。

動水勾配は地形の影響を大きく受け，一般に地形勾配
が急であるほど大きい。JNC ５）による文献調査では，動
水勾配の平均値は山地で 0.061，丘陵で 0.035，台地で
0.016，低地で 0.008 であった。ただし，動水勾配は地下

Ⅳ．地下水流動と化学特性
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深いほど地形の影響を受けにくい傾向があり，地下深部
では上記の値より小さいと推定される。また，海に囲ま
れたわが国では，動水勾配が非常に小さい沿岸海底下が
候補地となる可能性も考えられる。ただし，海水準の低
下や隆起により処分場地域が陸化した場合，地形勾配に
準じた動水勾配が生じる。さらに，海岸付近では密度の
高い海水が淡水の下に楔状に潜り込み，両者の密度が遷
移する境界領域（塩淡境界）に沿って地下水の上昇流が生
じる。海岸線の移動により塩淡境界が処分場を横切るよ
うな場合，放射性核種が上昇流により生物圏に運ばれる
可能性に留意すべきである。

岩盤内での地下水の実際の移動速度（実流速）は，ダル
シー流速を有効間隙率（流体が動くことが可能な間隙が
岩盤の体積に占める割合）で除することで得られる。ダ
ルシー流速が同じでも，有効間隙率が小さい岩盤ほど実
流速は大きい。有効間隙率は，岩種，形成時期，形成後
の応力状態等により異なり，概して深度依存性が認めら
れる。JNC ５）の文献調査では，節理性岩盤ではほとんど
のデータが 10 % 以下（ピーク値は 2 %）であるのに対し，
新第三紀堆積岩では数 % ～ 60 % に幅広く分布する。

２．化学特性
地下水の化学特性（地化学特性）は，主に地下水が接す

る土壌や岩盤（岩石）の構成鉱物や，割れ目中の粘土鉱物
などの性質により決まる。重要な化学特性として，溶存
イオン濃度，pH，酸化還元電位（Eh），コロイドや有機
物，微生物の存在状況が挙げられる。これらは，金属容
器の腐食や廃棄体からの放射性核種の溶出の程度，地下
水中濃度と溶存状態，土壌や岩石中の鉱物への収着（表
面への吸着と内部への吸収が起きる現象）の程度などに
影響し，天然バリアおよび人工バリア中の放射性核種の
移行遅延や濃度低減効果に関与する。

候補地の地下水の化学特性把握には，最終的には地下
水採取による情報収集が重要となるため，調査項目や調
査方法がまとめられている 9）。しかし，候補地が未定あ
るいは採取が困難な状況では，水と鉱物間の化学平衡反
応を考慮して深部地下水の化学的性質を推定する地下水
モデルの重要性が高い。そのため，水質の経時的変化を
評価するためのモデルの適用 10）や，地下水モデルと地
下水流動解析結果との整合性の確認などが行われている
11）。また，地下水化学特性は，塩淡境界の深度や形状の
推定に利用されている 12）。地下水モデルは地層処分に
限らず，候補地や施設を設置する土壌や岩盤が未定な場
合に有効な技術である。

なお，地下水がセメント系材料やベントナイトなどの
人工バリア材料と反応した結果，人工バリアや天然バリ
ア中の地下水の水質が変化する。この変化がバリアを構
成する鉱物の変遷と併せて解析評価されている 13）。

Ⅴ．ナチュラルアナログ

１．ナチュラルアナログとは
地層処分システムにおける，数万年以上に及ぶ長期の

バリア機能を実験等で直接確認することは不可能であ
る。したがって，その長期的な現象の把握とバリア機能
の確認のため，天然に存在する類似現象が研究されてお
り，その現象はナチュラルアナログと言われている。

天然のバリア機能のナチュラルアナログは，オクロ鉱
床での天然原子炉の発見以降，特に，ウラン鉱床を用い
た研究が，国際ナチュラルアナログ研究会（NAWG）等
で行われてきた。また，ガラス固化体やオーバーパック
の腐食の考古学的研究など，多くの研究事例がある 14）。

近年では，地層処分に関して，海外諸国のより具体的
あるいはサイト固有の調査研究に対応するよう，ナチュ
ラルアナログ研究も進められている。一例として，岩塩
中での核種移行現象研究（ドイツ）や氷河期による地下水
流動への影響の研究（スウェーデンやフィンランド）など
がある。一方，日本でも，変動帯地質環境の長期的な変
化や，地下の地質環境の化学的緩衝作用と処分深度に関
する研究や，セメントとベントナイトとの反応など処分
技術に関連した現象の研究など，個別の具体的な現象研
究が展開されている。本稿では，日本の地質環境のバリ
ア機能に関する近年の研究事例を簡単に紹介する。

２．研究事例と今後の展望
地層処分では，地質環境が普遍的に有する還元状態

や，還元剤としての作用（緩衝機能）による，長期にわ
たって放射性核種を固定・保持する働きを重要なバリア
機能として取り入れている。したがって，酸化した地下
水の浸透により酸化雰囲気になることは，できるだけ避
ける必要がある。このような機能を活用する地層処分で
は，長期にわたる安全性の観点から理解すべき酸化還元
反応とそのプロセスには，処分場の掘削～操業～閉鎖の
時系列において，次の現象が想定されている 14，15）。
【処分場掘削後から操業期間の数十年程度】
⑴　坑道掘削に伴う周辺岩盤と，透水性割れ目周辺の酸化
⑵　坑道周辺の地下水位低下に伴う酸化した地下水の侵入

【処分場閉鎖後の数千年〜数万年】
⑶　金属容器の酸化と腐食生成物の周辺岩盤への拡散
⑷　隆起に伴う地表からの酸化フロントの接近または貫通
長期的なオーバーパックなど金属容器の腐食や鉄を含

む鉱物の変質に伴う酸化物の挙動，それらが及ぼすバリ
ア機能への影響の現象的理解には，ナチュラルアナログ
を活用する必要がある。つまり，時間尺を考えて，長期
にわたる地下での現象の適切な理解が求められる。

例えば，地下での酸化還元反応は岩盤のバリア機能に
大きく影響する。近年，酸化還元緩衝作用がバリア機能
に及ぼす影響について，以下が明らかにされている 15）。

Ⅴ．ナチュラルアナログ
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1） 酸化物はウランなどを吸着し，沈殿は透水性を下げ
るなど，必ずしもバリア機能にマイナスに働かな
い。

2） 地表からの酸化還元フロントの侵入は，岩盤との酸
化還元反応によって浅部で緩衝される。

3） 過去に酸化フロントが形成された地下深部において
も未だ緩衝作用が残っている。

以上のように，人工バリア材料との相互作用やバリア
機能への影響評価では，長期的な現象の理解が不可欠で
ある。これからのナチュラルアナログ研究は，前述の長
期的な複合作用も念頭におき，何が自然現象から学べる
かという視点を大事に進めることが重要である。

Ⅵ．おわりに

本稿で示した日本列島の基本的な地質環境条件は，将
来の地層環境の安定性検討のための基礎である。わが国
の地層処分では，天然バリアと人工バリアの多重バリア
の機能を正しく理解し，地質環境に合致した仕組みとし
て組み上げることが重要である。そのため，変動帯たる
日本の地質環境の特徴・状態，長期的な挙動の理解が必
須である。将来の地質環境の変遷の不確実性低減のため
には，地形や地質などに記録された地質環境の特徴を自
然から学びとり，丁寧に解きほぐし，データを蓄積し，
真摯に見直し続けることが不可欠である。 なお，一般
的な地下利用に対して十分に余裕のある深度への処分

（余裕深度処分）については，処分の成立性の確認に向け
た地質環境調査の考え方が検討されており 16），地層処
分と重なる部分も多い。
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福島事故の衝撃は今も残る
原発の再稼働が話題になる中で，新聞やテレビなどの

メディアはこれをテーマに世論調査を行っている。これ
らの世論調査結果は，現実の世論を正しく表しているわ
けではない。質問やその選択肢は調査側の意図に沿って
設計されており，人々の意見はその少数の選択肢の中に
強制的に収斂される。また，調査される人の回答は，調
査する新聞との親和性に影響をうける。だから，それら
の回答を集約したものは完全ではない。

とはいえ，その結果はある程度の目安にはなる。第 1
図は原発の再稼働について NHK や新聞各社が聞いた世
論調査の結果である。社によって数値は異なるとはい
え，どの社の結果も再稼働については賛成より反対の方
が優勢となっている。

人々の意識には再稼働をすべきかどうかという選択の
前に，今後の原発をどうするかという選択がより大きな
問題として控えている。それを聞いた第 2 図の結果で
も，原発については「増加」と「現状維持」を合わせたもの
より，「今より減らす」と「全廃する」を合わせたものの方
がはるかに多い。現時点では原発に積極的な姿勢より懐
疑的な姿勢が優勢であることは，まず間違いのない事実
だろう。

これを時系列でみていく。
福島事故が起こる前の世論調査結果を見るならば，原

発に対しては賛成が反対をやや上回ることが多かった。
日本では至近に原発で大きな事故がなかったことや，世
界的な原子力ルネサンスが，その背景にはあった。

しかし福島事故が起こると，当然のことながら原発賛
成は急減し，反対は急増する。第 3 ～ 5 図は 3 社の結
果を表したものだ。さらにこの結果を見るならば，賛成
減と反対増の傾向は事故からほぼ 1 年経過したころに，

大飯判決が問いかけるもの

　佐田　務

福井地裁は 2014 年 5 月に，関西電力大飯原子力発電所の運転を差し止める判決を下した。原発をめ
ぐる訴訟ではこれまで少数の例外を除き，司法は行政の判断を追認する判決を下してきた。しかし，こ
の判決では原発の実体的な安全性に踏み込むとともに，原告側による因果関係の成立要因を緩和し，原
発が将来もたらしうる不確実なリスクを運転差し止めの根拠とした。この判決が意味するものは何か。
この判決は私たちに何を問いかけているのか。

What Ohi Ruling Asks Us：Tsutomu SATA.
　（2014 年 9 月 30 日 受理）

報 告

第１図　原発の再稼働について（2014 年調査）

第２図　今後の原発の割合について（2013 〜 14 年）

第３図　原発を今後どうすべきか（NHK, 2011 〜 13 年）
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底をうつ。その後は小幅な変動はあるものの，顕著な変
動はない。

TMI やチェルノブイリ，そしてもんじゅのビデオ隠
しなどの事故や事件が起きると，世論調査の結果はその
後から賛成が減り，反対が増えるのが常だった。それか
らしばらくすると，賛成が次第に回復するというのがこ
れまでのパターンだった。しかしながら福島事故では，
いまだにその回復過程には入っていない。そのことは今
も，福島事故の衝撃が残っていることを意味していると
言えよう。そしてそのことが，大飯判決に影響を与えた
可能性がある。

リスクを過大視した判決
大飯原発の運転の差し止めを求めた判決は，多くの根

拠をもとに大飯原発の安全確保が不十分であると断定し
ている。例えば「1260ガルを超える地震によってこの

（冷却）システムは崩壊する（p44）……1260 ガルを超える
地震が来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来
的に不可能である。……1260ガルを超える地震は大飯
原発に到来する危険がある。（p45）」と述べている。

原発の耐震性を確保するための前提基準となる基準地
震動は，さまざまな合理的な手法と適切な余裕を見込ん
だ上で想定される。しかし，それを越える地震が起こる
可能性は常にゼロではない。このため原子力事業者は確
率論的な手法を使って評価し，影響を緩和する措置など
によってこれに対応している。ところが判決はこれらの
対応を無視し，「1260ガルを超える地震」がある可能性

だけをもって危険だと断じている。
また判決は，「全交流電源喪失（SBO）から炉心損傷開

始までの時間は 5 時間余であり，炉心損傷の開始からメ
ルトダウンの開始に至るまでの時間も 2 時間もない

（p48）」と述べる。つまり電源喪失から 7 時間以内で，
炉心はメルトダウンすると述べている。

しかし実際には，全国の原発は福島事故後に，安全対
策が大幅に強化された。今の原発は電源喪失からメルト
ダウンに至るまで，16日間の余裕がある。ここには事
実誤認がある。

さらに判決は，4 号機の核燃料プールについて，「（事
故当時は）隣接する原子炉ウェルと呼ばれる場所に普段
は張られていない水が入れられており，……（事故直後
に）両方のプールを遮る防壁がずれることによって，期
せずして水が流れ込んだ。……核燃料プールが破滅的事
態を免れ……たのは僥倖ともいえる（p61）。本件原発に
係る安全技術及び設備は，……確たる根拠のない楽観的
な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものである

（p64）」と書いている。つまり，4 号機の核燃料プールが
破滅的被害を免れたのは幸運でしかなく，原発の安全対
策はいまだに不十分だと断じている。

判決のこれらの部分を読むならば，判決では原発が将
来もたらしうるリスクを，原子力関係者よりははるかに
大きく評価していることがわかる。その結果として，大
飯原発の安全対策は不十分だという論を導いている。

なお通常の民事訴訟においては，原告側が原因と被害
との因果関係を立証するのが原則だが，公害問題が全国
的に噴出した昭和 40 年代以降の裁判においては，この
因果関係の成立要件が緩和された。

その背景には，被害者である原告側と，公害をもたら
す可能性がある大企業との間には，圧倒的な情報の非対
称性の存在がある。平たく言うならば四大公害訴訟の結
果，原告側はリスクを明快に立証する必要はなくなり，
リスクの可能性を指摘するだけで十分となったのである。

そして大飯判決では，この考え方が採用された。原発
の安全性を論点とした訴訟において，この考え方がこれ
からも適用されることになれば，今後の裁判の行方は大
きく変わる。

不確実なことがらへの対応を検討する制度がない
ここからは，判決が示す価値判断について述べる。
判決は，「原子力発電所の稼働は法的には電気を生み

出すための一手段たる経済活動の自由に属するもので
あって，憲法上は人格権の中核部分より劣位に置かれる
べきものである。しかるところ，大きな自然災害や戦争
以外で，この根源的な権利が極めて広汎に奪われるとい
う事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほ
かは想定し難い（p40）」と述べる。要約するならば原発
の稼働は電気を生み出すという経済活動の自由に属する

第４図　原発の利用について（朝日，2011 〜 14 年）

第５図　原発の利用について（読売，2011 〜 14 年）
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もので，人格権より劣る，つまり人格権が運転利益より
上だとしている。

これに対し原子力関係者からは，電気の安定供給も人
命に関わる公益的なものだから，運転利益も人格権と同
様に重要なものだという主張が数多くなされている。

さらに原子力を進める側は，原発停止で毎年 3 兆円の
国富が流出していくと述べる。しかし判決は，事故が起
こって取り返しがつかなくなるようなことこそが，国富
の流出であると断定している。

そこには両者の認識の大きなずれがある。この点をあ
らためて，整理する。

両者の見解が食い違う最初の論点は，原発がもたらす
可能性がある被害予測にある。原子力を進める側は福島
事故後，安全対策は大幅に強化されており，そのリスク
は許容範囲だとして再稼働をすべきだと主張している。

一方で原発に懐疑的な側は，原発は事故を起こす可能
性が宿命的にあり，事故が起きれば 3 兆円どころではな
い，福島はそのことを教えたではないかとして，将来の
被害リスクを相対的に大きくとらえている。だから，再
稼働にも反対である。そして今回の判決は，こちら側に
たっている。

この前提には，原発の将来の被害予測が不確実である
点がある。その不確実性が，認識が大きくずれる素地を
提供する。しかし，仮にその不確実性を縮減することに
成功し，その発生可能性がそれなりに低いという意見の
収斂を得たとしても，低確率で起こりうる可能性は残
る。そして原発事故がいったん起きれば，大規模な被害
が予想されることに変わりはない。これは，科学だけで
は答えることができない，いわゆるトランス・サイエン
スの問題となる。そして，このようなリスクへの対処を
検討する制度や社会システムを，私たちは持っていな
い。そこに一つの問題がある。

多様な意見を調整する回路が必要
二つ目の論点は，司法と立法や行政との役割分担であ

る。
日本においてこれら 3 者は，三権分立が基本となって

いる。これに沿って司法は，例えば憲法解釈をめぐって
立法や行政と対峙することがある。それは司法の専門的
知見をもとにした判断であり，その役割はきわめて重要
である。

その司法には時として，高度な科学技術的知見を要す
る案件が持ち込まれる。医療や遺伝子組み換え，あるい
は原発などをテーマにした裁判がその例にあたる。その
ような場合でも当該裁判官は可能な限り，案件に関わる
事実の全貌をとらえようと努力し，最善の判決を下すこ
とをめざしている。

とはいえ，そこには一定の限界がある。とりわけ科学
技術をめぐる裁判の場合には，科学技術の知見だけで解

決することができない場合があることについてはすでに
述べた。

例えば政府が年間被ばく量 20mSv を避難基準として
策定したと仮定し，それを不服とする訴訟が起きたとす
る。この場合，20mSv の被ばくが将来のがん発生率を
どの程度増加させるかについては，科学者の間でさえ見
解が分かれる。さらに，その見解が一定の範囲内に収
まったとしたとしても，科学技術の専門家はその基準が
妥当かどうかを決めることができない。そんな中で裁判
官は，二択で結論を示すことが迫られる。本来は社会的
に決定されるべき問題に，裁判官は択一で判断を下す役
割を強制的に担わされる。

原発問題の場合，これまでの司法判断は少数の例外を
除けば，専門家集団による判断を前提に，行政の調査審
議過程において看過し難い過誤や欠落がないかどうかを
判断の基準としてきた。結果として，前述のような難解
な問題の適否を回避してきた。

しかしながら法曹関係者の中には，今回の福島事故を
うけて，これまで行政追随の判断をしたことにより福島
事故を防ぐことができなかったことに対する自責や悔悟
の念をもっている人がかなりいると聞く。今回の判決が
審査過程の妥当性だけを判断基準とせず，原発の実体的
な安全性に踏み込んだのは，こうした背景があるとも推
察できる。

そして，その結果として，大飯判決はこれまでの科学
技術の専門家による知見とは異なる判断を示した。

このような判断の際に，科学技術の専門家の知が前提
となることは言うまでもない。このため原子力を進める
側からは，このような判断は専門知を動員した規制委な
どに判断を委ねるべきであるとして，今回の判決への批
判がなされることがある。

しかし，今後の原発をどうするかは，社会的判断に
よってなされるべきものである。原発に懐疑的な側は，
専門家はその判断材料を示すことまでが使命だとの思い
がある。この点については，こちらに理がある。例えば
遺伝子組換をどこまで認めるかを決めるのは，専門家で
はない。彼らの意見は参考とされるものの，この問題は
専門家が決定できる話ではない。

この問題は，司法の判断と科学技術の知見が食い違う
ことが問題なのではなく，それらを含めた多様な意見を
調整する社会的な回路がないことに問題がある。同時に
今後の原発の在り方をめぐって，国民的に対話する場や
社会システムが不十分だということがベースにある。今
回の判決は，その矛盾が噴出した一例でしかない。

さらに科学技術をめぐる対立的なテーマが主題となっ
た訴訟案件に対し，司法は解決のための十分な資源を
もっていない。このことが，一つの不幸をもたらしてい
る。このためここでは，2 つの提案を行う。

一つの方法は司法資源を拡充することである。例えば
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裁判所には，裁判官の命をうけてさまざまな調査を行う
調査官が置かれている。その調査官を拡充させることが
その方法である。あるいは司法が科学技術をめぐる専門
性を向上させること，さらには科学技術専門の裁判官に
よるチームを編成することも選択肢となる。

もう一つの方法は科学技術をめぐる判断を，司法の外
に部分的に委ねるものである。

例えば先進国の多くは，テクノロジー・アセスメント
（TA）機関をもつ。TA は，その技術がもたらすいいと
ころや悪いところを洗いざらい拾い上げて，その技術導
入に伴う将来の影響を総合的に検討して社会に示すこと
を目的としている。そのような機関を議会直属で設立
し，そこで議論を尽くし，その結果を踏まえて国会が最
終的に判断するというプロセスや回路を作るというもの
だ。この場合，今の司法に委ねられる判断の一部は，そ
こに移転することとなる。しかし，先進国に普及してい
るこの制度が，今の日本にはない。

TA に限らず，日本では原発をめぐる意見の調整や対
話する公式の場がきわめて不十分である。一例をあげる
ならば，NRC は年間で千回近い公聴会を開いているの
に対し，規制委員会は公開ヒアリングさえ行っていな
い。

必要なことは，意見を調整する社会的なシステムを作
ること，そして，そこで議論したのならその結果に自分
は賛成しないけれども，そのプロセスは了承するという
最低限の納得が得られる場の設定ではなかろうか。そし
て議会に直結した TA 機関は，その役割を担うことが
できる可能性をもつ。

三つ目の論点は，社会的な政策決定をめぐる問題であ
る。

言うまでもなく福島事故は，私たちに大きな衝撃を与
えた。この事故を踏まえて，再び原発を使うことを社会
は求めているかどうかについて，今の政権は真剣に議論
していない。かつての民主党政権は討論型世論調査に
よって，曲がりなりにも民意を探ろうと模索した。しか
しながら今の政権には，そのような意図は感じられな
い。

その結果として世の中では，この問題をめぐる民意を
探ろうともせずに，必要論で再稼働を進めようとしてい
る現在の政策に対して，ある種の不満の感情がうずまい
ているようにも思える。それは原発に反対している人だ
けでなく，今回の判決を下した裁判官を含め，世の中の
少なくない人が共有している感情ではなかろうか。逆に
言えば今回の判決を下した裁判官は，そのような感情を
代弁した可能性はないだろうか。

原子力関係者の意識改革は進んだか
今回の判決ではその内容と結論に対して，原子力関係

者からその非合理性を指摘する声が相次いだ。私はその

指摘内容そのものにはおおよそ賛同する。しかし，その
姿勢には違和感をもつ。

福島事故後，多くの原子力関係者はこの事故の収束に
全力をあげるとともに，この事故から可能な限り教訓を
抽出し，それを反映しようとした。同時に自らのどこに
問題があったかを内省し，それを教訓として生かそうと
努力した。

しかし，事故から 4 年近くたった今，それらの反省や
姿勢は忘れがちになっていないだろうか。

例えば，日本学術会議は福島事故の原因の一つとし
て，「知の統合化に失敗した」と指摘したが，その知はど
こまで統合化されたのだろうか。民間事故調は「安全対
策が不十分である問題意識は存在した。しかし，自分一
人が流れに棹さしても変わらなかった」と指摘したが，
そのような認識は払拭されたのだろうか。原子力学会事
故調は，「専門家の研究や警鐘が社会で生かされる仕組
みが足りなかった」と指摘したが，その指摘は今は反映
されるようになったのだろうか。さらに学会事故調のア
ンケート結果では「会社の利益と反する提案は受け入れ
にくかった」と反省事項として述べたが，所属組織の利
益より，公益を重視する姿勢が原子力関係者にはくまな
く浸透したと言えるだろうか。

福島事故後に，原発のハード面の安全対策は大幅に向
上した。しかしながら，原子力への理解を深めてもらう
ためには，それだけでは不十分である。事故後になされ
た前述の指摘を踏まえ，原子力関係者が意識面まで十分
に変革することが求められている。そのことによって初
めて，人々は専門家に対する信頼を向上させ，世論は原
子力に対して納得の度合いを深めるのではないか。

原子力関係者は大飯判決の内容を批判する前に，なす
べきことがありはしないだろうか。そして，こうした努
力が十分になされていたら，大飯判決は違った形になっ
ていたのではなかろうか。
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1．はじめに
国 際 原 子 力 機 関（International Atomic Energy 

Agency 以下，IAEA）は，世界各国において将来原子
力エネルギーを計画・運営・管理するリーダーとなる人
材の育成を目的とした「原子力エネルギーマネジメント
スクール」（Nuclear Energy Management School 以下，
IAEA-NEM）1）を 2010年以降開催している。また，原
子力人材育成ネットワーク，日本原子力研究開発機構，
東京大学および日本原子力産業協会は，IAEA ととも
に，2012 年より，本スクールを日本で開催している 2）,3）。
2014 年 6 月 9 ～ 26 日には，東京および茨城県東海村を
会場として，第 3 回となるスクール 4）が開催された。

将来のリーダーを目指す本スクール研修生にとって，
人的ネットワークの構築は極めて重要であるとの認識に
立ち，第 3 回スクールでは，6月 13 日の午後に，特別
セッションを設けた。

このセッションでは，今後の各国および国際的な人的
ネットワークの構築に資する観点で，筆者らによる人的
ネットワーク構築に関する活動経験の共有を行うととも
に，全体討論をとおして，今後の人的ネットワークの拡
大に向けた取組を行う上での課題と解決方策について議
論を行った。

2．開催内容
本セッションは，日本原子力学会の Collaboration 

Task Force において提案された。この提案を踏まえ，

Japan-IAEA Joint 原子力エネルギーマネジメント
スクール Human Network セッション開催
　世界の原子力の若手をつなぐ人的ネットワーク構築をめざして

原子力青年ネットワーク連絡会代表・東京工業大学　西山　潤ほか

原子力エネルギーマネジメントスクールにおいて，新規原子力導入国を含む海外 15 ヵ国からの 19 名
の研修生および 12 名の日本人研修生参加のもと，原子力分野で働く若手の人的ネットワーク構築のた
めの知見共有および意見交換を目的とした特別セッションを開催した。同セッションでは，活動経験共
有のための発表とともに，人的ネットワーク構築を行うための方策として，Young Generat ion 
Network（YGN）活動を例に，必要性，課題，今後活動を広めていくためにできることについて全体討
論を行った。

学会等関係者が連携して，セッションを運営した。
我が国における若手の人的ネットワーク構築活動に従

事してきた日本原子力学会・原子力青年ネットワーク連
絡会（Young Generation Network Japan 以下，YGNJ）
および学生連絡会による経験の共有，本スクール修了者
による本スクールにおける人的ネットワークの構築につ
いての経験共有につき，3 件の発表を行った。また，本
セッションの後半では，この発表を踏まえて，全参加者
による討論を行った。

セッションの冒頭で，司会の大釜より，本セッション
の趣旨を説明した。将来のリーダー候補である本スクー
ル研修生にとって，本スクールを通して得られる知見と
ともに，経験を共有し，お互いを刺激し合える多様な背
景を持つ世界各国の原子力関係者との人的ネットワーク
も重要である。本セッションにおける実践例紹介等を踏
まえ，多様な参加者が集まるこのスクールの機会を通
し，研修生同士の人的ネットワークの構築とともに，将
来的にはさらにその拡大を目指していってもらいたいと
の趣旨を説明した。

（１）　経験共有
セッション前半では，人的ネットワークの構築にかか

る具体例として，西山より Young Generation Network
（YGN）お よ び International Youth Nuclear Congress
（以下，IYNC）の活動，渡辺より学生連絡会における活
動例，坂本より 2013年の IAEA-NEM 中の研修生同士
の交流および修了者のネットワークに関する発表を行っ
た。

⑴　YGN および IYNC の活動
世界各国に原子力分野の若手ネットワークである

YGN が組織されている。YGN では，各種イベントや勉

Info Session on Human Networking Held in Japan-IAEA 
Joint Nuclear Energy Management School；Aiming to Develop 
Human Network among Nuclear Young Generation in the 
World：Jun NISHIYAMA, Kazuya OHGAMA, Tatsujiro 
SAKAMOTO, Rin WATANABE.
　（2014 年 7 月 30 日 受理）

報 告
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強会等を通し，原子力の若手同士のネットワーク構築に
資する活動を行っている。また，この国際版である
IYNC は，YGN 活動のない新興国への YGN 設立支援な
ど，今後，YGN 活動を新規に立ち上げたい国にとって
有益なプログラムを実施していることなどが紹介され
た。なお今回のスクール参加者の出身国 16 か国のうち，
すでに IYNC に加盟している国は 9 か国であった。

この発表により，YGN 活動をはじめて知ったという
研修生も多くおり，人的ネットワーク構築のプラット
フォームの一例としての YGN 活動に関心を持ってもら
えた。YGN 活動が行われている国からの研修生の中に
は，今後，YGN 活動に関与してみたいという意見も聞
かれた。また，YGN がない国からの研修生の中には，
今後，IYNC の YGN 設立支援プログラムなどについて，
さらに詳細を知りたいなど，こうした活動について高い
関心を示す感想があった。

⑵　学生連絡会における活動
学生連絡会の活動の一つとして，将来異なるフィール

ドで働く人に，原子力に関する関心を高めてもらうこと
を目的とした意見交換会を企画している。法，経済，社
会，医学その他の領域の学生と意見交換を行うべく，現
在原子力が直面している課題について勉強し，原子力工
学だけでは答えの出せない問題は何か，を議論してい
る。

これまでの活動を通して，他分野を含めた多くの学生
同士のコミュニケーションのネットワークを広げること
ができた。今後，他分野に従事する人たちの原子力に対
する認識，考え方を知り，原子力を取り巻く状況につい
て理解を深めることを目指す。

⑶　IAEA-NEM 開催中の交流および修了生のネット
ワーク

IAEA-NEM には，多様な専門および出身の研修生が
参加しているため，他研修生の考え，姿勢から多くのこ
とを学んだ。また，多様な文化的背景を持つ参加者がい
ることから，異なる文化への敬意・配慮を持って接する

ことが重要であり，お互いの理解・信頼を築くために，
毎日のコミュニケーションを大切にするように心がけ
た。

スクール中に築いたネットワークを維持するため，
2013 年のスクール修了者は，Facebook 等のソーシャル
メディアにより近況を共有している。また，これとは別
に，2010 年の第 1 回 IAEA-NEM スクール修了者が運
営しているメールネットワークにより，世界中の 300 人
を超えるスクール修了者による情報交換を行う場がつく
られている。こうした場を利用し，ネットワークの維持
につとめている。

以上の発表および質疑を通し，研修生は，人的ネット
ワーク構築の重要性について認識を深めた。また，その
実践の第一歩として，本スクールにおける研修生同士の
交流の大切さを知ってもらう機会にすることができた。

なお，このセッションの次の週には，研修生同士で交
流するためのイベントを企画し，外国人研修生との積極
的な交流の機会つくりに自発的に取り組んでいた日本人
研修生もいた。また，研修生たちは，スクール修了後も
近況を連絡し合えるように Facebook の専用ページを立
ち上げていた。スクール終了後の現在もこのページで近
況のやりとりをしている。

（２）　全体討論 - YGN 活動を広げるために
本セッションの後半では，前半のさまざまな活動例も

踏まえ，ネットワークつくりについて YGN 活動を具体
例として取り上げて全体討論を行った。

YGN 活動は，原子力導入国を中心に活動が行われて
おり，今後原子力を導入しようとする国でも，個人の人
的ネットワークつくりのプラットフォームとして重要と
考えられる。はじめに，YGN の必要性，次にネット
ワークを広げる上での課題につき意見交換を行い，その
上で YGN 活動を広げるために，具体的に何をできるか
検討した。

⑴　YGN 活動の必要性
YGN 活動のない国からの研修生からは，各ステーク

ホルダー間の水平的な意見，知見の交換を目的とした
ネットワーク活動が重要であるとの意見があった。

⑵　YGN 活動の課題
YGN 活動がある国であっても，こうした活動は一部

の若手の間のみに限られてしまう傾向がある。そこで，
YGN 活動のある国で，こうした活動に参加していない
研修生との意見交換を行い，YGN 活動の課題の抽出を
試みた。

多くは，これまでこうした活動の存在を知らなかった
ため，参加する機会がなかったとのことであった。中に
は，今回のセッションで活動について知り，また，興味
を持ったので今後参加を検討したいと考えているという第 1 図 　YGN 活動を行っている国
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研修生もいた。
また，その他に，仕事が忙しくて参加することが難し

い，どのくらいの負担となるかがわからないので参加を
判断し難い，具体的なメリットが見えにくいなどの意見
があった。

⑶　今後 YGN 活動を広めるために何ができるか？
YGN の活動内容を見直し，参加者にさらに興味を

持ってもらえるように，内容の充実に努めることが重要
との意見があった。忙しい人，地理的に離れているため
に参加しにくい人のために，インターネット上での対話
を促進することも活動の活性化につながるのではないか
との指摘があった。また，YGN の年齢制限（多くの国で
35 歳以下を YGN メンバーとしている）などをなくすこ
とで，さらなる参加者の拡大や，異なる世代間での知見
の共有などにつながるとの意見もあった。

YGN 活動へ参加していなかった理由として，YGN 活
動を知らなかったとの回答が多かったため，今後，さら
に YGN の存在および活動内容について情報発信してい
くことも重要と考えられる。

3.　まとめ
本セッションを通し，多くの国から IAEA-NEM に

参加している研修生に，人的ネットワークの重要性を示
し，その構築のための具体例などの知見を共有すること
ができた。また，全体討論では，YGN を一例として，
人的ネットワーク構築のプラットフォームの必要性，広
げていく上での課題，今後の活動拡大のためにできるこ
とにつき，意見交換を行った。

筆者らは，このような人的ネットワークつくりの活動
を行うためには，①情熱を持って活動の中核となる人，
②魅力的な活動内容，③ネットワークの維持・拡大のた
めの他ネットワークとの連携の 3 点が不可欠であると考
えている。

世界各国から参加している本スクールの研修生の中に
は，将来のリーダーとしての自覚と，自国の原子力に貢
献したいとの情熱にあふれる人材もいる。また，ここで
の全体討論等を通し，研修生は，ネットワークつくりに

おける活動内容の重要性についての認識を得た。
いつの日か，このスクールで学んだ研修生が，本セッ

ションの経験共有・全体討論を踏まえ，各国において若
手ネットワークをつくり，各国の研修生同士のネット
ワークが連携していくことで，世界の原子力の若手同士
を広くつなぐ大きなネットワークに成長することを筆者
ら一同願っている。
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日本機械学会（JSME），米国機械学会（ASME）及び中
国原子力学会（CNS）の共同主催による第 22 回原子力工
学国際会議（ICONE-22）が 2014 年 7 月 7 ～ 11 日までの
5 日間，チェコのプラハで開催された。

本会議には 1,300 件を超えるアブストラクトの投稿が
あり，最終参加者は約 850 名で，これまでに欧州で行わ
れた ICONE の中で投稿件数及び参加者ともに過去最高
を記録した。国別では，中国 195 名，日本 156 名，米国
91 名，チェコ 62 名，韓国 54 名，ドイツ 36 名，ロシア
27 名，フランス 23 名の順であった。また，発表は技術
論文が約 600 件，口頭及びパネルセッションの発表が約
140 件であった。

今回の基調テーマ「Nuclear Power – Meeting Global 
Energy Needs」は，福島第一原子力発電所の事故を踏ま
え，原子力エネルギー利用者としての人類の役割と責任
を再確認することを目的として設定された。本会議は，
7 月 7 日の数値流体力学（CFD）をはじめとする 7 つの
ワークショップで始まり，8 日はオープニングセッショ
ンとプレナリーセッション並びに 9 日にかけて招待講演
者らによるパネルセッションが連続して開催された。

CFD ワークショップは，数値計算初心者，解析コード
利用者，数値モデル開発者らに数値シミュレーション技
術の現状と課題等をわかりやすく解説することを目的と
して，著者と米国テキサス農工大学 Hassan 教授が企画
したものである。学生を中心に 50 名を超える参加者が
あり，使用した部屋が狭く感じるほどの盛況であった。
一方，16 の専門分野からなるテクニカルセッションと
学生参加者を対象にした学生セッションは 8 日午後から
開催された。また，10 日と 11 日には学生参加者のため
に，チェコ技術大学プラハ校とチェコ科学アカデミー原
子核研究所の 2 つのテクニカルツアーが催された。

オープニングセッションでは，ASME 会長の Robert 
Sims 氏の挨拶に始まり，駐チェコ米国大使の Norman 
Eisen 氏，日本原子力研究開発機構理事の上塚寛氏，中
国原子力学会事務総長代理の Lixin Shen 氏らがキー
ノートスピーチを行った。続いて行われたプレナリー
セッションでは，本会議の基調テーマに沿って構成され
た 11 件のパネルセッションにおいて，合計 50 名のパネ
リストによる討論が行われ，原子力教育，許認可規制，
発電プラント安全性向上，新型炉開発，福島第一原発事
故関連事象，原子力将来戦略，国際協力活動などの議題
に対して活発な意見交換がなされた。特に，日本原子力

第 22 回原子力工学国際会議
The 22th International Conference on Nuclear Engineering（ICONE-22）

2014 年 7 月 7 ～ 11 日（プラハ市，チェコ共和国）

産業協会の服部理事長が，「スリーマイル島事故からの
回復に 30 年，チェルノブイリ事故からは 20 年かかった
が，福島事故からは 10 年で回復を図りたいし，そうで
なければいけない」と，復興に向けた強い意志を示して
いたことは日本を含む各国からの参加者に向けた大きな
メッセージであった。また，中国からは，これから 6 年
間で 30 基の原子力発電所を建設する計画の紹介が行わ
れた。

テクニカルセッションでは，学生セッションも加える
と合計 17 の専門分野（トラック 1 ～ 17）に対して，148
のセッションが設定され，合計約 600 件の発表が行われ
た。今回は発表件数が多いことから，最大で 16 のセッ
ションが同じ時間帯に並行して設けられた。特にトラッ
ク 9 の熱流動専門分野では最大で 7 セッションが並行し
て行われ，しかも，同様の研究テーマのセッションが複
数同時に進行したため，参加者にとっては非常に不親切
なプログラムであった。限られた日数の中で多くの発表
をできるだけ重複を避けて行うことが，今後の ICONE
運営における課題である。

研究内容に関しては，十分な研究開発の歴史を持つ日
本，米国及び欧州の研究者らに比べて，中国や韓国など
の研究者の発表内容には歴然とした質の違いが多々見ら
れた。特に，日本では 30 年以上も前に行われた研究で
あるにも関わらず，韓国や中国の研究者らが発表してい
るケースがあった。韓国，中国及び今後原子力利用に参
入する国々に対する研究協力などに対して，日本が果た
すべき役割は大きいと感じた。

学生セッションでは，日本 20 件，北米及び欧州 40
件，中国 15 件の合計 75 件の発表が行われた。会場には
多くの一般参加者が集まり，活発な討論がなされた。ポ
スター発表も行われ，論文及びポスターの各発表に対す
る評価により，日本，北米，欧州及び中国の各学生に対
して最優秀論文賞と最優秀ポスター賞を選考した。

最後に，長年の本会議への多大な貢献を称え，JSME
と ASME の合同による功労者表彰が行われ，日本から
は山本一彦科学技術振興機構主任調査員が受賞されたこ
とを付記する。また，次回 ICONE-23は日本機械学会
のホストにより，2015 年 5 月 17 ～ 21 日の日程で日本
の幕張メッセで開催されることが決まっている。

（日本原子力研究開発機構　高瀬和之，
2014 年 10 月 20 日 記）
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会員サービス向上に向けて
昨年の理事就任以来，会員管理システムの更新準備に

始まり，現在はこれに加えて学会ホームページの改良を
担当しております。どちらも学会の会員サービスに直結
する内容であり，石隈理事が委員長を務めている会員
サービス委員会と連携しながら作業を進めています。こ
の場を借りて現状を報告いたします。

会員管理システムの更新に関しては，ここ 2 年来作業
を継続しておりますが，現時点ではまだ委託する業者の
選定に至っておりません。原子力学会の会員数は約
7,000名強程度ですが，この数がシステム開発上のネッ
クになっています。つまりスクラッチでシステムをゼロ
から開発するには会員数は少なく，かといって出来合い
のシステムでは処理内容の多様性に対応できずオプショ
ンでの開発項目が増えコストがかさんでしまうというこ
とです。更に，会員サービスとの兼ね合いも重要で，例
えば会費の振り込みに関しても，銀行・郵便振り込み，
クレジットカード，コンビニ決済という様々なオプショ
ンがあり，できるだけ多様な方式で対応した方が会員
サービスの向上につながる訳ですが，その分開発経費，
処理経費がかかってしまうということも事実で，そのバ
ランスをどうとるかに苦慮しているというのが現状で
す。また，年 2 回の大会における演題登録時に，会員情
報をリンクして使うことができれば，入力の手間を大幅
に削減できます。この機能は是非とも実現したいと考え
ておりますが，こちらも現在使用している演題登録シス
テムとの連携にオプション開発費がかかる可能性があ
り，現在検討を進めております。システムの更新の準備
状況としては，現在行っている会員管理業務のワークフ
ローを整理してシステム要求仕様に落とし込む作業は完
了していますので，開発経費との兼ね合いを考えながら
システム開発業者の選定を早急に行って行く予定です。

会員サービス向上のもう一つの柱として，学会のホー
ムページの更新の準備を行っています。こちらは今年度
中に新しいページを公開できるように鋭意作業を行って
います。現在のホームページは，切り貼り的に拡張され
てきたので，情報の内容が一貫しておらず，重要度に応
じた表示にもなっていません。会員サービス的な観点か
ら見れば，例えば資料の購入を行う場合も，購入内容に
よって手続きを行う場所が分散しており，手続き内容も
一貫していません。この点は他の Web サービスにおけ
る購入サイトのように統一したインタフェースで手続き

が行えるように改良する予定です。学会員の皆様がホー
ムページに何を望むのか，どのような情報が求められて
いるのか，会員だけにアクセスが許される情報としてど
のような情報があるのか，等に関しては学会事務局だけ
では十分把握することは難しいので，会員サービス委員
会と連携して Web アンケートを実施しました。この結
果をもとにして広く会員の皆様のご要望に応えられるよ
うなホームページにしていきたいと考えています。開発
の第一フェーズは今年度中を目途に完成させ公開したい
と考えています。その後，会員管理システム更新作業の
進行状況とリンクしながら，ホームページと会員管理シ
ステムの連携を実現し，より質の高い会員サービスを実
現したと考えています。ご期待下さい。

（理事・会員サービス委員会幹事　高橋　信）

副会長から一言
5 年前発足時から我が国での原子力人材育成ネット

ワークに深く携わっています。ここでは教育・人材育成
と認証との相関も議論しています。人格形成も含めた教
育では学士・修士・博士号がある一方，特定の事業に向
けた人材育成には資格が対応しているべきとの考えがあ
ります。原子炉主任技術者・核燃料取扱主任者・放射線
取扱主任者は日本でのみ有効な国家資格です。一方，技
術士は国際共通ですが，土木建築分野ほど認知度は高く
ありません。特にヨーロッパ・UK・ロシアでは大学・
大学院間の教育標準化（ボローニャ・プロセス等）が進
み，原子力分野の修士号は実質上記の国際資格の意味合
いも持ち始めています。技術士には企業での CPD

（Continuing Professional Development；継続研鑽）が推
奨されています。産官学で運営されている様々な IAEA
スクールも，学会協賛にすれば，受講者・メンター・講
師としての参加が CPD に登録できます。一方，除染・
廃炉など喫緊の分野での新たな資格の必要性も議論され
ています。ここにおいて本学会が学会認定資格・講習会
的プログラムを実施できれば，参画する産業界及び個人
からのニーズは高いと期待されます。学生や若手の連携
のための学会誌記事・サービス向上を学生連絡会・
YGN（Young Generation Network），新しく立ち上げた
AESJ-CTF（Collaboration Task Force）にて意見抽出し，
具体案を実施中で，その状況は適時学会誌に掲載してい
ます。引き続き，全力を挙げて取り組んでいきます。

（理事・副会長　上坂　充）

理事会だより

会員サービス向上への取り組み
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